
地域再生法の一部を改正する法律案

法案の概要

１．官民共創による住宅団地の再生【第５条第４項第11号、第17条の36～第17条の61】

人口減少・少子高齢化が急速に進行する中、地域の活力の維持・再生を総合的かつ効果的に推進する
ため、官民共創を軸として、地域住宅団地再生事業の拡充や施設整備支援の充実を図る。

法案の趣旨

２．民間事業者の施設整備に関する地方債の特例の創設【第13条の２】

【新規の措置】
・建築物の用途を変更した場合の容積率緩和(※)に関する事項

【第17条の36第５項第５号、第17条の43】

・廃校の活用促進に関する事項（高さ制限の緩和(※)・低廉貸付け）
【第17条の36第５項第６号・第７号、第17条の44・第17条の45】

・都市公園の占用許可の特例    【第17条の36第５項第８号、第17条の46】 等

人口減少・少子高齢化、住宅・施設の老朽化、生活サービスの衰退、地域コミュニティの活力低下等の様々な

課題が深刻化している住宅団地について、官民共創により再生を図るため、各種許認可等の手続をワンストップ

で行うことができる地域住宅団地再生事業を拡充し、

 地域再生推進法人が、市町村に対し、地域住宅団地再生事業計画の作成等を提案できる仕組みを創設。
【第17条の37～第17条の39】

 市町村が地域住宅団地再生事業計画を作成・公表した場合の措置として、住居専用地域における小規模

店舗（コンビニエンスストア、コミュニティカフェ等）やコワーキングスペースなどの日常生活に必要な施設に

係る用途規制の緩和等を追加。【第17条の40、第17条の43、第17条の44 等】

３．企業の地方移転を促進する地方拠点強化税制の対象拡大【第５条第４項第５号、第17条の２～第17条の６】

官民共創により、地方創生に資する施設整備を後押し

するため、民間事業者が公共的施設等(※)の整備を行う

場合についても、地方公共団体がデジタル田園都市国家

構想交付金を活用し、補助する場合には、当該補助経費

の地方負担分を地方債の起債対象とする。【第13条の２】

課税の特例等により企業の地方への移転等を促進

する「地方活力向上地域等特定業務施設整備事業」

の範囲を拡充し、事務所、研究所等の特定業務施設

の整備と併せて子育て施設等を整備する事業も含む

こととする。【第５条第４項第５号】

地域再生推進法人
（住宅団地再生に

取り組む民間団体等）

地域住宅団地再生事業計画

＜活用イメージ＞

＜間接補助スキーム＞（R4補正から導入）

施設整備費用

½を補助

 民間事業者

 地方公共団体

 国

全部又は一部を補助

地方債の起債を可能に※地方自治法第244条第１項に規定する「公の施設」に位置付けることが必要

地域再生推進法人が
廃校を活用し、多世代
交流施設を整備し、運営

コワーキングスペース 交流スペース

市町村

計画の素案作成・提案

提案を受けて計画作成
公告・縦覧等を経て公表

東京23区

・住宅団地再生を含む地方創生に資する官民共創型のプロジェクトを位置付けた地域再生計画の認定件数を施行後５年で

約100件とする

・地方拠点強化税制等による雇用創出数を2027年度までに累計４万人※とする ※2023年11月末までに約２万７千人を達成

目標

（※）特定行政庁が支障が
ないと認める場合
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地域再生法の一部を改正する法律案（抄）

改正案 現行

第一節 まち・ひと・しごと創生交付金

（まち・ひと・しごと創生交付金の交付等）
第十三条 国は、認定地方公共団体に対し、当該認定地方公共団体

の認定地域再生計画に第五条第四項第一号に掲げる事項が記載さ
れている場合において、同号に規定する事業に要する経費に充て
るため、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を
交付することができる。

２ 前項の交付金（次項及び次条において「まち・ひと・しごと創
生交付金」という。）を充てて行う事業に要する費用については、
道路法（昭和二十七年法律第百八十号）、土地改良法（昭和二十
四年法律第百九十五号）その他の法令の規定に基づく国の負担又
は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。

３ まち・ひと・しごと創生交付金の交付の事務は、政令で定める
区分に従って内閣総理大臣、農林水産大臣、国土交通大臣又は環
境大臣が行う。

（まち・ひと・しごと創生交付金を充てて行う事業に係る施設の整
備に関する助成についての地方債の特例）
第十三条の二 認定地方公共団体が、認定地域再生計画に記載され

た第五条第四項第一号（イに係る部分に限る。）に規定する事業
のうち、まち・ひと・しごと創生交付金を充てて行うものに係る
施設であって、地方自治法第二百四十四条第一項に規定する公の
施設であるもの（同法第二百四十四条の二第一項に規定する条例
で当該公の施設の設置及びその管理に関する事項が定められると
見込まれるものを含む。）の整備に関する助成を行おうとする場
合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法（昭和
二十三年法律第百九号）第五条各号に規定する経費のいずれにも
該当しないものは、同条第五号に規定する経費とみなす。

第一節 まち・ひと・しごと創生交付金の交付等

第十三条 国は、認定地方公共団体に対し、当該認定地方公共団体
の認定地域再生計画に第五条第四項第一号に掲げる事項が記載さ
れている場合において、同号に規定する事業に要する経費に充て
るため、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を
交付することができる。

２ 前項の交付金（次項において「まち・ひと・しごと創生交付
金」という。）を充てて行う事業に要する費用については、道路
法（昭和二十七年法律第百八十号）、土地改良法（昭和二十四年
法律第百九十五号）その他の法令の規定に基づく国の負担又は補
助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。

３ まち・ひと・しごと創生交付金の交付の事務は、政令で定める
区分に従って内閣総理大臣、農林水産大臣、国土交通大臣又は環
境大臣が行う。

（新設）
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【参考】地域再生法（平成17年法律第24号）（抄）

（地域再生計画の認定）
第五条 地方公共団体は、単独で又は共同して、地域再生基本方針に基づき、内閣府令で定めるところにより、地域再生を図るための計画

（以下「地域再生計画」という。）を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
２ 地域再生計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 地域再生計画の区域
二 地域再生を図るために行う事業に関する事項
三 計画期間

３ 前項各号に掲げるもののほか、地域再生計画を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
一 地域再生計画の目標
二 その他内閣府令で定める事項

４ 第二項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。
一 まち・ひと・しごと創生法第九条第一項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略（次号において単に「都道府県まち・

ひと・しごと創生総合戦略」という。）に同条第二項第三号に掲げる事項として定められた事業又は同法第十条第一項に規定する市町
村まち・ひと・しごと創生総合戦略（次号において単に「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。）に同条第二項第三号に
掲げる事項として定められた事業であって次に掲げるもののうち、地方公共団体、事業者、研究機関その他の多様な主体との連携又は
分野の異なる施策相互の有機的な連携を図ることにより効率的かつ効果的に行われるものその他の先導的なものに関する事項
イ 地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資する事業（ロに掲げるものを除く。）であって次に掲

げるもの
（１） 結婚、出産又は育児についての希望を持つことができる社会環境の整備に資する事業
（２） 移住及び定住の促進に資する事業
（３） 地域社会を担う人材の育成及び確保に資する事業
（４） 観光の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に資する事業
（５） （１）から（４）までに掲げるもののほか、地方公共団体が地域再生を図るために取り組むことが必要な政策課題の解決に

資する事業
ロ 地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備のための基盤となる施設の整備に関する事業であって次に

掲げるもの
（１） 道路、農道又は林道であって政令で定めるものの二以上を総合的に整備する事業
（２） 下水道、集落排水施設又は浄化槽であって政令で定めるものの二以上を総合的に整備する事業
（３） 港湾施設及び漁港施設であって政令で定めるものを総合的に整備する事業

二～十八 （略）
５～18 （略）
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【参考】地方自治法（昭和22年法律第67号）（抄）

（公の施設）
第二百四十四条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設（これを公の施設という。）を設

けるものとする。
２ 普通地方公共団体（次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。）は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利

用することを拒んではならない。
３ 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。

（公の施設の設置、管理及び廃止）
第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理

に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
２ 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長

期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。
３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人そ

の他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの（以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。）に、
当該公の施設の管理を行わせることができる。

４ 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。
５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。
６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならな

い。
７ 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共

団体に提出しなければならない。
８ 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金（次項において「利用料金」とい

う。）を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
９ 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものと

する。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。
１０ 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の

業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
１１ 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認め

るときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
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【参考】まち・ひと・しごと創生法（平成26年法律第136号）（抄）

（都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略）
第九条 都道府県は、まち・ひと・しごと創生総合戦略を勘案して、当該都道府県の区域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に関する

施策についての基本的な計画（以下「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。）を定めるよう努めなければならない。
２ 都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一 都道府県の区域におけるまち・ひと・しごと創生に関する目標
二 都道府県の区域におけるまち・ひと・しごと創生に関し、都道府県が構ずべき施策に関する基本的方向
三 前二号に掲げるもののほか、都道府県の区域におけるまち・ひと・しごと創生に関し、都道府県が講ずべき施策を総合的かつ計画的
に実施するために必要な事項

３ 都道府県は、都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとす
る。

（市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略）
第十条 市町村（特別区を含む。以下この条において同じ。）は、まち・ひと・しごと創生総合戦略（都道府県まち・ひと・しごと創生総

合戦略が定められているときは、まち・ひと・しごと創生総合戦略及び都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略）を勘案して、当該市
町村の区域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な計画（次項及び第三項において「市町村まち・ひ
と・しごと創生総合戦略」という。）を定めるよう努めなければならない。

２ 市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一 市町村の区域におけるまち・ひと・しごと創生に関する目標
二 市町村の区域におけるまち・ひと・しごと創生に関し、市町村が講ずべき施策に関する基本的方向
三 前二号に掲げるもののほか、市町村の区域におけるまち・ひと・しごと創生に関し、市町村が講ずべき施策を総合的かつ計画的に実

施するために必要な事項
３ 市町村は、市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
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デジタル田園都市国家構想交付金（地⽅創⽣拠点整備タイプ）の概要

（※）１団体当たりの交付上限額（⽬安）。⾼い先駆性や地⽅創⽣の波及効果が⾒込まれる場合
には、交付上限額（⽬安）を超えて必要な経費を交付できるものとする。

（注１）申請上限件数は以下のとおり。
当初予算分︓2023〜27年度（デジ⽥総合戦略の期間）を通じて1事業
補正予算分︓上限なし

（注２）以下の事業については有識者審査を実施。
当初予算分︓全て
補正予算分︓交付額（国費）２億円以上において有識者審査を実施

（注３）当初予算分については以下の要件の全てを満たすことが必要。
• 公共施設等総合管理計画において、維持・管理・更新等に係る事項が位置付けられる施設であること
• 当該施設等の運営計画が公表されること
• 住⺠参加による構想策定や施設の規模等により、複数年度にわたる期間を要する施設整備等であること

 観光や農林⽔産業の振興等の地⽅創⽣に資する拠点施設の整備などを⽀援。
 「⺠間事業者の施設整備に対する間接補助」について、R5年度においては６⾃治体・７件の活⽤あり。

地⽅創⽣拠点整備タイプの概要
上限額（※）
補助率対象

原則3年間の事業

国費:
都道府県15億円
中枢中核都市10億円
市区町村5億円
補助率︓1/2

単年度の事業

当初予算分

補正予算分

事業類型
＜拠点整備タイプにおける拡充＞ R4補正から導⼊
〜⺠間事業者の施設整備に対する間接補助〜
⺠間事業者等が⼀定の要件を満たす公共性・公益性を有する

拠点施設等を整備する取組に対し、地⽅公共団体が整備費の
全部⼜は⼀部を補助した場合に、国が当該補助経費の１／２※
を交付することを可能とする。

施設等整備費⽤

½を補助

 ⺠間事業者

 地⽅公共団体

 国

全部⼜は⼀部を補助

【⽀援スキーム】

＜⽀援対象となる施設整備の採択例＞
• 移住や⽣活体験住宅として活⽤する集合住宅の整備
• 廃校舎を改修しサテライトオフィス、スマート農業体験施設等を整備
• 駅ビル施設の⼀部を模様替えし官⺠連携のコワーキングスペースを整備
• 物販、カフェ、セミナースペース等の観光施設の整備 等

国費:
都道府県15億円
中枢中核都市10億円
市区町村5億円
補助率︓1/2

※国負担は事業費の１／３（かつ地⽅公共団体負担額の範囲内）を上限

内閣府資料
（一部加工）

R6当初（案） 50億円
R5補正　　  300億円

通常国会に提出される予定である「地域再生法の一部を改正する法律案（仮称）」に基づき、地方公共団体が作成する「地域再生計
画」に位置付けられた民間事業者等による公の施設の整備への助成に要する経費について、新たに地方債の特例措置を講ずることとしている。
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デジタル⽥園都市国家構想交付⾦の概要

地⽅創⽣推進タイプ

地⽅創⽣拠点整備タイプデジタル実装タイプ

デジタル⽥園都市国家構想交付⾦

デジタル技術を活⽤し、地⽅の活性化や⾏政・公的
サービスの⾼度化・効率化を推進するため、デジタル
実装に必要な経費などを⽀援。

観光や農林⽔産業の振興等の地⽅創⽣に資する
取組などを⽀援。
• 地⽅版総合戦略に位置付けられた地⽅公共団体の⾃主的・

主体的な取組を⽀援（最⻑５年間）
• 東京圏からのUIJターンの促進及び地⽅の担い⼿不⾜対策
• 省庁の所管を超える２種類以上の施設（道・汚⽔処理施設・

港）の⼀体的な整備

地域産業構造転換インフラ整備推進タイプ

 デジタル⽥園都市国家構想の実現による地⽅の社会課題解決・魅⼒向上の取組を加速化・深化する観点から、
「デジタル⽥園都市国家構想交付⾦」により、各地⽅公共団体の意欲的な取組を⽀援。

産業構造転換の加速化に資する半導体等の
⼤規模な⽣産拠点整備について、関連インフラの
整備への機動的かつ追加的な⽀援を創設。

観光や農林⽔産業の振興等の地⽅創⽣に資する
拠点施設の整備などを⽀援。

書かない窓⼝ 地域アプリ 遠隔医療 道の駅に隣接した観光拠点 ⼦育て⽀援施設 スタートアップ⽀援拠点

⼤規模⽣産拠点
整備プロジェクト

プロジェクト
選定会議

選定

R6当初（案）1,000億円
R5補正　　　　735億円

R5補正　360億円　

R5補正　

R6当初（案）50億円
R5補正　　 300億円

R6当初（案）950億円
R5補正　　　 15億円

R5補正　60億円

内閣府資料
（一部加工）
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地
域
再
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

 

第
一　

地
域
再
生
計
画
の
記
載
事
項
の
拡
充

地
域
再
生
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
事
業
に
つ

い
て
、
こ
れ
と
併
せ
て
行
う
事
業
で
、
特
定
業
務
施
設
の
従
業
員
の
福
利
厚
生
施
設
で
あ
っ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
又

は
当
該
従
業
員
の
児
童
に
係
る
児
童
福
祉
施
設
で
あ
っ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
（
第
三
に
お
い
て
「
特
定
業
務
児
童
福 

祉
施
設
」
と
い
う
。
）
を
整
備
す
る
事
業
を
含
む
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　

（
第
五
条
第
四
項
第
五
号
関
係
）

 

第
二　

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
交
付
金
を
充
て
て
行
う
事
業
に
係
る
地
方
債
の
特
例

認
定
地
方
公
共
団
体
が
、
認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
た
第
五
条
第
四
項
第
一
号
（
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に

規
定
す
る
事
業
の
う
ち
、
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
交
付
金
を
充
て
て
行
う
も
の
に
係
る
施
設
で
あ
っ
て
、
地
方
自
治
法

に
規
定
す
る
公
の
施
設
で
あ
る
も
の
（
同
法
に
規
定
す
る
条
例
で
当
該
公
の
施
設
の
設
置
及
び
そ
の
管
理
に
関
す
る
事
項
が

定
め
ら
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
の
整
備
に
関
す
る
助
成
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
助
成
に

要
す
る
経
費
で
あ
っ
て
地
方
財
政
法
第
五
条
各
号
に
規
定
す
る
経
費
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
は
、
同
条
第
五
号
に 

規
定
す
る
経
費
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
十
三
条
の
二
関
係
）



 
第
三　

認
定
事
業
者
に
対
す
る
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置

認
定
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
に
従
っ
て
特
定
業
務
施
設
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
認
定
事
業

者
に
つ
い
て
、
地
方
公
共
団
体
が
、
特
定
業
務
施
設
に
係
る
特
定
業
務
児
童
福
祉
施
設
の
用
に
供
す
る
建
物
等
に
対
す
る
地 

方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
し
た
場
合
に
お
け
る
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
七
条
の
六
関
係
）

 

第
四　

地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の
記
載
事
項
の
追
加
等

一　

地
域
再
生
協
議
会
は
、
第
十
七
条
の
三
十
六
第
一
項
の
協
議
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
構
成

員
以
外
の
者
で
あ
っ
て
、
当
該
地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
の
当
初
の
整
備
を
し
た
も
の
に
対
し
、
資
料
の
提
供
等
の
必
要

な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
者
は
、
そ
の
求
め
に
応
じ
る
よ
う
努
め
る
も 

の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
十
七
条
の
三
十
六
第
三
項
関
係
）

二　

地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
記
載
す
る
事
項
と
し
て
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
へ
の
移
住
を
希
望
す
る
者
へ
の

情
報
の
提
供
、
便
宜
の
供
与
そ
の
他
の
当
該
移
住
を
希
望
す
る
者
の
来
訪
及
び
滞
在
を
促
進
す
る
た
め
に
認
定
市
町
村
が 

講
ず
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　

（
第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
六
号
関
係
）

三　

住
居
専
用
地
域
建
築
物
整
備
促
進
事
業
に
係
る
建
築
物
に
つ
い
て
講
ず
る
住
居
専
用
地
域
の
指
定
の
目
的
に
適
合
さ
せ



る
た
め
に
必
要
な
措
置
の
内
容
が
定
ま
っ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
措
置
に
関
す
る
事
項
を
地
域
住
宅
団
地
再
生

事
業
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
期
日
等
を
公
告
し
て
利
害
関
係
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
取
し
、
か

つ
、
建
築
審
査
会
の
同
意
を
得
て
当
該
事
項
が
記
載
さ
れ
た
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
第

十
七
条
の
四
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
建
築
基
準
法
第
四
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規

 

定
に
よ
る
許
可
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
同
条
第
十
五
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

 

　
　
　
　
　
　
　

（
第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
一
号
、
第
七
項
及
び
第
八
項
並
び
に
第
十
七
条
の
四
十
第
二
項
関
係
）

四　

特
定
区
域
住
宅
用
途
変
更
特
定
建
築
物
整
備
促
進
事
業
（
診
療
所
等
の
地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
の
住
民
の
日
常
生
活

に
必
要
な
施
設
で
あ
っ
て
、
当
該
施
設
が
不
足
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
住
民
の
日
常
生
活
に
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ

る
も
の
（
六
に
お
い
て
「
特
定
施
設
」
と
い
う
。
）
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
（
以
下
「
特
定
建
築
物
」
と
い
う
。
）
の

整
備
が
必
要
と
さ
れ
る
地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
内
の
区
域
（
以
下
「
特
定
区
域
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
住
宅
で
あ

る
建
築
物
の
用
途
を
住
宅
団
地
再
生
を
図
る
た
め
に
必
要
な
用
途
に
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
建
築
物
を
特
定
建
築
物

と
す
る
こ
と
（
当
該
変
更
に
よ
り
当
該
特
定
建
築
物
が
建
築
基
準
法
第
五
十
二
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
七
項
の
規
定

に
適
合
し
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
限
る
。
）
を
促
進
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
認
定
市
町
村
が
行
う
も
の
を
い
う
。
）
に



関
す
る
事
項
を
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
公
告
及
び
縦
覧
を
経
て
当
該
事

項
が
記
載
さ
れ
た
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
事
項
に
係
る
特
定
区
域
内
の
建
築
物
の

部
分
に
つ
い
て
、
住
宅
団
地
再
生
を
図
る
た
め
に
や
む
を
得
ず
、
か
つ
、
交
通
上
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障

が
な
い
と
特
定
行
政
庁
が
認
め
る
場
合
に
は
、
建
築
基
準
法
第
五
十
二
条
第
六
項
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
も
の 

と
す
る
こ
と
。
（
第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
五
号
、
第
十
三
項
及
び
第
十
四
項
並
び
に
第
十
七
条
の
四
十
三
関
係
）

五　

特
定
区
域
学
校
用
途
変
更
特
定
建
築
物
整
備
促
進
事
業
（
特
定
区
域
に
お
い
て
、
学
校
で
あ
る
建
築
物
の
用
途
を
住
宅

団
地
再
生
を
図
る
た
め
に
必
要
な
用
途
に
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
建
築
物
を
特
定
建
築
物
と
す
る
こ
と
（
当
該
変
更

に
よ
り
当
該
特
定
建
築
物
が
建
築
基
準
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
限
る
。
）
を

促
進
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
認
定
市
町
村
が
行
う
も
の
を
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項
を
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に

記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
公
告
及
び
縦
覧
を
経
て
当
該
事
項
が
記
載
さ
れ
た
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画

が
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
事
項
に
係
る
特
定
区
域
内
の
建
築
物
に
つ
い
て
、
住
宅
団
地
再
生
を
図
る
た
め
に
や
む
を

得
ず
、
か
つ
、
低
層
住
宅
に
係
る
良
好
な
住
居
の
環
境
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
特
定
行
政
庁
が
認
め
る
場
合
に
は
、

建
築
基
準
法
第
五
十
五
条
第
四
項
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 



 
　
　
　
　
　
　
　

（
第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
六
号
、
第
十
三
項
及
び
第
十
四
項
並
び
に
第
十
七
条
の
四
十
四
関
係
）

六　

特
定
区
域
学
校
用
途
変
更
特
定
施
設
運
営
事
業
（
特
定
区
域
に
お
い
て
、
特
定
建
築
物
（
学
校
で
あ
る
建
築
物
の
用
途

を
住
宅
団
地
再
生
を
図
る
た
め
に
必
要
な
用
途
に
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
認
定
市
町

村
に
お
け
る
地
方
自
治
法
に
規
定
す
る
普
通
財
産
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
設
け
ら
れ
た
特
定
施
設
を
運
営
す
る
事
業

で
あ
っ
て
、
地
域
再
生
推
進
法
人
（
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
に
限
る
。
八
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
う
も
の
を
い
う
。

）
に
関
す
る
事
項
を
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
当
該
事
項
が
記
載
さ
れ
た

地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
事
項
に
係
る
地
域
再
生
推
進
法
人
は
、
当
該
事
項
に
係
る

特
定
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
地
域
再
生
推
進
法
人

は
、
当
該
特
定
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
並
び
に
そ
の
周
辺
の
地
域
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
の
使
用

 

に
伴
い
必
要
と
な
る
当
該
地
域
の
環
境
の
維
持
等
を
図
る
た
め
の
措
置
を
併
せ
て
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
七
号
及
び
第
十
七
条
の
四
十
五
関
係
）

七　

特
定
区
域
都
市
公
園
活
用
生
活
利
便
確
保
事
業
（
特
定
区
域
内
の
都
市
公
園
に
お
い
て
、
日
用
品
に
係
る
露
店
等
の
住

宅
団
地
再
生
を
図
る
た
め
に
必
要
な
施
設
を
設
置
し
、
及
び
管
理
す
る
事
業
を
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項
を
地
域
住
宅
団



地
再
生
事
業
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
当
該
都
市
公
園
の
公
園
管
理
者
の
同
意
を
得
て
当
該
事
項
が

記
載
さ
れ
た
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
事
項
に
係
る
実
施
主
体
か
ら
当
該
事
項
に
係

る
都
市
公
園
の
占
用
に
つ
い
て
都
市
公
園
法
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
都
市
公
園
の
公
園
管
理
者

は
、
同
法
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
占
用
が
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
場
合
に
限
り
、
当
該
許
可
を

与
え
る
も
の
と
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
実
施
主
体
は
、
当
該
施
設
の
設
置
場
所
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に
つ
い

て
、
当
該
施
設
の
設
置
に
伴
い
必
要
と
な
る
当
該
地
域
の
環
境
の
維
持
等
を
図
る
た
め
の
措
置
を
併
せ
て
講
ず
る
も
の
と 

す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　

（
第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
八
号
及
び
第
十
六
項
並
び
に
第
十
七
条
の
四
十
六
関
係
）

八　

住
宅
団
地
再
生
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
（
地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
認
定
市
町
村
又
は
地
域
再
生
推
進
法
人

が
行
う
住
民
の
日
常
生
活
に
必
要
な
交
通
手
段
の
確
保
を
図
る
た
め
の
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
で
あ
っ
て
、
そ
の
路
線
又

は
運
送
の
区
域
が
当
該
地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
内
に
存
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項
を
地
域
住
宅
団
地
再
生

事
業
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
国
土
交
通
大
臣
の
同
意
を
得
て
当
該
事
項
が
記
載
さ
れ
た
地
域
住
宅

団
地
再
生
事
業
計
画
が
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
事
項
に
係
る
実
施
主
体
は
、
道
路
運
送
法
の
登
録
若
し
く
は
変
更
登

 

録
を
受
け
、
又
は
同
法
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。



 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
十
六
号
及
び
第
二
十
七
項
並
び
に
第
十
七
条
の
五
十
三
関
係
）

九　

認
定
市
町
村
は
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
七
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
当
該
事
項
に
係
る
実
施
主
体
が
認
定
市
町
村
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該

 

事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
事
項
に
係
る
実
施
主
体
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
十
七
条
の
三
十
六
第
十
五
項
関
係
）

十　

地
域
再
生
推
進
法
人
は
、
認
定
市
町
村
に
対
し
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の
作
成
又
は
変
更
の
提
案
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
認
定
市
町
村
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
提
案
を
踏
ま
え
た
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の
作
成

 

又
は
変
更
を
す
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
等
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
第
十
七
条
の
三
十
七
か
ら
第
十
七
条
の
三
十
九
ま
で
関
係
）

 

第
五　

附
則

一　

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る 

日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
附
則
第
一
条
関
係
） 

二　

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　

（
附
則
第
二
条
関
係
）



三　

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
以
内
に
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
地
域
再
生
法
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検 

討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　

（
附
則
第
三
条
関
係
） 

四　

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
附
則
第
四
条
及
び
第
五
条
関
係
）
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地
域
再
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

 
地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
の
交
付
等
（
第
十
三
条
）
」
を
「
（
第
十
三
条
・
第
十
三
条
の
二
）
」
に
、
「
第
十
三
条
の
二
」
を
「
第
十
三
条

の
三
」
に
、
「
地
方
債
」
を
「
特
定
地
域
再
生
事
業
に
係
る
地
方
債
」
に
、
「
第
十
七
条
の
五
十
三
」
を
「
第
十
七
条
の
六
十

一
」
に
、
「
第
十
七
条
の
五
十
四
・
第
十
七
条
の
五
十
五
」
を
「
第
十
七
条
の
六
十
二
・
第
十
七
条
の
六
十
三
」
に
、
「
第
十

七
条
の
五
十
六
―
第
十
七
条
の
五
十
八
」
を
「
第
十
七
条
の
六
十
四
―
第
十
七
条
の
六
十
六
」
に
、
「
第
十
七
条
の
五
十
九
」

を
「
第
十
七
条
の
六
十
七
」
に
、
「
第
十
七
条
の
六
十
―
第
十
七
条
の
六
十
二
」
を
「
第
十
七
条
の
六
十
八
―
第
十
七
条
の
七

 

十
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
四
項
第
二
号
中
「
第
十
三
条
の
二
」
を
「
第
十
三
条
の
三
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
事
業
（
」
の
下
に
「
こ

れ
と
併
せ
て
行
う
事
業
で
、
特
定
業
務
施
設
の
従
業
員
の
寄
宿
舎
、
社
宅
そ
の
他
の
福
利
厚
生
施
設
で
あ
っ
て
内
閣
府
令
で
定

め
る
も
の
又
は
当
該
従
業
員
の
児
童
に
係
る
保
育
所
そ
の
他
の
児
童
福
祉
施
設
で
あ
っ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
（
第
十
七

条
の
六
に
お
い
て
「
特
定
業
務
児
童
福
祉
施
設
」
と
い
う
。
）
を
整
備
す
る
事
業
を
含
む
。
」
を
加
え
、
同
項
第
十
一
号
中

「
当
該
区
域
の
」
を
「
当
該
地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
の
」
に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
中
「
第
十
七
条
の
五
十
四
第
三
項
第
二
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号
及
び
第
十
七
条
の
五
十
五
」
を
「
第
十
七
条
の
六
十
二
第
三
項
第
二
号
及
び
第
十
七
条
の
六
十
三
」
に
、
「
第
十
七
条
の
五

十
四
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
の
六
十
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
十
四
号
中
「
第
十
七
条
の
五
十
九
第
一
項
」
を
「
第
十

七
条
の
六
十
七
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
十
五
号
中
「
第
十
七
条
の
六
十
」
を
「
第
十
七
条
の
六
十
八
」
に
改
め
、
「
単

に
」
を
削
り
、
同
項
第
十
六
号
中
「
第
十
七
条
の
六
十
一
」
を
「
第
十
七
条
の
六
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
十
七
号
中
「
第
十

 

七
条
の
六
十
二
」
を
「
第
十
七
条
の
七
十
」
に
改
め
る
。

 

第
五
章
第
一
節
の
節
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

第
一
節　

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
交
付
金

第
十
三
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
交
付
金
の
交
付
等
）
」
を
付
し
、
同
条
第
二
項
中
「
次
項
」

 

の
下
に
「
及
び
次
条
」
を
加
え
る
。

 

第
五
章
第
二
節
中
第
十
三
条
の
二
を
第
十
三
条
の
三
と
す
る
。

 

第
五
章
第
一
節
中
第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
交
付
金
を
充
て
て
行
う
事
業
に
係
る
施
設
の
整
備
に
関
す
る
助
成
に
つ
い
て
の
地
方
債
の
特

 

例
）
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第
十
三
条
の
二　

認
定
地
方
公
共
団
体
が
、
認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
た
第
五
条
第
四
項
第
一
号
（
イ
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
に
規
定
す
る
事
業
の
う
ち
、
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
交
付
金
を
充
て
て
行
う
も
の
に
係
る
施
設
で
あ
っ
て
、

地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
の
施
設
で
あ
る
も
の
（
同
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
条
例
で
当
該
公
の
施
設
の
設
置
及
び
そ
の
管
理
に
関
す
る
事
項
が
定
め
ら
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
の
整

備
に
関
す
る
助
成
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
助
成
に
要
す
る
経
費
で
あ
っ
て
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
百
九
号
）
第
五
条
各
号
に
規
定
す
る
経
費
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
は
、
同
条
第
五
号
に
規
定
す
る
経
費

 

と
み
な
す
。

 

第
五
章
第
五
節
の
節
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

第
五
節　

特
定
地
域
再
生
事
業
に
係
る
地
方
債
の
特
例

 

第
十
七
条
中
「
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
」
を
削
る
。

 

第
十
七
条
の
二
第
三
項
第
二
号
中
「
常
時
」
を
「
特
定
業
務
施
設
に
お
い
て
常
時
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
六
第
一
号
中
「
事
業
税
、
当
該
特
定
業
務
施
設
」
及
び
「
若
し
く
は
当
該
特
定
業
務
施
設
」
の
下
に
「
若
し
く

は
当
該
特
定
業
務
施
設
に
係
る
特
定
業
務
児
童
福
祉
施
設
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
当
該
特
定
業
務
施
設
」
の
下
に
「
若
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し
く
は
当
該
特
定
業
務
施
設
に
係
る
特
定
業
務
児
童
福
祉
施
設
」
を
加
え
る
。

 
第
十
七
条
の
七
第
十
一
項
中
「
第
十
七
条
の
十
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
十
七
第
二
項
中
「
第
十
七
条
の
五
十
四
第
二
項
及
び
第
十
七
条
の
五
十
六
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
の
六
十
二

 

第
二
項
及
び
第
十
七
条
の
六
十
四
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
二
十
三
第
一
項
中
「
規
定
す
る
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
」
の
下
に
「
（
第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
十
六
号

 

に
お
い
て
「
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
七
条
の
二
十
四
第
三
項
第
三
号
中
「
、
第
一
号
事
業
」
を
「
、
第
一
号
介
護
事
業
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
七
号
中

「
第
一
号
事
業
」
を
「
第
一
号
介
護
事
業
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
十
項
」
を
「
第
十
七
条
の
三

十
六
第
十
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
中
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
十
四
項
」
を
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
二
十
一
項
」
に

改
め
、
同
条
第
十
一
項
中
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
十
五
項
」
を
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
二
十
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十

四
項
中
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
十
八
項
」
を
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
二
十
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
五
項
中
「
第
一
号

事
業
を
」
を
「
第
一
号
介
護
事
業
を
」
に
、
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
十
九
項
」
を
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
二
十
六
項
」

に
、
「
当
該
第
一
号
事
業
」
を
「
当
該
第
一
号
介
護
事
業
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
項
中
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
二
十
項
」
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を
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
二
十
八
項
」
に
改
め
る
。

 
第
十
七
条
の
三
十
二
第
一
項
中
「
第
十
七
条
の
四
十
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
の
四
十
七
第
一
項
」
に
改
め
る
。

 

第
十
七
条
の
三
十
三
第
五
項
中
「
第
一
号
事
業
」
を
「
第
一
号
介
護
事
業
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
三
十
六
第
二
十
二
項
中
「
、
第
二
項
及
び
第
五
項
」
を
「
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
三
十
項
と
し
、
同
条
第
二
十
一
項
を
同
条
第
二
十
九
項
と
し
、
同
条
第
二
十
項
中
「
及
び
市
町
村
高
齢
者
居
住
安
定
確

保
計
画
等
」
を
「
、
市
町
村
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
等
及
び
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
九
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
公
共
交
通
計
画
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
八
項
と
し
、

同
条
第
十
九
項
中
「
第
四
項
第
十
号
」
を
「
第
五
項
第
十
四
号
」
に
、
「
第
一
号
事
業
」
を
「
第
一
号
介
護
事
業
」
に
、
「
第

十
七
条
の
四
十
一
第
五
項
」
を
「
第
十
七
条
の
四
十
八
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
六
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次

 

の
一
項
を
加
え
る
。

　

認
定
市
町
村
は
、
第
五
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
国
土
交
通

27
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
土
交
通
大
臣
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
土
交
通
大

臣
は
、
当
該
事
項
が
道
路
運
送
法
第
七
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
七
十
九
条
の
登
録
を
拒
否
し
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
場
合
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
同
意
を
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
の
三
十
六
第
十
八
項
中
「
第
四
項
第
九
号
」
を
「
第
五
項
第
十
三
号
」
に
、
「
第
十
七
条
の
四
十
一
第
四
項
」
を

「
第
十
七
条
の
四
十
八
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
五
項
と
し
、
同
条
第
十
七
項
中
「
第
十
五
項
」
を
「
第
二
十

二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
四
項
と
し
、
同
条
第
十
六
項
を
同
条
第
二
十
三
項
と
し
、
同
条
第
十
五
項
中
「
第
四
項

第
八
号
」
を
「
第
五
項
第
十
二
号
」
に
、
「
第
十
七
条
の
四
十
一
第
三
項
」
を
「
第
十
七
条
の
四
十
八
第
三
項
」
に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
二
十
二
項
と
し
、
同
条
第
十
四
項
中
「
第
四
項
第
七
号
」
を
「
第
五
項
第
十
一
号
」
に
、
「
第
十
七
条
の
四
十
一

第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
の
四
十
八
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
一
項
と
し
、
同
条
第
十
三
項
中
「
第
十
項
」
を

「
第
十
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
項
と
し
、
同
条
第
十
二
項
中
「
第
十
項
」
を
「
第
十
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
十
九
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
中
「
第
四
項
第
六
号
ハ
」
を
「
第
五
項
第
十
号
ハ
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
八
項

と
し
、
同
条
第
十
項
中
「
第
四
項
第
六
号
」
を
「
第
五
項
第
十
号
」
に
、
「
第
十
七
条
の
四
十
一
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
の

四
十
八
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
七
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中
「
第
四
項
第
四
号
」
を
「
第
五
項
第
四
号
」
に
改

 

め
、
同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

　

認
定
市
町
村
は
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
第
五
項
第
五
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る

13
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と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
案
を
、
当
該
公
告

 
の
日
か
ら
二
週
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
利
害
関
係
人
は
、
同
項
の
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
縦
覧
に
供
さ
れ

14

 

た
事
項
の
案
に
つ
い
て
、
認
定
市
町
村
に
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

認
定
市
町
村
は
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
第
五
項
第
七
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
よ
う

15
と
す
る
と
き
（
当
該
事
項
に
係
る
実
施
主
体
が
認
定
市
町
村
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

 

れ
、
当
該
事
項
に
係
る
実
施
主
体
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

認
定
市
町
村
は
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
第
五
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当

16

 

該
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
都
市
公
園
の
公
園
管
理
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条
の
三
十
六
第
八
項
中
「
第
四
項
第
四
号
」
を
「
第
五
項
第
四
号
」
に
改
め
、
「
、
あ
ら
か
じ
め
」
を
削
り
、
同
項

を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
七
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
第
四
項
第
四
号
」
を
「
第
五
項
第
四
号
」
に

改
め
、
「
、
あ
ら
か
じ
め
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
二

 

項
を
加
え
る
。
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７　

認
定
市
町
村
は
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
第
五
項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

当
該
事
項
に
つ
い
て
、
利
害
関
係
を
有
す
る
者
の
出
頭
を
求
め
て
公
開
に
よ
り
意
見
を
聴
取
し
、
か
つ
、
建
築
審
査
会
（
建

 

築
基
準
法
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
審
査
会
を
い
う
。
）
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８　

認
定
市
町
村
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
取
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
五
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
意

 

見
の
聴
取
の
期
日
及
び
場
所
を
期
日
の
三
日
前
ま
で
に
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
一
号
中
「
地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
認
定
市
町
村
が
行
う
住
宅
団
地
再
生
建
築
物

整
備
事
業
」
を
「
住
居
専
用
地
域
建
築
物
整
備
促
進
事
業
（
地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
内
の
住
居
専
用
地
域
」
に
改
め
、
「
第

二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
」
の
下
に
「
を
い
う
。
ハ
及
び
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
、
「
促
進
す
る
事
業
」
の
下
に
「
で

あ
っ
て
、
認
定
市
町
村
が
行
う
も
の
」
を
加
え
、
「
次
条
」
を
「
第
十
七
条
の
四
十
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
イ
及
び
ロ
中

「
当
該
事
業
」
を
「
当
該
住
居
専
用
地
域
建
築
物
整
備
促
進
事
業
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
当
該
事
業
」
を
「
当
該
住
居
専
用

地
域
建
築
物
整
備
促
進
事
業
」
に
、
「
区
域
内
の
用
途
地
域
（
建
築
基
準
法
第
四
十
八
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
用
途
地
域
を

 

い
う
。
）
の
指
定
」
を
「
区
域
に
お
い
て
指
定
さ
れ
た
住
居
専
用
地
域
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

 

ニ　

当
該
住
居
専
用
地
域
建
築
物
整
備
促
進
事
業
に
係
る
建
築
物
の
整
備
を
促
進
す
る
理
由
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ホ　

当
該
住
居
専
用
地
域
建
築
物
整
備
促
進
事
業
に
係
る
建
築
物
に
つ
い
て
講
ず
る
措
置
で
あ
っ
て
、
イ
に
掲
げ
る
区
域

に
お
い
て
指
定
さ
れ
た
住
居
専
用
地
域
の
目
的
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
も
の
の
内
容
が
定
ま
っ
て
い
る
場
合
に

 
あ
っ
て
は
、
当
該
措
置
に
関
す
る
事
項

第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
二
号
中
「
地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
認
定
市
町
村
が
行
う
特
別
用
途
地
区
住
宅
団

地
再
生
建
築
物
整
備
事
業
」
を
「
特
別
用
途
地
区
建
築
物
整
備
促
進
事
業
」
に
改
め
、
「
よ
り
、
」
の
下
に
「
地
域
住
宅
団
地

再
生
区
域
内
の
」
を
、
「
促
進
す
る
事
業
」
の
下
に
「
で
あ
っ
て
、
認
定
市
町
村
が
行
う
も
の
」
を
加
え
、
同
号
イ
か
ら
ハ
ま

で
の
規
定
中
「
当
該
事
業
」
を
「
当
該
特
別
用
途
地
区
建
築
物
整
備
促
進
事
業
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
地
域
住
宅
団
地

再
生
区
域
に
お
い
て
認
定
市
町
村
が
行
う
地
区
計
画
等
住
宅
団
地
再
生
建
築
物
整
備
事
業
」
を
「
地
区
計
画
等
建
築
物
整
備
促

進
事
業
」
に
改
め
、
「
よ
り
、
」
の
下
に
「
地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
内
の
」
を
、
「
促
進
す
る
事
業
」
の
下
に
「
で
あ
っ

て
、
認
定
市
町
村
が
行
う
も
の
」
を
加
え
、
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
中
「
当
該
事
業
」
を
「
当
該
地
区
計
画
等
建
築
物
整

備
促
進
事
業
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
認
定
市
町
村
が
行
う
都
市
計
画
住
宅
団
地
再

生
建
築
物
等
整
備
事
業
」
を
「
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
促
進
事
業
」
に
改
め
、
「
よ
り
」
の
下
に
「
、
地
域
住
宅
団
地
再
生

区
域
内
に
お
い
て
」
を
、
「
促
進
す
る
事
業
」
の
下
に
「
で
あ
っ
て
、
認
定
市
町
村
が
行
う
も
の
」
を
加
え
、
「
第
十
七
条
の
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三
十
九
」
を
「
第
十
七
条
の
四
十
二
」
に
改
め
、
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
中
「
当
該
事
業
」
を
「
当
該
都
市
計
画
建
築
物

等
整
備
促
進
事
業
」
に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
中
「
地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
」
を
削
り
、
「
住
宅
団
地

再
生
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
（
」
の
下
に
「
地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
、
」
を
加
え
、
「
第
十
七
条
の
四
十
七
第
三

項
第
三
号
」
を
「
第
十
七
条
の
五
十
五
第
三
項
第
三
号
」
に
、
「
第
十
七
条
の
四
十
七
第
三
項
第
四
号
」
を
「
第
十
七
条
の
五

十
五
第
三
項
第
四
号
」
に
、
「
第
十
七
条
の
四
十
七
第
三
項
第
五
号
」
を
「
第
十
七
条
の
五
十
五
第
三
項
第
五
号
」
に
改
め
、

同
号
イ
及
び
ロ
中
「
当
該
事
業
」
を
「
当
該
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
七
号
と

し
、
同
項
第
十
一
号
中
「
地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
」
を
削
り
、
「
第
十
七
条
の
四
十
四
第
三
項
第
三

号
」
を
「
第
十
七
条
の
五
十
一
第
三
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
号
イ
及
び
ロ
中
「
当
該
事
業
」
を
「
当
該
住
宅
団
地
再
生
道
路

 

運
送
利
便
増
進
事
業
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
五
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六　

住
宅
団
地
再
生
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
（
地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
認
定
市
町
村
又
は
地
域
再
生
推
進
法

人
が
行
う
住
民
の
日
常
生
活
に
必
要
な
交
通
手
段
の
確
保
を
図
る
た
め
の
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
で
あ
っ
て
、
そ
の
路
線

 

又
は
運
送
の
区
域
が
当
該
地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
内
に
存
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ　

当
該
住
宅
団
地
再
生
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
実
施
主
体
が
地
域
再
生
推
進
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
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名
称
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

ロ　

路
線
又
は
運
送
の
区
域
、
事
務
所
の
名
称
及
び
位
置
、
事
務
所
ご
と
に
配
置
す
る
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
用
に
供

す
る
自
家
用
自
動
車
（
ニ
に
お
い
て
「
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
自
動
車
」
と
い
う
。
）
の
数
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令

 

で
定
め
る
事
項

 

ハ　

運
送
し
よ
う
と
す
る
旅
客
の
範
囲

ニ　

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
自
動
車
の
運
行
管
理
の
体
制
の
整
備
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
道
路

運
送
法
第
九
条
第
七
項
第
三
号
に
規
定
す
る
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
の
協
力
を
得
て
運
送
を
行
お
う
と
す
る
場

 

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
十
号
中
「
第
一
号
事
業
に
」
を
「
第
一
号
介
護
事
業
に
」
に
改
め
、
同
号
イ
及
び
ロ
中
「
当

該
事
業
」
を
「
当
該
第
一
号
介
護
事
業
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
一
号
事
業
」
を
「
第
一
号
介
護
事
業
」
に
改
め
、
同
号
を

同
項
第
十
四
号
と
し
、
同
項
第
九
号
イ
及
び
ロ
中
「
当
該
事
業
」
を
「
当
該
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
に
改

め
、
同
号
を
同
項
第
十
三
号
と
し
、
同
項
第
八
号
イ
及
び
ロ
中
「
当
該
事
業
」
を
「
当
該
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
に
改

め
、
同
号
を
同
項
第
十
二
号
と
し
、
同
項
第
七
号
イ
及
び
ロ
中
「
当
該
事
業
」
を
「
当
該
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
に
改
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め
、
同
号
を
同
項
第
十
一
号
と
し
、
同
項
第
六
号
イ
及
び
ロ
中
「
当
該
事
業
」
を
「
当
該
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
に
改
め
、
同

 

号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
項
第
五
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

五　

特
定
区
域
住
宅
用
途
変
更
特
定
建
築
物
整
備
促
進
事
業
（
診
療
所
、
介
護
施
設
、
日
用
品
販
売
店
、
老
人
福
祉
セ
ン

タ
ー
そ
の
他
の
地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
の
住
民
の
日
常
生
活
に
必
要
な
施
設
で
あ
っ
て
、
当
該
施
設
が
不
足
す
る
こ
と

に
よ
り
当
該
住
民
の
日
常
生
活
に
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
（
第
七
号
に
お
い
て
「
特
定
施
設
」
と
い
う
。
）

の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
七
条
の
四
十
五
に
お
い
て
「
特
定
建
築
物
」
と
い
う
。
）
の
整
備
が

必
要
と
さ
れ
る
地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
内
の
区
域
（
以
下
「
特
定
区
域
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
住
宅
で
あ
る
建
築

物
の
用
途
を
住
宅
団
地
再
生
を
図
る
た
め
に
必
要
な
用
途
に
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
建
築
物
を
特
定
建
築
物
と
す
る

こ
と
（
当
該
変
更
に
よ
り
当
該
特
定
建
築
物
が
建
築
基
準
法
第
五
十
二
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
適
合

し
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
限
る
。
）
を
促
進
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
認
定
市
町
村
が
行
う
も
の
を
い
う
。
）
に
関
す
る

 

次
に
掲
げ
る
事
項

 

イ　

当
該
特
定
区
域
の
区
域　

 

ロ　

当
該
特
定
区
域
住
宅
用
途
変
更
特
定
建
築
物
整
備
促
進
事
業
の
内
容
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ハ　

当
該
特
定
区
域
住
宅
用
途
変
更
特
定
建
築
物
整
備
促
進
事
業
に
係
る
特
定
建
築
物
の
整
備
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針

 
ニ　

当
該
特
定
区
域
住
宅
用
途
変
更
特
定
建
築
物
整
備
促
進
事
業
に
係
る
特
定
建
築
物
の
整
備
を
促
進
す
る
理
由

六　

特
定
区
域
学
校
用
途
変
更
特
定
建
築
物
整
備
促
進
事
業
（
特
定
区
域
に
お
い
て
、
学
校
で
あ
る
建
築
物
の
用
途
を
住
宅

団
地
再
生
を
図
る
た
め
に
必
要
な
用
途
に
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
建
築
物
を
特
定
建
築
物
と
す
る
こ
と
（
当
該
変
更

に
よ
り
当
該
特
定
建
築
物
が
建
築
基
準
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
限
る
。
）
を

 

促
進
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
認
定
市
町
村
が
行
う
も
の
を
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

 

イ　

当
該
特
定
区
域
の
区
域　

 

ロ　

当
該
特
定
区
域
学
校
用
途
変
更
特
定
建
築
物
整
備
促
進
事
業
の
内
容

 

ハ　

当
該
特
定
区
域
学
校
用
途
変
更
特
定
建
築
物
整
備
促
進
事
業
に
係
る
特
定
建
築
物
の
整
備
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針

 

ニ　

当
該
特
定
区
域
学
校
用
途
変
更
特
定
建
築
物
整
備
促
進
事
業
に
係
る
特
定
建
築
物
の
整
備
を
促
進
す
る
理
由

七　

特
定
区
域
学
校
用
途
変
更
特
定
施
設
運
営
事
業
（
特
定
区
域
に
お
い
て
、
特
定
建
築
物
（
学
校
で
あ
る
建
築
物
の
用
途

を
住
宅
団
地
再
生
を
図
る
た
め
に
必
要
な
用
途
に
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
認
定
市
町

村
に
お
け
る
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
普
通
財
産
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
第
十
七
条
の
四
十
五
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に
お
い
て
同
じ
。
）
に
設
け
ら
れ
た
特
定
施
設
を
運
営
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
地
域
再
生
推
進
法
人
（
営
利
を
目
的
と
し

な
い
法
人
に
限
る
。
第
十
六
号
及
び
第
十
七
条
の
四
十
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
う
も
の
を
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に

 

掲
げ
る
事
項

 

イ　

当
該
地
域
再
生
推
進
法
人
の
名
称
、
住
所
及
び
事
務
所
の
所
在
地

 

ロ　

当
該
特
定
区
域
の
区
域　
 

ハ　

当
該
特
定
施
設
の
種
類
及
び
運
営
の
方
法

 

ニ　

時
価
よ
り
も
低
い
対
価
で
貸
付
け
を
受
け
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
特
定
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
の
使
用
の
条
件

 

ホ　

当
該
特
定
区
域
学
校
用
途
変
更
特
定
施
設
運
営
事
業
の
実
施
期
間

八　

特
定
区
域
都
市
公
園
活
用
生
活
利
便
確
保
事
業
（
特
定
区
域
内
の
都
市
公
園
に
お
い
て
、
日
用
品
に
係
る
露
店
、
商
品

置
場
そ
の
他
の
住
宅
団
地
再
生
を
図
る
た
め
に
必
要
な
施
設
を
設
置
し
、
及
び
管
理
す
る
事
業
を
い
う
。
）
に
関
す
る
次

 

に
掲
げ
る
事
項

 

イ　

当
該
特
定
区
域
都
市
公
園
活
用
生
活
利
便
確
保
事
業
の
実
施
主
体

 

ロ　

当
該
特
定
区
域
の
区
域
並
び
に
当
該
都
市
公
園
の
名
称
及
び
所
在
地
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ハ　

当
該
施
設
の
種
類
及
び
構
造

 
ニ　

当
該
都
市
公
園
に
お
け
る
当
該
施
設
の
設
置
場
所

 

ホ　

当
該
施
設
の
管
理
の
方
法

 

ヘ　

当
該
都
市
公
園
に
当
該
施
設
を
設
置
す
る
理
由

第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
そ
の
他
の
当
該
区
域
」
を
「
、
集
会
施
設
そ

の
他
の
当
該
地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
公
共
交
通
機
関
の
利
用
者
の
利
便
の
増
進
」
を
「
住
民

 

の
交
通
手
段
の
確
保
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
へ
の
移
住
を
希
望
す
る
者
へ
の
情
報
の
提
供
、
便
宜
の
供
与
そ
の
他
の
当
該
移
住
を
希
望
す

 

る
者
の
来
訪
及
び
滞
在
を
促
進
す
る
た
め
に
認
定
市
町
村
が
講
ず
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項

 

第
十
七
条
の
三
十
六
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

協
議
会
は
、
第
一
項
の
協
議
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
構
成
員
以
外
の
者
で
あ
っ
て
、
当
該
地

域
住
宅
団
地
再
生
区
域
の
当
初
の
整
備
を
し
た
も
の
に
対
し
、
資
料
の
提
供
、
意
見
の
表
明
、
説
明
そ
の
他
の
必
要
な
協
力

 

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
者
は
、
そ
の
求
め
に
応
じ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
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第
五
章
第
十
六
節
中
第
十
七
条
の
六
十
二
を
第
十
七
条
の
七
十
と
し
、
第
十
七
条
の
六
十
一
を
第
十
七
条
の
六
十
九
と
し
、

 

第
十
七
条
の
六
十
を
第
十
七
条
の
六
十
八
と
す
る
。

第
十
七
条
の
五
十
九
第
二
項
中
「
第
十
七
条
の
五
十
九
第
一
項
各
号
」
を
「
第
十
七
条
の
六
十
七
第
一
項
各
号
」
に
、
「
第

十
七
条
の
五
十
九
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
の
六
十
七
第
二
項
」
に
改
め
、
第
五
章
第
十
五
節
中
同
条
を
第
十
七
条
の
六
十
七

 

と
す
る
。

第
十
七
条
の
五
十
八
中
「
第
十
七
条
の
五
十
六
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
の
六
十
四
第
一
項
」
に
改
め
、
第
五
章
第
十
四
節

中
同
条
を
第
十
七
条
の
六
十
六
と
し
、
第
十
七
条
の
五
十
七
を
第
十
七
条
の
六
十
五
と
し
、
第
十
七
条
の
五
十
六
を
第
十
七
条

の
六
十
四
と
し
、
第
五
章
第
十
三
節
中
第
十
七
条
の
五
十
五
を
第
十
七
条
の
六
十
三
と
し
、
第
十
七
条
の
五
十
四
を
第
十
七
条

 

の
六
十
二
と
し
、
第
五
章
第
十
二
節
中
第
十
七
条
の
五
十
三
を
第
十
七
条
の
六
十
一
と
す
る
。

第
十
七
条
の
五
十
二
中
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
三
項
第
二
号
」
を
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同

 

条
を
第
十
七
条
の
六
十
と
し
、
第
十
七
条
の
五
十
一
を
第
十
七
条
の
五
十
九
と
す
る
。

第
十
七
条
の
五
十
中
「
第
十
七
条
の
四
十
七
第
三
項
」
を
「
第
十
七
条
の
五
十
五
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
の

 

五
十
八
と
す
る
。
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第
十
七
条
の
四
十
九
第
一
項
中
「
第
十
七
条
の
四
十
七
第
三
項
」
を
「
第
十
七
条
の
五
十
五
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第

 

十
七
条
の
五
十
七
と
す
る
。

第
十
七
条
の
四
十
八
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
第
十
七
条
の
五
十
六
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
貨
物

 

利
用
運
送
事
業
法
の
特
例
）
」
を
付
し
、
第
十
七
条
の
四
十
七
を
第
十
七
条
の
五
十
五
と
す
る
。

第
十
七
条
の
四
十
六
第
一
項
中
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
十
二
号
」
を
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
十
七
号
」

 

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
あ
ら
か
じ
め
」
を
削
り
、
同
条
を
第
十
七
条
の
五
十
四
と
す
る
。

第
十
七
条
の
四
十
五
の
見
出
し
中
「
道
路
運
送
法
」
を
「
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
等
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十

 

七
条
の
五
十
二
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

 

（
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
登
録
等
の
特
例
）

第
十
七
条
の
五
十
三　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画

が
同
条
第
二
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
公
表
の
日
に
お
い
て
、
当
該
事
項
に
係
る
実
施
主
体
は
、

道
路
運
送
法
第
七
十
九
条
の
登
録
若
し
く
は
同
法
第
七
十
九
条
の
七
第
一
項
の
変
更
登
録
を
受
け
、
又
は
同
条
第
三
項
の
規

 

定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。
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第
十
七
条
の
四
十
四
第
八
項
中
「
第
十
七
条
の
五
十
一
」
を
「
第
十
七
条
の
五
十
九
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
の
五
十

 

一
と
す
る
。

第
十
七
条
の
四
十
三
第
一
項
中
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
十
一
号
」
を
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
十
五
号
」

 

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
あ
ら
か
じ
め
」
を
削
り
、
同
条
を
第
十
七
条
の
五
十
と
す
る
。

第
十
七
条
の
四
十
二
中
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
十
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
及
び
第
十
五
項
か
ら
第
十
七
項
ま
で
」
を
「
第

十
七
条
の
三
十
六
第
十
七
項
か
ら
第
二
十
項
ま
で
及
び
第
二
十
二
項
か
ら
第
二
十
四
項
ま
で
」
に
、
「
同
条
第
十
項
」
を
「
同

条
第
十
七
項
」
に
、
「
第
十
七
条
の
四
十
一
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
の
四
十
八
第
一
項
」
に
、
「
同
条
第
十
一
項
」
を
「
同

条
第
十
八
項
」
に
、
「
第
四
項
第
六
号
ハ
」
を
「
第
五
項
第
十
号
ハ
」
に
、
「
第
四
項
第
六
号
に
」
を
「
第
五
項
第
十
号
に
」

に
、
「
同
条
第
十
二
項
」
を
「
同
条
第
十
九
項
」
に
、
「
同
条
第
十
三
項
」
を
「
同
条
第
二
十
項
」
に
、
「
同
条
第
十
五
項
」

を
「
同
条
第
二
十
二
項
」
に
、
「
同
条
第
十
六
項
」
を
「
同
条
第
二
十
三
項
」
に
、
「
同
条
第
十
七
項
」
を
「
同
条
第
二
十
四

 

項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
の
四
十
九
と
す
る
。

第
十
七
条
の
四
十
一
第
一
項
中
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
六
号
」
を
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
十
号
」
に
、

「
同
条
第
二
十
一
項
」
を
「
同
条
第
二
十
九
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
七
号
」
を
「
第
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十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
十
一
号
」
に
、
「
同
条
第
二
十
一
項
」
を
「
同
条
第
二
十
九
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第

十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
八
号
」
を
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
十
二
号
」
に
、
「
同
条
第
二
十
一
項
」
を
「
同
条
第

二
十
九
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
九
号
」
を
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
十
三

号
」
に
、
「
同
条
第
二
十
一
項
」
を
「
同
条
第
二
十
九
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
十

号
」
を
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
十
四
号
」
に
、
「
同
条
第
二
十
一
項
」
を
「
同
条
第
二
十
九
項
」
に
、
「
第
一
号
事

 

業
」
を
「
第
一
号
介
護
事
業
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
の
四
十
八
と
す
る
。

第
十
七
条
の
四
十
第
一
項
中
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
五
号
」
を
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
九
号
」
に
、

 

「
同
条
第
二
十
一
項
」
を
「
同
条
第
二
十
九
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
の
四
十
七
と
す
る
。

第
十
七
条
の
三
十
九
中
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
四
号
」
を
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
四
号
」
に
、
「
同
条

第
二
十
一
項
」
を
「
同
条
第
二
十
九
項
」
に
、
「
都
市
計
画
住
宅
団
地
再
生
建
築
物
等
整
備
事
業
」
を
「
都
市
計
画
建
築
物
等

 

整
備
促
進
事
業
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
の
四
十
二
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

 

（
建
築
物
の
容
積
率
の
算
定
に
係
る
認
定
の
特
例
）

第
十
七
条
の
四
十
三　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が
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同
条
第
二
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
公
表
の
日
以
後
は
、
当
該
事
項
に
係
る
特
定
区
域
内
の
建
築

物
に
対
す
る
建
築
基
準
法
第
五
十
二
条
第
六
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
三
号
中
「
住
宅
又
は
」
と
あ
る
の
は

「
住
宅
若
し
く
は
」
と
、
「
認
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
認
め
る
も
の
又
は
前
号
に
掲
げ
る
部
分
そ
の
他
建
築
物
の
容
積

率
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
延
べ
面
積
に
そ
の
床
面
積
を
算
入
し
な
い
部
分
を
有
す
る
住
宅
で
あ
る
建
築
物
の
用
途
を
変
更
す

る
こ
と
に
よ
り
当
該
建
築
物
を
地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
三
十
六
第
二
十
九
項
（
同
条

第
三
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
住
宅
団
地
再

生
事
業
計
画
に
記
載
さ
れ
た
同
条
第
五
項
第
五
号
ハ
に
掲
げ
る
基
本
的
な
方
針
に
適
合
す
る
建
築
物
と
す
る
場
合
に
お
け
る

当
該
部
分
で
あ
つ
て
、
住
宅
団
地
再
生
を
図
る
た
め
に
や
む
を
得
ず
、
か
つ
、
交
通
上
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支

 

障
が
な
い
と
特
定
行
政
庁
が
認
め
る
も
の
」
と
す
る
。

 

（
建
築
物
の
高
さ
の
限
度
に
係
る
許
可
の
特
例
）

第
十
七
条
の
四
十
四　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が

同
条
第
二
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
公
表
の
日
以
後
は
、
当
該
事
項
に
係
る
特
定
区
域
内
の
建
築

物
に
対
す
る
建
築
基
準
法
第
五
十
五
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
中
「
許
可
し
た
も
の
」
と
あ
る
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の
は
、
「
許
可
し
た
も
の
又
は
当
該
許
可
を
受
け
た
学
校
で
あ
る
建
築
物
の
用
途
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
建
築
物
を

地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
三
十
六
第
二
十
九
項
（
同
条
第
三
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
記
載
さ
れ
た
同

条
第
五
項
第
六
号
ハ
に
掲
げ
る
基
本
的
な
方
針
に
適
合
す
る
建
築
物
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
建
築
物
で
あ
つ
て
、
住
宅

団
地
再
生
を
図
る
た
め
に
や
む
を
得
ず
、
か
つ
、
低
層
住
宅
に
係
る
良
好
な
住
居
の
環
境
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
特
定

 

行
政
庁
が
認
め
る
も
の
」
と
す
る
。

 

（
特
定
区
域
学
校
用
途
変
更
特
定
施
設
運
営
事
業
に
係
る
特
定
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
の
使
用
）

第
十
七
条
の
四
十
五　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が

同
条
第
二
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
事
項
に
係
る
地
域
再
生
推
進
法
人
は
、
当
該
事
項
に
係
る
実

施
期
間
内
に
限
り
、
当
該
事
項
に
係
る
条
件
に
基
づ
き
当
該
事
項
に
係
る
特
定
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
を
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
地
域
再
生
推
進
法
人
は
、
当
該
特
定
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
並
び
に
そ
の
周
辺
の
地

域
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
の
使
用
に
伴
い
必
要
と
な
る
清
掃
そ
の
他
の
当
該
地
域
の
環
境
の
維
持
及

 

び
向
上
を
図
る
た
め
の
措
置
を
併
せ
て
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
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（
都
市
公
園
の
占
用
の
許
可
の
特
例
）

第
十
七
条
の
四
十
六　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が

同
条
第
二
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
公
表
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
内
に
当
該
事
項
に
係
る
実

施
主
体
か
ら
当
該
事
項
に
係
る
都
市
公
園
の
占
用
に
つ
い
て
都
市
公
園
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
許
可
の
申
請
が

あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
都
市
公
園
の
公
園
管
理
者
は
、
同
法
第
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
占
用
が
当
該

事
項
に
係
る
施
設
の
外
観
及
び
構
造
、
占
用
に
係
る
工
事
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る

場
合
に
限
り
、
当
該
許
可
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
実
施
主
体
は
、
当
該
施
設
の
設
置
場
所
及

び
そ
の
周
辺
の
地
域
に
つ
い
て
、
当
該
施
設
の
設
置
に
伴
い
必
要
と
な
る
清
掃
そ
の
他
の
当
該
地
域
の
環
境
の
維
持
及
び
向

 

上
を
図
る
た
め
の
措
置
を
併
せ
て
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
の
三
十
八
中
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
二
十
一
項
」
を
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
二
十
九
項
」
に
改
め
、
同
条
第

一
号
中
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
二
号
」
を
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第

十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
三
号
」
を
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
の
四
十
一
と
す

 

る
。
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第
十
七
条
の
三
十
七
の
見
出
し
中
「
建
築
物
の
建
築
等
の
」
を
「
用
途
地
域
の
制
限
に
係
る
」
に
改
め
、
同
条
中
「
前
条
第

四
項
第
一
号
」
を
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
一
号
」
に
、
「
同
条
第
二
十
一
項
（
同
条
第
二
十
二
項
」
を
「
同
条
第
二

十
九
項
（
同
条
第
三
十
項
」
に
、
「
住
宅
団
地
再
生
建
築
物
整
備
事
業
」
を
「
住
居
専
用
地
域
建
築
物
整
備
促
進
事
業
」
に
、

「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
二
十
一
項
（
同
条
第
二
十
二
項
」
を
「
第
十
七
条
の
三
十
六
第
二
十
九
項
（
同
条
第
三
十
項
」
に
、

「
定
め
ら
れ
た
同
条
第
四
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
」
を
「
記
載
さ
れ
た
同
条
第
五
項
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
条

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
事
項

 

が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
き
に
つ
い
て
は
、
建
築
基
準
法
第
四
十
八
条
第
十
五
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

 

第
十
七
条
の
三
十
七
を
第
十
七
条
の
四
十
と
し
、
第
十
七
条
の
三
十
六
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

 

（
地
域
再
生
推
進
法
人
に
よ
る
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の
作
成
等
の
提
案
）

第
十
七
条
の
三
十
七　

地
域
再
生
推
進
法
人
は
、
認
定
市
町
村
に
対
し
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
業
務

（
認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
た
め
に
必
要
な
地

域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の
作
成
又
は
変
更
を
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
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提
案
に
係
る
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の
素
案
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
提
案
（
次
条
及
び
第
十
七
条
の
三
十
九
に
お
い
て
「
提
案
」
と
い
う
。
）
に
係
る
地
域
住
宅
団
地
再

 

生
事
業
計
画
の
素
案
の
内
容
は
、
認
定
地
域
再
生
計
画
に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
提
案
に
対
す
る
認
定
市
町
村
の
判
断
等
）

第
十
七
条
の
三
十
八　

認
定
市
町
村
は
、
提
案
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
提
案
を
踏
ま
え
た
地
域
住
宅
団
地
再

生
事
業
計
画
（
提
案
に
係
る
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の
素
案
の
内
容
の
全
部
又
は
一
部
を
実
現
す
る
こ
と
と
な
る
地

域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
作
成
又
は
変
更
を
す
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断

し
、
当
該
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の
作
成
又
は
変
更
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
案
を
作
成
し
な

 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
提
案
を
踏
ま
え
た
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の
作
成
等
を
し
な
い
場
合
に
と
る
べ
き
措
置
）

第
十
七
条
の
三
十
九　

認
定
市
町
村
は
、
提
案
を
踏
ま
え
た
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の
作
成
又
は
変
更
を
す
る
必
要
が

な
い
と
判
断
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
、
当
該
提
案
を
し
た
地
域
再
生
推
進
法
人
に
通
知
し
な

 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
三
十
八
条
中
「
者
は
」
を
「
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
中
「
者
は
」
を
「
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
従
事
し
た
者
」
を

 

「
従
事
し
た
と
き
。
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
中
「
第
十
七
条
の
五
十
一
」
を
「
第
十
七
条
の
五
十
九
」
に
、
「
者
は
」
を
「
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た

 

者
は
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
中
「
者
は
」
を
「
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
改
め
、
同
条
各
号
中
「
者
」
を
「
と
き
。
」

 

に
改
め
る
。

 

別
表
中
「
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
九
号
）
」
を
削
る
。

 

附　

則

 

（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
目
次
の
改
正
規
定
（
「
の
交
付
等
（
第
十
三
条
）
」
を
「
（
第
十
三
条
・
第
十
三
条
の
二
）
」
に
、
「
第
十
三
条

の
二
」
を
「
第
十
三
条
の
三
」
に
、
「
地
方
債
」
を
「
特
定
地
域
再
生
事
業
に
係
る
地
方
債
」
に
改
め
る
部
分
に
限
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る
。
）
、
第
五
条
第
四
項
第
二
号
の
改
正
規
定
、
同
項
第
五
号
の
改
正
規
定
、
第
五
章
第
一
節
の
節
名
の
改
正
規
定
、
第
十

三
条
の
改
正
規
定
、
同
章
第
二
節
中
第
十
三
条
の
二
を
第
十
三
条
の
三
と
す
る
改
正
規
定
、
同
章
第
一
節
中
第
十
三
条
の
次

に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
章
第
五
節
の
節
名
の
改
正
規
定
、
第
十
七
条
の
改
正
規
定
、
第
十
七
条
の
二
第
三
項
第
二

 

号
の
改
正
規
定
及
び
第
十
七
条
の
六
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
政
令
へ
の
委
任
）

 

第
二
条　

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

 

（
検
討
）

第
三
条　

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
以
内
に
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
地
域
再
生
法
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て

 

検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

 

（
登
録
免
許
税
法
の
一
部
改
正
）

 

第
四
条　

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

第
三
十
四
条
の
五
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

 

（
公
表
が
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
の
登
録
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
取
扱
い
）
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第
三
十
四
条
の
六　

地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
三
十
六
第
一
項
（
地
域
住
宅
団
地
再
生

事
業
計
画
の
作
成
）
に
規
定
す
る
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の
同
条
第
二
十
九
項
（
同
条
第
三
十
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
表
が
別
表
第
一
第
百
二
十
五
号
の
三
の
規
定
に
よ
り
道
路
運
送
法
第
七
十
九
条

（
登
録
）
の
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
の
登
録
又
は
同
法
第
七
十
九
条
の
七
第
一
項
（
変
更
登
録
等
）
の
変
更
登
録
と
み

な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
三
十
六
第
十
五
項
の
同
意
を
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
域
住
宅

団
地
再
生
事
業
計
画
に
係
る
同
条
第
二
十
七
項
の
同
意
を
得
る
た
め
の
申
出
を
同
条
第
十
五
項
の
同
意
を
し
た
者
の
当
該

 

登
録
又
は
変
更
登
録
に
係
る
申
請
と
み
な
し
て
、
前
章
及
び
こ
の
章
の
規
定
を
適
用
す
る
。

別
表
第
一
中
「
第
三
十
四
条
の
五
」
を
「
第
三
十
四
条
の
六
」
に
改
め
、
同
表
第
百
二
十
五
号
中
「
（
平
成
十
七
年
法
律

第
二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
四
十
五
（
道
路
運
送
法
」
を
「
第
十
七
条
の
五
十
二
（
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可

等
」
に
、
「
第
十
七
条
の
四
十
四
第
三
項
」
を
「
第
十
七
条
の
五
十
一
第
三
項
」
に
、
「
第
十
七
条
の
四
十
五
又
は
」
を

「
第
十
七
条
の
五
十
二
又
は
」
に
、
「
第
十
七
条
の
五
十
」
を
「
第
十
七
条
の
五
十
八
」
に
、
「
第
十
七
条
の
四
十
七
第
三

項
」
を
「
第
十
七
条
の
五
十
五
第
三
項
」
に
改
め
、
同
表
第
百
二
十
五
号
の
三
中
「
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に

関
す
る
法
律
」
を
「
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
五
十
三
（
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
登
録
等
の
特
例
）
の
規
定
に
よ
り
自
家
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用
有
償
旅
客
運
送
者
の
登
録
若
し
く
は
変
更
登
録
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
法
第
十
七
条
の
三
十
六

第
二
十
九
項
（
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の
作
成
）
（
同
条
第
三
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の
公
表
又
は
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
「
又

は
第
二
十
九
条
の
七
第
一
項
（
道
路
運
送
法
の
特
例
）
」
を
削
り
、
「
の
登
録
又
は
」
を
「
の
登
録
若
し
く
は
」
に
、
「
又

は
同
法
」
を
「
若
し
く
は
同
法
第
二
十
九
条
の
七
第
一
項
（
道
路
運
送
法
の
特
例
）
の
規
定
に
よ
り
自
家
用
有
償
旅
客
運
送

者
の
登
録
若
し
く
は
変
更
登
録
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
法
」
に
、
「
当
該
登
録
」
を
「
自
家
用
有

償
旅
客
運
送
者
の
登
録
」
に
改
め
、
同
表
第
百
三
十
九
号
中
「
第
十
七
条
の
四
十
八
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
の
五
十
六
第

一
項
」
に
、
「
第
十
七
条
の
四
十
七
第
三
項
」
を
「
第
十
七
条
の
五
十
五
第
三
項
」
に
、
「
第
十
七
条
の
四
十
九
第
一
項
」

 

を
「
第
十
七
条
の
五
十
七
第
一
項
」
に
改
め
る
。

 

（
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
の
一
部
改
正
）

 

第
五
条　

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
二
項
第
五
号
中
「
第
十
七
条
の
五
十
二
」
を
「
第
十
七
条
の
六
十
」
に
改
め
る
。
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理　

由

地
域
の
活
力
の
再
生
を
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
つ
い
て
、
記
載
事
項
の

見
直
し
及
び
こ
れ
に
伴
う
関
係
法
律
の
規
定
に
よ
る
許
可
等
の
特
例
の
拡
充
、
地
域
再
生
推
進
法
人
に
よ
る
提
案
制
度
の
創
設

等
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
交
付
金
を
充
て
て
行
う
事
業
に
係
る
施
設
の
整
備
に
関
す
る
助

成
に
つ
い
て
の
地
方
債
の
特
例
の
創
設
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ

 

る
。

 



 

地
域
再
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案　

新
旧
対
照
条
文　

目
次 

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

 

○　

地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
（
抄
）
（
本
則
関
係
）

1

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

 

○　

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
四
条
関
係
）

50

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

 

○　

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
五
条
関
係
）

60
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○　

地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
（
抄
）
（
本
則
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

目
次 

目
次 

第
一
章
～
第
四
章　

（
略
） 

第
一
章
～
第
四
章　

（
略
） 

第
五
章　

認
定
地
域
再
生
計
画
に
基
づ
く
事
業
に
対
す
る
特
別
の
措
置 

第
五
章　

認
定
地
域
再
生
計
画
に
基
づ
く
事
業
に
対
す
る
特
別
の
措
置 

第
一
節　

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
交
付
金
（
第
十
三
条
・
第
十
三
条

第
一
節　

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
交
付
金
の
交
付
等
（
第
十
三
条
） 

の
二
）

第
二
節　

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
寄
附
活
用
事
業
に
係
る
課
税
の
特

第
二
節　

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
寄
附
活
用
事
業
に
係
る
課
税
の
特

例
（
第
十
三
条
の
三
） 

例
（
第
十
三
条
の
二
） 

第
三
節
・
第
四
節　

（
略
） 

第
三
節
・
第
四
節　

（
略
） 

第
五
節　

特
定
地
域
再
生
事
業
に
係
る
地
方
債
の
特
例
（
第
十
七
条
） 

第
五
節　

地
方
債
の
特
例
（
第
十
七
条
） 

第
六
節
～
第
十
一
節　

（
略
） 

第
六
節
～
第
十
一
節　

（
略
） 

第
十
二
節　

地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の
作
成
等
（
第
十
七
条
の
三

第
十
二
節　

地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の
作
成
等
（
第
十
七
条
の
三

十
六
―
第
十
七
条
の
六
十
一
） 

十
六
―
第
十
七
条
の
五
十
三
） 

第
十
三
節　

既
存
住
宅
活
用
農
村
地
域
等
移
住
促
進
事
業
計
画
の
作
成
等

第
十
三
節　

既
存
住
宅
活
用
農
村
地
域
等
移
住
促
進
事
業
計
画
の
作
成
等

（
第
十
七
条
の
六
十
二
・
第
十
七
条
の
六
十
三
） 

（
第
十
七
条
の
五
十
四
・
第
十
七
条
の
五
十
五
） 

第
十
四
節　

地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
整
備
計
画
の
作
成
等
（
第
十
七

第
十
四
節　

地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
整
備
計
画
の
作
成
等
（
第
十
七

条
の
六
十
四
―
第
十
七
条
の
六
十
六
） 

条
の
五
十
六
―
第
十
七
条
の
五
十
八
） 

第
十
五
節　

株
式
会
社
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
機
構
の
業
務
の
特
例

第
十
五
節　

株
式
会
社
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
機
構
の
業
務
の
特
例

（
第
十
七
条
の
六
十
七
） 
（
第
十
七
条
の
五
十
九
） 
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第
十
六
節　

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
等
の
認
定
等
の
手
続
の
特
例
（
第

第
十
六
節　

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
等
の
認
定
等
の
手
続
の
特
例
（
第

十
七
条
の
六
十
八
―
第
十
七
条
の
七
十
） 

十
七
条
の
六
十
―
第
十
七
条
の
六
十
二
） 

第
十
七
節　

（
略
） 

第
十
七
節　

（
略
） 

第
六
章
～
第
九
章　

（
略
） 

第
六
章
～
第
九
章　

（
略
） 

附
則

附
則

（
地
域
再
生
計
画
の
認
定
） 

（
地
域
再
生
計
画
の
認
定
） 

第
五
条　

（
略
）

第
五
条　

（
略
）

２
・
３　

（
略
）

２
・
３　

（
略
）

４　

第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ

４　

第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

と
が
で
き
る
。 

一　

（
略
）

一　

（
略
）

二　

都
道
府
県
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
に
ま
ち
・
ひ
と
・
し

二　

都
道
府
県
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
に
ま
ち
・
ひ
と
・
し

ご
と
創
生
法
第
九
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
定
め
ら
れ
た

ご
と
創
生
法
第
九
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
定
め
ら
れ
た

事
業
又
は
市
町
村
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
に
同
法
第
十
条

事
業
又
は
市
町
村
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
に
同
法
第
十
条

第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
定
め
ら
れ
た
事
業
で
あ
っ
て
前
号

第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
定
め
ら
れ
た
事
業
で
あ
っ
て
前
号

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
地
方
公
共
団
体
（
地
方
交
付
税
法
（

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
地
方
公
共
団
体
（
地
方
交
付
税
法
（

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
普

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
普

通
交
付
税
の
交
付
を
受
け
な
い
こ
と
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該

通
交
付
税
の
交
付
を
受
け
な
い
こ
と
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該

当
す
る
都
道
府
県
及
び
市
町
村
、
地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
四
条
第
一
項

当
す
る
都
道
府
県
及
び
市
町
村
、
地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
四
条
第
一
項

の
一
部
事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
並
び
に
港
湾
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定

の
一
部
事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
並
び
に
港
湾
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
港
務
局
を
除
く
。
）
が
法
人
か
ら
の
寄
附
（
当
該
事
業
の
実
施
に

に
よ
る
港
務
局
を
除
く
。
）
が
法
人
か
ら
の
寄
附
（
当
該
事
業
の
実
施
に

必
要
な
費
用
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
内
閣
府

必
要
な
費
用
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
内
閣
府
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令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
、
そ
の
実
施
状

令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
、
そ
の
実
施
状

況
に
関
す
る
指
標
を
設
定
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
効
率
的
か
つ

況
に
関
す
る
指
標
を
設
定
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
効
率
的
か
つ

効
果
的
に
行
う
も
の
（
第
十
三
条
の
三
に
お
い
て
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご

効
果
的
に
行
う
も
の
（
第
十
三
条
の
二
に
お
い
て
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご

と
創
生
寄
附
活
用
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項

と
創
生
寄
附
活
用
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項

三
・
四　

（
略
）

三
・
四　

（
略
）

五　

次
に
掲
げ
る
地
域
に
お
い
て
、
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
そ
の
他
の
地

五　

次
に
掲
げ
る
地
域
に
お
い
て
、
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
そ
の
他
の
地

域
に
お
け
る
就
業
の
機
会
の
創
出
又
は
経
済
基
盤
の
強
化
に
資
す
る
も
の

域
に
お
け
る
就
業
の
機
会
の
創
出
又
は
経
済
基
盤
の
強
化
に
資
す
る
も
の

と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務
施
設
（
工
場
を
除
く
。
以
下
「
特
定
業

と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務
施
設
（
工
場
を
除
く
。
以
下
「
特
定
業

務
施
設
」
と
い
う
。
）
を
整
備
す
る
事
業
（
こ
れ
と
併
せ
て
行
う
事
業
で

務
施
設
」
と
い
う
。
）
を
整
備
す
る
事
業
（
以
下
「
地
方
活
力
向
上
地
域

、
特
定
業
務
施
設
の
従
業
員
の
寄
宿
舎
、
社
宅
そ
の
他
の
福
利
厚
生
施
設

等
特
定
業
務
施
設
整
備
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項 

で
あ
っ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
又
は
当
該
従
業
員
の
児
童
に
係
る
保

 

育
所
そ
の
他
の
児
童
福
祉
施
設
で
あ
っ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
（
第

 

十
七
条
の
六
に
お
い
て
「
特
定
業
務
児
童
福
祉
施
設
」
と
い
う
。
）
を
整

 

備
す
る
事
業
を
含
む
。
以
下
「
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整

 

備
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項

イ
・
ロ　

（
略
）

イ
・
ロ　

（
略
）

六
～
十　

（
略
）

六
～
十　

（
略
）

十
一　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
（
自
然
的
経
済
的
社
会
的
条
件
か
ら
み
て

十
一　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
（
自
然
的
経
済
的
社
会
的
条
件
か
ら
み
て

一
体
的
な
日
常
生
活
圏
を
構
成
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
、
住
宅
の
需
要

一
体
的
な
日
常
生
活
圏
を
構
成
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
、
住
宅
の
需
要

に
応
ず
る
た
め
一
体
的
に
開
発
さ
れ
た
相
当
数
の
住
宅
の
存
す
る
一
団
の

に
応
ず
る
た
め
一
体
的
に
開
発
さ
れ
た
相
当
数
の
住
宅
の
存
す
る
一
団
の

土
地
及
び
そ
の
周
辺
の
区
域
で
あ
っ
て
、
当
該
区
域
に
お
け
る
人
口
の
減

土
地
及
び
そ
の
周
辺
の
区
域
で
あ
っ
て
、
当
該
区
域
に
お
け
る
人
口
の
減

少
又
は
少
子
高
齢
化
の
進
展
に
対
応
し
た
都
市
機
能
の
維
持
又
は
増
進
及

少
又
は
少
子
高
齢
化
の
進
展
に
対
応
し
た
都
市
機
能
の
維
持
又
は
増
進
及

び
良
好
な
居
住
環
境
の
確
保
（
以
下
「
住
宅
団
地
再
生
」
と
い
う
。
）
を

び
良
好
な
居
住
環
境
の
確
保
（
以
下
「
住
宅
団
地
再
生
」
と
い
う
。
）
を
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図
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い

図
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い

て
、
当
該
地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
の
住
民
の
共
同
の
福
祉
又
は
利
便
の

て
、
当
該
区
域
の
住
民
の
共
同
の
福
祉
又
は
利
便
の
向
上
を
図
る
た
め
に

向
上
を
図
る
た
め
に
行
う
事
業
で
あ
っ
て
、
地
域
に
お
け
る
就
業
の
機
会

行
う
事
業
で
あ
っ
て
、
地
域
に
お
け
る
就
業
の
機
会
の
創
出
又
は
生
活
環

の
創
出
又
は
生
活
環
境
の
整
備
に
資
す
る
も
の
（
以
下
「
地
域
住
宅
団
地

境
の
整
備
に
資
す
る
も
の
（
以
下
「
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
」
と
い
う

再
生
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項

。
）
に
関
す
る
事
項

十
二　

農
村
地
域
等
移
住
促
進
区
域
（
人
口
の
減
少
に
よ
り
、
そ
の
活
力
の

十
二　

農
村
地
域
等
移
住
促
進
区
域
（
人
口
の
減
少
に
よ
り
、
そ
の
活
力
の

維
持
に
支
障
を
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
農
村

維
持
に
支
障
を
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
農
村

地
域
そ
の
他
の
農
地
（
耕
作
（
農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二

地
域
そ
の
他
の
農
地
（
耕
作
（
農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二

十
九
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
耕
作
に
該
当
す
る
も
の
と

十
九
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
耕
作
に
該
当
す
る
も
の
と

み
な
さ
れ
る
農
作
物
の
栽
培
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

み
な
さ
れ
る
農
作
物
の
栽
培
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
目
的
に
供
さ
れ
る
土
地
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
採
草
放
牧
地
（

の
目
的
に
供
さ
れ
る
土
地
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
採
草
放
牧
地
（

農
地
以
外
の
土
地
で
、
主
と
し
て
耕
作
又
は
養
畜
の
事
業
の
た
め
の
採
草

農
地
以
外
の
土
地
で
、
主
と
し
て
耕
作
又
は
養
畜
の
事
業
の
た
め
の
採
草

又
は
家
畜
の
放
牧
の
目
的
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

又
は
家
畜
の
放
牧
の
目
的
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

含
む
一
定
の
区
域
で
あ
っ
て
、
当
該
区
域
に
移
住
す
る
者
を
増
加
さ
せ
る

含
む
一
定
の
区
域
で
あ
っ
て
、
当
該
区
域
に
移
住
す
る
者
を
増
加
さ
せ
る

こ
と
に
よ
り
そ
の
活
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
区
域

こ
と
に
よ
り
そ
の
活
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
区
域

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
当
該
農
村
地
域
等
移
住
促
進
区
域

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
当
該
農
村
地
域
等
移
住
促
進
区
域

に
移
住
す
る
者
（
以
下
「
農
村
地
域
等
移
住
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て

に
移
住
す
る
者
（
以
下
「
農
村
地
域
等
移
住
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て

当
該
農
村
地
域
等
移
住
促
進
区
域
内
に
お
け
る
既
存
の
住
宅
の
取
得
又
は

当
該
農
村
地
域
等
移
住
促
進
区
域
内
に
お
け
る
既
存
の
住
宅
の
取
得
又
は

賃
借
（
第
十
七
条
の
六
十
二
第
三
項
第
二
号
及
び
第
十
七
条
の
六
十
三
に

賃
借
（
第
十
七
条
の
五
十
四
第
三
項
第
二
号
及
び
第
十
七
条
の
五
十
五
に

お
い
て
「
既
存
住
宅
の
取
得
等
」
と
い
う
。
）
及
び
農
地
又
は
採
草
放
牧

お
い
て
「
既
存
住
宅
の
取
得
等
」
と
い
う
。
）
及
び
農
地
又
は
採
草
放
牧

地
に
つ
い
て
の
同
法
第
三
条
第
一
項
本
文
に
掲
げ
る
権
利
の
取
得
を
支
援

地
に
つ
い
て
の
同
法
第
三
条
第
一
項
本
文
に
掲
げ
る
権
利
の
取
得
を
支
援

す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
農
村
地
域
等
移
住
促
進
区
域
へ
の
移
住
の
促
進
を

す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
農
村
地
域
等
移
住
促
進
区
域
へ
の
移
住
の
促
進
を

図
る
た
め
に
行
う
事
業
で
あ
っ
て
、
地
域
に
お
け
る
就
業
の
機
会
の
創
出

図
る
た
め
に
行
う
事
業
で
あ
っ
て
、
地
域
に
お
け
る
就
業
の
機
会
の
創
出
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又
は
経
済
基
盤
の
強
化
に
資
す
る
も
の
（
第
十
七
条
の
六
十
二
第
一
項
及

又
は
経
済
基
盤
の
強
化
に
資
す
る
も
の
（
第
十
七
条
の
五
十
四
第
一
項
及

び
第
三
項
に
お
い
て
「
既
存
住
宅
活
用
農
村
地
域
等
移
住
促
進
事
業
」
と

び
第
三
項
に
お
い
て
「
既
存
住
宅
活
用
農
村
地
域
等
移
住
促
進
事
業
」
と

い
う
。
）
に
関
す
る
事
項

い
う
。
）
に
関
す
る
事
項

十
三　

（
略
）

十
三　

（
略
）

十
四　

地
方
公
共
団
体
が
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
土
地
又
は
施
設
の
有
効

十
四　

地
方
公
共
団
体
が
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
土
地
又
は
施
設
の
有
効

活
用
を
図
る
事
業
で
あ
っ
て
、
民
間
の
資
金
、
経
営
能
力
及
び
技
術
的
能

活
用
を
図
る
事
業
で
あ
っ
て
、
民
間
の
資
金
、
経
営
能
力
及
び
技
術
的
能

力
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
実
施
さ
れ
る
も
の
（

力
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
実
施
さ
れ
る
も
の
（

民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法

民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
共

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
共

施
設
等
の
整
備
等
（
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
が
管
理
者
と
な
る
同
条
第

施
設
等
の
整
備
等
（
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
が
管
理
者
と
な
る
同
条
第

一
項
に
規
定
す
る
公
共
施
設
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
伴
う
も
の
に

一
項
に
規
定
す
る
公
共
施
設
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
伴
う
も
の
に

限
る
。
）
の
う
ち
、
地
域
に
お
け
る
就
業
の
機
会
の
創
出
、
経
済
基
盤
の

限
る
。
）
の
う
ち
、
地
域
に
お
け
る
就
業
の
機
会
の
創
出
、
経
済
基
盤
の

強
化
又
は
生
活
環
境
の
整
備
に
資
す
る
も
の
（
第
十
七
条
の
六
十
七
第
一

強
化
又
は
生
活
環
境
の
整
備
に
資
す
る
も
の
（
第
十
七
条
の
五
十
九
第
一

項
に
お
い
て
「
民
間
資
金
等
活
用
公
共
施
設
等
整
備
事
業
」
と
い
う
。
）

項
に
お
い
て
「
民
間
資
金
等
活
用
公
共
施
設
等
整
備
事
業
」
と
い
う
。
）

に
関
す
る
事
項

に
関
す
る
事
項

十
五　

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
二

十
五　

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
（
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構

条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
（
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構

造
改
革
特
別
区
域
計
画
（
第
十
項
及
び
第
十
七
条
の
六
十
八
に
お
い
て
「

造
改
革
特
別
区
域
計
画
（
第
十
項
及
び
第
十
七
条
の
六
十
に
お
い
て
単
に

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
」
と
い
う
。
）
が
作
成
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限

「
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
」
と
い
う
。
）
が
作
成
さ
れ
て
い
る
も
の
に

る
。
）
で
あ
っ
て
、
地
域
に
お
け
る
就
業
の
機
会
の
創
出
、
経
済
基
盤
の

限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
地
域
に
お
け
る
就
業
の
機
会
の
創
出
、
経
済
基
盤

強
化
又
は
生
活
環
境
の
整
備
に
資
す
る
も
の
に
関
す
る
事
項

の
強
化
又
は
生
活
環
境
の
整
備
に
資
す
る
も
の
に
関
す
る
事
項

十
六　

中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
二

十
六　

中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
二

号
）
第
九
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
規
定
す
る
事
業
及
び
措

号
）
第
九
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
規
定
す
る
事
業
及
び
措
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置
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
計
画
（
第
十
七
条
の
十
三
第
三
項
及

置
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
計
画
（
第
十
七
条
の
十
三
第
三
項
及

び
第
十
七
条
の
六
十
九
に
お
い
て
「
中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画
」
と

び
第
十
七
条
の
六
十
一
に
お
い
て
「
中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画
」
と

い
う
。
）
が
作
成
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
地
域
に
お

い
う
。
）
が
作
成
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
地
域
に
お

け
る
就
業
の
機
会
の
創
出
、
経
済
基
盤
の
強
化
又
は
生
活
環
境
の
整
備
に

け
る
就
業
の
機
会
の
創
出
、
経
済
基
盤
の
強
化
又
は
生
活
環
境
の
整
備
に

資
す
る
も
の
に
関
す
る
事
項

資
す
る
も
の
に
関
す
る
事
項

十
七　

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化

十
七　

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
四
十
号
）
第
四
条
第
二
項
第
七
号

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
四
十
号
）
第
四
条
第
二
項
第
七
号

に
規
定
す
る
支
援
の
事
業
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
計
画
（
第
十

に
規
定
す
る
支
援
の
事
業
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
計
画
（
第
十

七
条
の
七
十
に
お
い
て
「
地
域
経
済
牽
引
事
業
促
進
基
本
計
画
」
と
い
う

七
条
の
六
十
二
に
お
い
て
「
地
域
経
済
牽
引
事
業
促
進
基
本
計
画
」
と
い

。
）
が
作
成
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
地
域
に
お
け
る

う
。
）
が
作
成
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
地
域
に
お
け

就
業
の
機
会
の
創
出
又
は
経
済
基
盤
の
強
化
に
資
す
る
も
の
に
関
す
る
事

る
就
業
の
機
会
の
創
出
又
は
経
済
基
盤
の
強
化
に
資
す
る
も
の
に
関
す
る

項

事
項

十
八　

（
略
）

十
八　

（
略
）

５
～

　

（
略
）

５
～

　

（
略
）

18

18

第
一
節　

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
交
付
金

第
一
節　

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
交
付
金
の
交
付
等

（
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
交
付
金
の
交
付
等
） 

 

第
十
三
条　

（
略
）

第
十
三
条　

（
略
）

２　

前
項
の
交
付
金
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創

２　

前
項
の
交
付
金
（
次
項
に
お
い
て
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
交
付
金

生
交
付
金
」
と
い
う
。
）
を
充
て
て
行
う
事
業
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は

」
と
い
う
。
）
を
充
て
て
行
う
事
業
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
道
路
法

、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二

（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
国
の
負
担

律
第
百
九
十
五
号
）
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
国
の
負
担
又
は
補
助
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又
は
補
助
は
、
当
該
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

は
、
当
該
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

３　

（
略
）

３　

（
略
）

（
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
交
付
金
を
充
て
て
行
う
事
業
に
係
る
施
設
の

 

整
備
に
関
す
る
助
成
に
つ
い
て
の
地
方
債
の
特
例
） 

 

第
十
三
条
の
二　

認
定
地
方
公
共
団
体
が
、
認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ

（
新
設
） 

た
第
五
条
第
四
項
第
一
号
（
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
事
業

 

の
う
ち
、
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
交
付
金
を
充
て
て
行
う
も
の
に
係
る

 

施
設
で
あ
っ
て
、
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
の

 

施
設
で
あ
る
も
の
（
同
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
条
例

 

で
当
該
公
の
施
設
の
設
置
及
び
そ
の
管
理
に
関
す
る
事
項
が
定
め
ら
れ
る
と

 

見
込
ま
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
の
整
備
に
関
す
る
助
成
を
行
お
う
と
す
る
場

 

合
に
お
い
て
は
、
当
該
助
成
に
要
す
る
経
費
で
あ
っ
て
地
方
財
政
法
（
昭
和

 

二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
五
条
各
号
に
規
定
す
る
経
費
の
い
ず
れ
に
も

 

該
当
し
な
い
も
の
は
、
同
条
第
五
号
に
規
定
す
る
経
費
と
み
な
す
。

第
十
三
条
の
三　

（
略
）

第
十
三
条
の
二　

（
略
）

第
五
節　

特
定
地
域
再
生
事
業
に
係
る
地
方
債
の
特
例

第
五
節　

地
方
債
の
特
例

第
十
七
条　

認
定
地
方
公
共
団
体
が
認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る

第
十
七
条　

認
定
地
方
公
共
団
体
が
認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る

第
五
条
第
四
項
第
四
号
ハ
に
規
定
す
る
事
業
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を

第
五
条
第
四
項
第
四
号
ハ
に
規
定
す
る
事
業
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を

行
う
た
め
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
地
方
財
政
法
第
五
条
の
規
定
に
か

行
う
た
め
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
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か
わ
ら
ず
、
地
方
債
を
も
っ
て
そ
の
財
源
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

律
第
百
九
号
）
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
債
を
も
っ
て
そ
の
財

源
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
の
認
定
等
） 

（
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
の
認
定
等
） 

第
十
七
条
の
二　

（
略
）

第
十
七
条
の
二　

（
略
）

２　

（
略
）

２　

（
略
）

３　

認
定
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た

３　

認
定
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
が

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
が

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の

次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の

と
す
る
。 

と
す
る
。 

一　

（
略
） 

一　

（
略
） 

二　

特
定
業
務
施
設
に
お
い
て
常
時
雇
用
す
る
従
業
員
の
数
が
内
閣
府
令
で

二　

常
時
雇
用
す
る
従
業
員
の
数
が
内
閣
府
令
で
定
め
る
数
以
上
で
あ
る
こ

定
め
る
数
以
上
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
従
業
員
に
関
し
内
閣
府
令
で
定
め
る

と
そ
の
他
従
業
員
に
関
し
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で

要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

あ
る
こ
と
。 

三　

（
略
）

三　

（
略
）

４
～
６　

（
略
）

４
～
６　

（
略
）

（
認
定
事
業
者
に
対
す
る
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措

（
認
定
事
業
者
に
対
す
る
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措

置
） 
置
） 

第
十
七
条
の
六　

地
方
税
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
総
務
省
令
で
定
め
る
地

第
十
七
条
の
六　

地
方
税
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
総
務
省
令
で
定
め
る
地

方
公
共
団
体
が
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の

方
公
共
団
体
が
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の

措
置
が
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は

措
置
が
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は

、
地
方
交
付
税
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
地
方
公
共
団
体
の
各
年
度

、
地
方
交
付
税
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
地
方
公
共
団
体
の
各
年
度
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に
お
け
る
基
準
財
政
収
入
額
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
地
方

に
お
け
る
基
準
財
政
収
入
額
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
地
方

公
共
団
体
の
当
該
各
年
度
分
の
減
収
額
（
事
業
税
又
は
固
定
資
産
税
に
関
す

公
共
団
体
の
当
該
各
年
度
分
の
減
収
額
（
事
業
税
又
は
固
定
資
産
税
に
関
す

る
こ
れ
ら
の
措
置
に
よ
る
減
収
額
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
措
置
が
さ
れ
た

る
こ
れ
ら
の
措
置
に
よ
る
減
収
額
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
措
置
が
さ
れ
た

最
初
の
年
度
以
降
三
箇
年
度
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
総
務
省
令

最
初
の
年
度
以
降
三
箇
年
度
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
総
務
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
同
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
地
方
公

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
同
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
地
方
公

共
団
体
の
当
該
各
年
度
（
こ
れ
ら
の
措
置
が
総
務
省
令
で
定
め
る
日
以
後
に

共
団
体
の
当
該
各
年
度
（
こ
れ
ら
の
措
置
が
総
務
省
令
で
定
め
る
日
以
後
に

お
い
て
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
減
収
額
に
つ
い
て
当
該
各
年
度
の
翌
年
度

お
い
て
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
減
収
額
に
つ
い
て
当
該
各
年
度
の
翌
年
度

）
に
お
け
る
基
準
財
政
収
入
額
と
な
る
べ
き
額
か
ら
控
除
し
た
額
と
す
る
。

）
に
お
け
る
基
準
財
政
収
入
額
と
な
る
べ
き
額
か
ら
控
除
し
た
額
と
す
る
。

一　

認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
地
方
活
力
向
上
地
域
又
は
準

一　

認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
地
方
活
力
向
上
地
域
又
は
準

地
方
活
力
向
上
地
域
内
に
お
い
て
認
定
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務

地
方
活
力
向
上
地
域
内
に
お
い
て
認
定
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務

施
設
整
備
計
画
（
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る

施
設
整
備
計
画
（
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
に
従
っ
て
特
定
業
務
施
設
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た

部
分
に
限
る
。
）
に
従
っ
て
特
定
業
務
施
設
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た

認
定
事
業
者
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
業
務
施
設
に
係
る
事
業
に
対
す
る
事

認
定
事
業
者
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
業
務
施
設
に
係
る
事
業
に
対
す
る
事

業
税
、
当
該
特
定
業
務
施
設
若
し
く
は
当
該
特
定
業
務
施
設
に
係
る
特
定

業
税
、
当
該
特
定
業
務
施
設
の
用
に
供
す
る
建
物
若
し
く
は
そ
の
敷
地
で

業
務
児
童
福
祉
施
設
の
用
に
供
す
る
建
物
若
し
く
は
そ
の
敷
地
で
あ
る
土

あ
る
土
地
の
取
得
に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
若
し
く
は
当
該
特
定
業
務
施

地
の
取
得
に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
若
し
く
は
当
該
特
定
業
務
施
設
若
し

設
の
用
に
供
す
る
機
械
及
び
装
置
、
建
物
若
し
く
は
構
築
物
若
し
く
は
こ

く
は
当
該
特
定
業
務
施
設
に
係
る
特
定
業
務
児
童
福
祉
施
設
の
用
に
供
す

れ
ら
の
敷
地
で
あ
る
土
地
に
対
す
る
固
定
資
産
税
を
課
さ
な
い
こ
と
又
は

る
機
械
及
び
装
置
、
建
物
若
し
く
は
構
築
物
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
敷
地
で

こ
れ
ら
の
地
方
税
に
係
る
不
均
一
の
課
税
を
す
る
こ
と
。

あ
る
土
地
に
対
す
る
固
定
資
産
税
を
課
さ
な
い
こ
と
又
は
こ
れ
ら
の
地
方

税
に
係
る
不
均
一
の
課
税
を
す
る
こ
と
。

二　

認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
地
方
活
力
向
上
地
域
内
に
お

二　

認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
地
方
活
力
向
上
地
域
内
に
お

い
て
認
定
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
（
第
十
七
条

い
て
認
定
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
（
第
十
七
条

の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
従
っ
て

の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
従
っ
て
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特
定
業
務
施
設
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
認
定
事
業
者
に
つ
い
て
、
当

特
定
業
務
施
設
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
認
定
事
業
者
に
つ
い
て
、
当

該
特
定
業
務
施
設
若
し
く
は
当
該
特
定
業
務
施
設
に
係
る
特
定
業
務
児
童

該
特
定
業
務
施
設
の
用
に
供
す
る
建
物
若
し
く
は
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地

福
祉
施
設
の
用
に
供
す
る
建
物
若
し
く
は
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
取
得

の
取
得
に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
又
は
当
該
特
定
業
務
施
設
の
用
に
供
す

に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
又
は
当
該
特
定
業
務
施
設
若
し
く
は
当
該
特
定

る
機
械
及
び
装
置
、
建
物
若
し
く
は
構
築
物
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
敷
地
で

業
務
施
設
に
係
る
特
定
業
務
児
童
福
祉
施
設
の
用
に
供
す
る
機
械
及
び
装

あ
る
土
地
に
対
す
る
固
定
資
産
税
に
係
る
不
均
一
の
課
税
を
す
る
こ
と
。 

置
、
建
物
若
し
く
は
構
築
物
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
敷
地
で
あ
る
土
地
に
対

 

す
る
固
定
資
産
税
に
係
る
不
均
一
の
課
税
を
す
る
こ
と
。

（
地
域
来
訪
者
等
利
便
増
進
活
動
計
画
の
認
定
等
） 

（
地
域
来
訪
者
等
利
便
増
進
活
動
計
画
の
認
定
等
） 

第
十
七
条
の
七　

（
略
） 

第
十
七
条
の
七　

（
略
） 

２
～

　

（
略
） 

２
～

　

（
略
） 

10

10

　

認
定
市
町
村
は
、
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
地
域
来
訪
者

　

認
定
市
町
村
は
、
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
地
域
来
訪
者

11

11

等
利
便
増
進
活
動
計
画
に
つ
い
て
、
第
八
項
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

等
利
便
増
進
活
動
計
画
に
つ
い
て
、
第
八
項
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
都
市
公
園
の
公
園
管
理
者

は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
都
市
公
園
の
公
園
管
理
者

（
都
市
公
園
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
園
管
理
者
を
い
う
。
以
下
同

（
都
市
公
園
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
園
管
理
者
を
い
う
。
第
十
七

じ
。
）
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

条
の
十
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

～

　

（
略
）

～

　

（
略
）

12

14

12

14

（
地
域
再
生
土
地
利
用
計
画
の
作
成
） 

（
地
域
再
生
土
地
利
用
計
画
の
作
成
） 

第
十
七
条
の
十
七　

（
略
） 

第
十
七
条
の
十
七　

（
略
） 

２　

認
定
市
町
村
は
、
前
項
の
協
議
を
行
う
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
、
農

２　

認
定
市
町
村
は
、
前
項
の
協
議
を
行
う
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
、
農

業
委
員
会
（
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
八
十

業
委
員
会
（
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
八
十
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八
号
）
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
農
業
委
員
会

八
号
）
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
農
業
委
員
会

を
置
か
な
い
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
長
。
第
十
七
条
の
六
十
二
第
二
項

を
置
か
な
い
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
長
。
第
十
七
条
の
五
十
四
第
二
項

及
び
第
十
七
条
の
六
十
四
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
農
林
水
産
省

及
び
第
十
七
条
の
五
十
六
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
農
林
水
産
省

令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
を
協
議
会
の
構
成
員
と
し
て
加
え
る
も
の

令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
を
協
議
会
の
構
成
員
と
し
て
加
え
る
も
の

と
す
る
。 

と
す
る
。 

３
～

　

（
略
）

３
～

　

（
略
）

11

11

第
十
七
条
の
二
十
三　

第
五
条
第
四
項
第
九
号
に
規
定
す
る
事
業
が
記
載
さ
れ

第
十
七
条
の
二
十
三　

第
五
条
第
四
項
第
九
号
に
規
定
す
る
事
業
が
記
載
さ
れ

た
地
域
再
生
計
画
が
同
条
第
十
五
項
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定

た
地
域
再
生
計
画
が
同
条
第
十
五
項
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定

の
日
以
後
は
、
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
（
第
十
七
条
の
十
七
第
十
項
（
同

の
日
以
後
は
、
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
（
第
十
七
条
の
十
七
第
十
項
（
同

条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ

条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ

れ
た
地
域
再
生
土
地
利
用
計
画
に
記
載
さ
れ
た
地
域
再
生
拠
点
区
域
内
に
そ

れ
た
地
域
再
生
土
地
利
用
計
画
に
記
載
さ
れ
た
地
域
再
生
拠
点
区
域
内
に
そ

の
路
線
又
は
運
送
の
区
域
の
一
部
の
区
間
又
は
区
域
が
存
す
る
道
路
運
送
法

の
路
線
又
は
運
送
の
区
域
の
一
部
の
区
間
又
は
区
域
が
存
す
る
道
路
運
送
法

第
七
十
八
条
第
二
号
に
規
定
す
る
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
（
第
十
七
条
の
三

第
七
十
八
条
第
二
号
に
規
定
す
る
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
を
行
う
者
に
限
る

十
六
第
五
項
第
十
六
号
に
お
い
て
「
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
」
と
い
う
。
）

。
）
は
、
旅
客
の
運
送
に
付
随
し
て
、
少
量
の
郵
便
物
、
新
聞
紙
そ
の
他
の

を
行
う
者
に
限
る
。
）
は
、
旅
客
の
運
送
に
付
随
し
て
、
少
量
の
郵
便
物
、

貨
物
（
そ
の
集
貨
又
は
配
達
が
認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
集

新
聞
紙
そ
の
他
の
貨
物
（
そ
の
集
貨
又
は
配
達
が
認
定
地
域
再
生
計
画
に
記

落
生
活
圏
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
運
送
す
る
こ
と
が
で
き

載
さ
れ
て
い
る
集
落
生
活
圏
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
運
送

る
。 

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

（
略
）

２　

（
略
）

（
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
の
作
成
） 

（
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
の
作
成
） 

第
十
七
条
の
二
十
四　

（
略
） 

第
十
七
条
の
二
十
四　

（
略
） 
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２　

（
略
） 

２　

（
略
） 

３　

生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
は
、
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
地
域
の

３　

生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
は
、
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
地
域
の

区
域
を
記
載
す
る
ほ
か
、
お
お
む
ね
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と

区
域
を
記
載
す
る
ほ
か
、
お
お
む
ね
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と

す
る
。 

す
る
。 

一
・
二　

（
略
）

一
・
二　

（
略
）

三　

生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
地
域
に
お
い
て
提
供
す
べ
き
介
護
サ
ー
ビ
ス
（

三　

生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
地
域
に
お
い
て
提
供
す
べ
き
介
護
サ
ー
ビ
ス
（

居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八

居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八

条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
地
域

条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
地
域

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
（
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
（
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

を
い
い
、
同
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
及

を
い
い
、
同
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
及

び
同
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所

び
同
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所

者
生
活
介
護
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第

者
生
活
介
護
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
同
法
第

八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ

八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
、
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る

。
）
、
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る

地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
い
、
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る

地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
い
、
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、
第

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、
第

一
号
介
護
事
業
（
同
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

一
号
事
業
（
同
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第

る
第
一
号
事
業
を
い
い
、
同
号
ニ
に
規
定
す
る
第
一
号
介
護
予
防
支
援
事

一
号
事
業
を
い
い
、
同
号
ニ
に
規
定
す
る
第
一
号
介
護
予
防
支
援
事
業
を

業
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
の
介
護
保
険
に
係
る
保
健
医
療
サ
ー

除
く
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
の
介
護
保
険
に
係
る
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス

ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
当
該
介
護
サ
ー

及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
当
該
介
護
サ
ー
ビ
ス

ビ
ス
の
提
供
体
制
を
確
保
す
る
た
め
に
認
定
市
町
村
が
講
ず
べ
き
施
策
に

の
提
供
体
制
を
確
保
す
る
た
め
に
認
定
市
町
村
が
講
ず
べ
き
施
策
に
関
す

関
す
る
事
項

る
事
項

四
・
五　

（
略
） 

四
・
五　

（
略
） 
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４　

生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ

４　

生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ

か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一
～
六　

（
略
） 

一
～
六　

（
略
） 

七　

生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
地
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
第
一
号
介
護
事
業
に

七　

生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
地
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
第
一
号
事
業
に
関
す

関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

る
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ
・
ロ　

（
略
） 

イ
・
ロ　

（
略
） 

ハ　

第
一
号
介
護
事
業
の
種
類 

ハ　

第
一
号
事
業
の
種
類 

ニ　

（
略
）

ニ　

（
略
）

八　

（
略
） 

八　

（
略
） 

５　

（
略
）

５　

（
略
）

６　

認
定
市
町
村
は
、
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
第
四
項
第
三
号
に

６　

認
定
市
町
村
は
、
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
第
四
項
第
三
号
に

掲
げ
る
事
項
（
同
号
イ
の
実
施
主
体
が
同
号
ロ
の
事
業
所
で
あ
っ
て
当
該
認

掲
げ
る
事
項
（
同
号
イ
の
実
施
主
体
が
同
号
ロ
の
事
業
所
で
あ
っ
て
当
該
認

定
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
も
の
に
よ
り
同
号
ハ
の
種
類
の
居
宅
サ
ー

定
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
も
の
に
よ
り
同
号
ハ
の
種
類
の
居
宅
サ
ー

ビ
ス
を
行
う
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
介
護
保
険
法
第
四
十
一
条
第
一

ビ
ス
を
行
う
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
介
護
保
険
法
第
四
十
一
条
第
一

項
本
文
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
第
十
七
条
の
三
十
三
第
一

項
本
文
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
第
十
七
条
の
三
十
三
第
一

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い

て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
の
同
意
を

て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
の
同
意
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
知
事
は
、

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
知
事
は
、

当
該
事
項
が
同
法
第
七
十
条
第
二
項
（
同
法
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規

当
該
事
項
が
同
法
第
七
十
条
第
二
項
（
同
法
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
七
条
の
三
十
六
第
十

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
七
条
の
三
十
六
第
十

七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指

指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
又
は
同
法
第
七
十
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五

定
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
又
は
同
法
第
七
十
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項

項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
し
な
い
こ
と
が

の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
し
な
い
こ
と
が
で
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で
き
る
場
合
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
同
意
を
す
る
も
の
と
す
る

き
る
場
合
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
同
意
を
す
る
も
の
と
す
る
。

。
７
～
９　

（
略
）

７
～
９　

（
略
）

　

認
定
市
町
村
は
、
第
四
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
イ
の
実
施
主
体

　

認
定
市
町
村
は
、
第
四
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
イ
の
実
施
主
体

10

10

が
同
号
ロ
の
事
業
所
で
あ
っ
て
当
該
認
定
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
も

が
同
号
ロ
の
事
業
所
で
あ
っ
て
当
該
認
定
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
も

の
に
よ
り
同
号
ハ
の
種
類
の
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
地
域
密
着
型
サ

の
に
よ
り
同
号
ハ
の
種
類
の
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
地
域
密
着
型
サ

ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
当
該
認
定
市
町
村
の
長
か
ら
介
護
保
険
法
第
四
十
二

ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
当
該
認
定
市
町
村
の
長
か
ら
介
護
保
険
法
第
四
十
二

条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
第
十
七
条
の

条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
第
十
七
条
の

三
十
三
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
項
が
同
法
第
七

三
十
三
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
項
が
同
法
第
七

十
八
条
の
二
第
四
項
（
同
法
第
七
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

十
八
条
の
二
第
四
項
（
同
法
第
七
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
七
条
の
三
十
六
第
二
十
一
項
に

読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
七
条
の
三
十
六
第
十
四
項
に
お

お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指

い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定

定
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
生
涯

を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
生
涯
活

活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　

認
定
市
町
村
は
、
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
第
四
項
第
五
号
に

　

認
定
市
町
村
は
、
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
第
四
項
第
五
号
に

11

11

掲
げ
る
事
項
（
同
号
イ
の
実
施
主
体
が
同
号
ロ
の
事
業
所
で
あ
っ
て
当
該
認

掲
げ
る
事
項
（
同
号
イ
の
実
施
主
体
が
同
号
ロ
の
事
業
所
で
あ
っ
て
当
該
認

定
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
も
の
に
よ
り
同
号
ハ
の
種
類
の
介
護
予
防

定
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
も
の
に
よ
り
同
号
ハ
の
種
類
の
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
を
行
う
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
介
護
保
険
法
第
五
十

サ
ー
ビ
ス
を
行
う
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
介
護
保
険
法
第
五
十

三
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
第
十
七
条
の
三

三
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
第
十
七
条
の
三

十
三
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事

十
三
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事

項
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事

項
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事

の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県

の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県

知
事
は
、
当
該
事
項
が
同
法
第
百
十
五
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
百
十
五
条

知
事
は
、
当
該
事
項
が
同
法
第
百
十
五
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第
百
十
五
条
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の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第

の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第

十
七
条
の
三
十
六
第
二
十
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
法
第

十
七
条
の
三
十
六
第
十
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
五

五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
に
該
当
し
な
い
と

十
三
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
に
該
当
し
な
い
と
認

認
め
る
と
き
は
、
同
意
を
す
る
も
の
と
す
る
。

め
る
と
き
は
、
同
意
を
す
る
も
の
と
す
る
。

・

　

（
略
）

・

　

（
略
）

12

13

12

13

　

認
定
市
町
村
は
、
第
四
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
イ
の
実
施
主
体

　

認
定
市
町
村
は
、
第
四
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
イ
の
実
施
主
体

14

14

が
同
号
ロ
の
事
業
所
で
あ
っ
て
当
該
認
定
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
も

が
同
号
ロ
の
事
業
所
で
あ
っ
て
当
該
認
定
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
も

の
に
よ
り
同
号
ハ
の
種
類
の
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
地
域

の
に
よ
り
同
号
ハ
の
種
類
の
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
地
域

密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
当
該
認
定
市
町
村
の
長
か
ら
介

密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
当
該
認
定
市
町
村
の
長
か
ら
介

護
保
険
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に

護
保
険
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に

限
る
。
第
十
七
条
の
三
十
三
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
当

限
る
。
第
十
七
条
の
三
十
三
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
当

該
事
項
が
同
法
第
百
十
五
条
の
十
二
第
二
項
（
同
法
第
百
十
五
条
の
十
二
の

該
事
項
が
同
法
第
百
十
五
条
の
十
二
第
二
項
（
同
法
第
百
十
五
条
の
十
二
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
七
条

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
七
条

の
三
十
六
第
二
十
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
五
十
四

の
三
十
六
第
十
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
五
十
四
条

条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
に
該
当
し
な
い
と
認

の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
に
該
当
し
な
い
と
認
め

め
る
場
合
に
限
り
、
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が

る
場
合
に
限
り
、
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が
で

で
き
る
も
の
と
す
る
。

き
る
も
の
と
す
る
。

　

認
定
市
町
村
（
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
三
第
一
項
の
規
定

　

認
定
市
町
村
（
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
三
第
一
項
の
規
定

15

15

に
基
づ
き
同
項
の
第
一
号
事
業
支
給
費
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
第
一
号
介

に
基
づ
き
同
項
の
第
一
号
事
業
支
給
費
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
第
一
号
事

護
事
業
を
行
う
も
の
に
限
る
。
第
十
七
条
の
三
十
六
第
二
十
六
項
に
お
い
て

業
を
行
う
も
の
に
限
る
。
第
十
七
条
の
三
十
六
第
十
九
項
に
お
い
て
同
じ
。

同
じ
。
）
は
、
第
四
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
イ
の
実
施
主
体
が
同

）
は
、
第
四
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
イ
の
実
施
主
体
が
同
号
ロ
の

号
ロ
の
事
業
所
で
あ
っ
て
当
該
認
定
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
も
の
に

事
業
所
で
あ
っ
て
当
該
認
定
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
も
の
に
よ
り
同

よ
り
同
号
ハ
の
種
類
の
第
一
号
介
護
事
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
当
該
第
一

号
ハ
の
種
類
の
第
一
号
事
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
当
該
第
一
号
事
業
に
つ
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号
介
護
事
業
に
つ
い
て
当
該
認
定
市
町
村
の
長
か
ら
同
法
第
百
十
五
条
の
四

い
て
当
該
認
定
市
町
村
の
長
か
ら
同
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
三
第
一
項

十
五
の
三
第
一
項
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
と
き
に
限
る
。
第
十
七
条
の
三

の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
と
き
に
限
る
。
第
十
七
条
の
三
十
三
第
五
項
に
お

十
三
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
項
が
同
法
第
百
十

い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
項
が
同
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の

五
条
の
四
十
五
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の

五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
三
第
一
項
の
指
定

三
第
一
項
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
場
合

を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
生
涯
活

に
限
り
、
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

の
と
す
る
。

　

（
略
） 

　

（
略
） 

16

16

　

生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
は
、
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関

　

生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
は
、
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関

17

17

す
る
法
律
第
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
高
齢
者
居
住
安
定
確
保

す
る
法
律
第
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
高
齢
者
居
住
安
定
確
保

計
画
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
計
画
で

計
画
、
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
計
画
で

あ
っ
て
高
年
齢
者
の
居
住
、
保
健
、
医
療
又
は
福
祉
に
関
す
る
事
項
を
定
め

あ
っ
て
高
年
齢
者
の
居
住
、
保
健
、
医
療
又
は
福
祉
に
関
す
る
事
項
を
定
め

る
も
の
（
第
十
七
条
の
三
十
六
第
二
十
八
項
に
お
い
て
「
市
町
村
高
齢
者
居

る
も
の
（
第
十
七
条
の
三
十
六
第
二
十
項
に
お
い
て
「
市
町
村
高
齢
者
居
住

住
安
定
確
保
計
画
等
」
と
い
う
。
）
と
の
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ

安
定
確
保
計
画
等
」
と
い
う
。
）
と
の
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば

ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

・

　

（
略
）

・

　

（
略
）

18

19

18

19

（
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
届
出
の
特
例
） 

（
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
届
出
の
特
例
） 

第
十
七
条
の
三
十
二　

第
十
七
条
の
二
十
四
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
が

第
十
七
条
の
三
十
二　

第
十
七
条
の
二
十
四
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
が

記
載
さ
れ
た
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
が
同
条
第
十
八
項
（
同
条
第

記
載
さ
れ
た
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
が
同
条
第
十
八
項
（
同
条
第

十
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り

十
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り

公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
事
項
に
係
る
実
施
主
体
が
当
該
事
項
に
係
る
有

公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
事
項
に
係
る
実
施
主
体
が
当
該
事
項
に
係
る
有

料
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
き
行
う
老
人
福
祉
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

料
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
き
行
う
老
人
福
祉
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
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る
届
出
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
有
料
老
人
ホ
ー

る
届
出
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
有
料
老
人
ホ
ー

ム
の
設
置
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
、
そ
の
旨
を
当
該
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
所

ム
の
設
置
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
、
そ
の
旨
を
当
該
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
所

在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
指
定
都
市
等
の
区
域
内
に
所
在
す
る
有

在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
指
定
都
市
等
の
区
域
内
に
所
在
す
る
有

料
老
人
ホ
ー
ム
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
都
市
等
の
長
。
第
十
七
条
の
四
十

料
老
人
ホ
ー
ム
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
都
市
等
の
長
。
第
十
七
条
の
四
十

七
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
届
け
出
る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
。 

第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
届
け
出
る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
。 

２　

（
略
）

２　

（
略
）

（
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
に
係
る
指
定
の
特
例
） 

（
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
に
係
る
指
定
の
特
例
） 

第
十
七
条
の
三
十
三　

（
略
） 

第
十
七
条
の
三
十
三　

（
略
） 

２
～
４　

（
略
） 

２
～
４　

（
略
） 

５　

第
十
七
条
の
二
十
四
第
四
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
生
涯

５　

第
十
七
条
の
二
十
四
第
四
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
生
涯

活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
が
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た

活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
が
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た

と
き
は
、
当
該
公
表
の
日
に
お
い
て
、
当
該
事
項
に
係
る
実
施
主
体
が
当
該

と
き
は
、
当
該
公
表
の
日
に
お
い
て
、
当
該
事
項
に
係
る
実
施
主
体
が
当
該

事
項
に
係
る
事
業
所
に
よ
り
当
該
事
項
に
係
る
種
類
の
第
一
号
介
護
事
業
を

事
項
に
係
る
事
業
所
に
よ
り
当
該
事
項
に
係
る
種
類
の
第
一
号
事
業
を
行
う

行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
第
一
号
介
護
事
業
に
つ
い
て
、
当
該
認
定
市
町
村

場
合
に
お
け
る
当
該
第
一
号
事
業
に
つ
い
て
、
当
該
認
定
市
町
村
の
長
か
ら

の
長
か
ら
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
三
第
一
項
の
指
定
が
あ
っ

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
三
第
一
項
の
指
定
が
あ
っ
た
も
の
と

た
も
の
と
み
な
す
。

み
な
す
。

（
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の
作
成
） 
（
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の
作
成
） 

第
十
七
条
の
三
十
六　

（
略
）

第
十
七
条
の
三
十
六　

（
略
）

２　

（
略
）

２　

（
略
）

３　

協
議
会
は
、
第
一
項
の
協
議
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

（
新
設
） 

、
そ
の
構
成
員
以
外
の
者
で
あ
っ
て
、
当
該
地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
の
当
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初
の
整
備
を
し
た
も
の
に
対
し
、
資
料
の
提
供
、
意
見
の
表
明
、
説
明
そ
の

 

他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

 
者
は
、
そ
の
求
め
に
応
じ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４　

地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
は
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
の
区
域

３　

地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
は
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
の
区
域

を
記
載
す
る
ほ
か
、
お
お
む
ね
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る

を
記
載
す
る
ほ
か
、
お
お
む
ね
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る

。

。

一　

（
略
）

一　

（
略
）

二　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
住
宅
団
地
再
生
を
図
る
た
め
に
整

二　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
住
宅
団
地
再
生
を
図
る
た
め
に
整

備
す
べ
き
医
療
施
設
、
福
祉
施
設
、
商
業
施
設
、
集
会
施
設
そ
の
他
の
当

備
す
べ
き
医
療
施
設
、
福
祉
施
設
、
商
業
施
設
そ
の
他
の
当
該
区
域
の
住

該
地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
の
住
民
の
共
同
の
福
祉
又
は
利
便
の
た
め
必

民
の
共
同
の
福
祉
又
は
利
便
の
た
め
必
要
な
施
設
及
び
必
要
な
土
地
の
確

要
な
施
設
及
び
必
要
な
土
地
の
確
保
、
費
用
の
補
助
そ
の
他
の
当
該
施
設

保
、
費
用
の
補
助
そ
の
他
の
当
該
施
設
を
整
備
す
る
た
め
に
認
定
市
町
村

を
整
備
す
る
た
め
に
認
定
市
町
村
が
講
ず
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項

が
講
ず
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項

三
・
四　

（
略
）

三
・
四　

（
略
）

五　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
住
民
の
交
通
手
段
の
確
保
を
図
る

五　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
公
共
交
通
機
関
の
利
用
者
の
利
便

た
め
に
認
定
市
町
村
が
講
ず
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項

の
増
進
を
図
る
た
め
に
認
定
市
町
村
が
講
ず
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項

六　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
へ
の
移
住
を
希
望
す
る
者
へ
の
情
報
の
提
供

六　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
貨
物
の
運
送
の
共
同
化
そ
の
他
の

、
便
宜
の
供
与
そ
の
他
の
当
該
移
住
を
希
望
す
る
者
の
来
訪
及
び
滞
在
を

貨
物
の
運
送
の
合
理
化
を
図
る
た
め
に
認
定
市
町
村
が
講
ず
べ
き
施
策
に

促
進
す
る
た
め
に
認
定
市
町
村
が
講
ず
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項

関
す
る
事
項

七　

（
略
）

七　

（
略
）

５　

地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か

４　

地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

住
居
専
用
地
域
建
築
物
整
備
促
進
事
業
（
地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
内

一　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
認
定
市
町
村
が
行
う
住
宅
団
地
再

の
住
居
専
用
地
域
（
都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
第
一

生
建
築
物
整
備
事
業
（
都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
第
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種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高
層

一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高

住
居
専
用
地
域
又
は
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
を
い
う
。
ハ
及
び
ホ

層
住
居
専
用
地
域
又
は
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
内
に
お
い
て
、
住

に
お
い
て
同
じ
。
）
内
に
お
い
て
、
住
宅
団
地
再
生
を
図
る
た
め
に
必
要

宅
団
地
再
生
を
図
る
た
め
に
必
要
な
建
築
物
の
整
備
を
促
進
す
る
事
業
を

な
建
築
物
の
整
備
を
促
進
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
認
定
市
町
村
が
行
う
も

い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

の
を
い
う
。
第
十
七
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
次

に
掲
げ
る
事
項

イ　

当
該
住
居
専
用
地
域
建
築
物
整
備
促
進
事
業
を
実
施
す
る
区
域 

イ　

当
該
事
業
を
実
施
す
る
区
域 

ロ　

当
該
住
居
専
用
地
域
建
築
物
整
備
促
進
事
業
の
内
容 

ロ　

当
該
事
業
の
内
容 

ハ　

当
該
住
居
専
用
地
域
建
築
物
整
備
促
進
事
業
に
係
る
建
築
物
の
整
備

ハ　

当
該
事
業
に
係
る
建
築
物
の
整
備
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
（
イ
に

に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
（
イ
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
指
定
さ
れ
た

掲
げ
る
区
域
内
の
用
途
地
域
（
建
築
基
準
法
第
四
十
八
条
第
十
四
項
に

住
居
専
用
地
域
の
目
的
に
反
し
な
い
も
の
に
限
る
。
） 

規
定
す
る
用
途
地
域
を
い
う
。
）
の
指
定
の
目
的
に
反
し
な
い
も
の
に

限
る
。
）

ニ　

当
該
住
居
専
用
地
域
建
築
物
整
備
促
進
事
業
に
係
る
建
築
物
の
整
備

（
新
設
） 

を
促
進
す
る
理
由

ホ　

当
該
住
居
専
用
地
域
建
築
物
整
備
促
進
事
業
に
係
る
建
築
物
に
つ
い

（
新
設
） 

て
講
ず
る
措
置
で
あ
っ
て
、
イ
に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
指
定
さ
れ
た

住
居
専
用
地
域
の
目
的
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
も
の
の
内
容
が

定
ま
っ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
措
置
に
関
す
る
事
項

二　

特
別
用
途
地
区
建
築
物
整
備
促
進
事
業
（
建
築
基
準
法
第
四
十
九
条
第

二　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
認
定
市
町
村
が
行
う
特
別
用
途
地

二
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま

区
住
宅
団
地
再
生
建
築
物
整
備
事
業
（
建
築
基
準
法
第
四
十
九
条
第
二
項

で
の
規
定
に
よ
る
制
限
を
緩
和
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
住
宅
団
地
再
生

の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の

区
域
内
の
特
別
用
途
地
区
（
都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ

規
定
に
よ
る
制
限
を
緩
和
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
別
用
途
地
区
（
都
市
計

る
特
別
用
途
地
区
を
い
う
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
内
に
お
い
て
、
住
宅

画
法
第
八
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
特
別
用
途
地
区
を
い
う
。
ハ
に
お
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団
地
再
生
を
図
る
た
め
に
必
要
な
建
築
物
の
整
備
を
促
進
す
る
事
業
で
あ

い
て
同
じ
。
）
内
に
お
い
て
、
住
宅
団
地
再
生
を
図
る
た
め
に
必
要
な
建

っ
て
、
認
定
市
町
村
が
行
う
も
の
を
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事

築
物
の
整
備
を
促
進
す
る
事
業
を
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

項イ　

当
該
特
別
用
途
地
区
建
築
物
整
備
促
進
事
業
を
実
施
す
る
区
域 

イ　

当
該
事
業
を
実
施
す
る
区
域 

ロ　

当
該
特
別
用
途
地
区
建
築
物
整
備
促
進
事
業
の
内
容 

ロ　

当
該
事
業
の
内
容 

ハ　

当
該
特
別
用
途
地
区
建
築
物
整
備
促
進
事
業
に
係
る
特
別
用
途
地
区

ハ　

当
該
事
業
に
係
る
特
別
用
途
地
区
に
つ
い
て
建
築
基
準
法
第
四
十
九

に
つ
い
て
建
築
基
準
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で
定
め
よ
う
と
す
る
同
法
第
四
十
八

定
め
よ
う
と
す
る
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定

条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
制
限
の
緩
和
の
内
容

に
よ
る
制
限
の
緩
和
の
内
容

三　

地
区
計
画
等
建
築
物
整
備
促
進
事
業
（
建
築
基
準
法
第
六
十
八
条
の
二

三　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
認
定
市
町
村
が
行
う
地
区
計
画
等

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で
同
法
第
四

住
宅
団
地
再
生
建
築
物
整
備
事
業
（
建
築
基
準
法
第
六
十
八
条
の
二
第
五

十
八
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
制
限
を
緩
和
す
る
こ
と

項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で
同
法
第
四
十
八

に
よ
り
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
内
の
地
区
計
画
等
（
都
市
計
画
法
第

条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
制
限
を
緩
和
す
る
こ
と
に
よ

四
条
第
九
項
に
規
定
す
る
地
区
計
画
等
を
い
い
、
同
法
第
十
二
条
の
四
第

り
、
地
区
計
画
等
（
都
市
計
画
法
第
四
条
第
九
項
に
規
定
す
る
地
区
計
画

一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
集
落
地
区
計
画
を
除
く
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）

等
を
い
い
、
同
法
第
十
二
条
の
四
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
集
落
地
区
計

の
区
域
内
に
お
い
て
、
住
宅
団
地
再
生
を
図
る
た
め
に
必
要
な
建
築
物
の

画
を
除
く
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
域
内
に
お
い
て
、
住
宅
団
地
再

整
備
を
促
進
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
認
定
市
町
村
が
行
う
も
の
を
い
う
。

生
を
図
る
た
め
に
必
要
な
建
築
物
の
整
備
を
促
進
す
る
事
業
を
い
う
。
）

）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ　

当
該
地
区
計
画
等
建
築
物
整
備
促
進
事
業
を
実
施
す
る
区
域 

イ　

当
該
事
業
を
実
施
す
る
区
域 

ロ　

当
該
地
区
計
画
等
建
築
物
整
備
促
進
事
業
の
内
容 
ロ　

当
該
事
業
の
内
容 

ハ　

当
該
地
区
計
画
等
建
築
物
整
備
促
進
事
業
に
係
る
地
区
計
画
等
の
区

ハ　

当
該
事
業
に
係
る
地
区
計
画
等
の
区
域
に
つ
い
て
建
築
基
準
法
第
六

域
に
つ
い
て
建
築
基
準
法
第
六
十
八
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同

十
八
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
条

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で
定
め
よ
う
と
す
る
同
法
第
四
十
八

例
で
定
め
よ
う
と
す
る
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
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条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
制
限
の
緩
和
の
内
容

規
定
に
よ
る
制
限
の
緩
和
の
内
容

四　

都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
促
進
事
業
（
市
町
村
が
定
め
る
都
市
計
画
の

四　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
認
定
市
町
村
が
行
う
都
市
計
画
住

決
定
又
は
変
更
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
内
に
お

宅
団
地
再
生
建
築
物
等
整
備
事
業
（
市
町
村
が
定
め
る
都
市
計
画
の
決
定

い
て
、
住
宅
団
地
再
生
を
図
る
た
め
に
必
要
な
建
築
物
そ
の
他
の
施
設
の

又
は
変
更
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
住
宅
団
地
再
生
を
図
る
た
め
に
必
要
な

整
備
を
促
進
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
認
定
市
町
村
が
行
う
も
の
を
い
う
。

建
築
物
そ
の
他
の
施
設
の
整
備
を
促
進
す
る
事
業
を
い
う
。
第
十
七
条
の

第
十
七
条
の
四
十
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

三
十
九
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ　

当
該
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
促
進
事
業
を
実
施
す
る
区
域

イ　

当
該
事
業
を
実
施
す
る
区
域

ロ　

当
該
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
促
進
事
業
の
内
容 

ロ　

当
該
事
業
の
内
容 

ハ　

当
該
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
促
進
事
業
に
係
る
都
市
計
画
に
定
め

ハ　

当
該
事
業
に
係
る
都
市
計
画
に
定
め
る
べ
き
事
項

る
べ
き
事
項

五　

特
定
区
域
住
宅
用
途
変
更
特
定
建
築
物
整
備
促
進
事
業
（
診
療
所
、
介

（
新
設
）

護
施
設
、
日
用
品
販
売
店
、
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
の
地
域
住
宅
団

地
再
生
区
域
の
住
民
の
日
常
生
活
に
必
要
な
施
設
で
あ
っ
て
、
当
該
施
設

が
不
足
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
住
民
の
日
常
生
活
に
支
障
が
生
ず
る
お
そ

れ
が
あ
る
も
の
（
第
七
号
に
お
い
て
「
特
定
施
設
」
と
い
う
。
）
の
用
途

に
供
す
る
建
築
物
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
七
条
の
四
十
五
に
お
い
て
「

特
定
建
築
物
」
と
い
う
。
）
の
整
備
が
必
要
と
さ
れ
る
地
域
住
宅
団
地
再

生
区
域
内
の
区
域
（
以
下
「
特
定
区
域
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
住
宅

で
あ
る
建
築
物
の
用
途
を
住
宅
団
地
再
生
を
図
る
た
め
に
必
要
な
用
途
に

変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
建
築
物
を
特
定
建
築
物
と
す
る
こ
と
（
当
該

変
更
に
よ
り
当
該
特
定
建
築
物
が
建
築
基
準
法
第
五
十
二
条
第
一
項
、
第

二
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
限
る
。
）

を
促
進
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
認
定
市
町
村
が
行
う
も
の
を
い
う
。
）
に
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関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ　

当
該
特
定
区
域
の
区
域　

 

ロ　

当
該
特
定
区
域
住
宅
用
途
変
更
特
定
建
築
物
整
備
促
進
事
業
の
内
容 

ハ　

当
該
特
定
区
域
住
宅
用
途
変
更
特
定
建
築
物
整
備
促
進
事
業
に
係
る

特
定
建
築
物
の
整
備
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針 

ニ　

当
該
特
定
区
域
住
宅
用
途
変
更
特
定
建
築
物
整
備
促
進
事
業
に
係
る

特
定
建
築
物
の
整
備
を
促
進
す
る
理
由

六　

特
定
区
域
学
校
用
途
変
更
特
定
建
築
物
整
備
促
進
事
業
（
特
定
区
域
に

（
新
設
）

お
い
て
、
学
校
で
あ
る
建
築
物
の
用
途
を
住
宅
団
地
再
生
を
図
る
た
め
に

必
要
な
用
途
に
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
建
築
物
を
特
定
建
築
物
と
す

る
こ
と
（
当
該
変
更
に
よ
り
当
該
特
定
建
築
物
が
建
築
基
準
法
第
五
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
限
る
。
）
を
促
進

す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
認
定
市
町
村
が
行
う
も
の
を
い
う
。
）
に
関
す
る

次
に
掲
げ
る
事
項 

イ　

当
該
特
定
区
域
の
区
域　

 

ロ　

当
該
特
定
区
域
学
校
用
途
変
更
特
定
建
築
物
整
備
促
進
事
業
の
内
容 

ハ　

当
該
特
定
区
域
学
校
用
途
変
更
特
定
建
築
物
整
備
促
進
事
業
に
係
る

特
定
建
築
物
の
整
備
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針 

ニ　

当
該
特
定
区
域
学
校
用
途
変
更
特
定
建
築
物
整
備
促
進
事
業
に
係
る

特
定
建
築
物
の
整
備
を
促
進
す
る
理
由

七　

特
定
区
域
学
校
用
途
変
更
特
定
施
設
運
営
事
業
（
特
定
区
域
に
お
い
て

（
新
設
） 

、
特
定
建
築
物
（
学
校
で
あ
る
建
築
物
の
用
途
を
住
宅
団
地
再
生
を
図
る

 

た
め
に
必
要
な
用
途
に
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
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て
、
当
該
認
定
市
町
村
に
お
け
る
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
八
条
第
四
項

 

に
規
定
す
る
普
通
財
産
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
第
十
七
条
の
四
十
五
に
お

 

い
て
同
じ
。
）
に
設
け
ら
れ
た
特
定
施
設
を
運
営
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、

 
地
域
再
生
推
進
法
人
（
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
に
限
る
。
第
十
六
号

 

及
び
第
十
七
条
の
四
十
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
う
も
の
を
い
う
。
）

 

に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 
 

イ　

当
該
地
域
再
生
推
進
法
人
の
名
称
、
住
所
及
び
事
務
所
の
所
在
地 

 

ロ　

当
該
特
定
区
域
の
区
域　

 
 

ハ　

当
該
特
定
施
設
の
種
類
及
び
運
営
の
方
法 

 

ニ　

時
価
よ
り
も
低
い
対
価
で
貸
付
け
を
受
け
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
特

 

定
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
の
使
用
の
条
件 

 

ホ　

当
該
特
定
区
域
学
校
用
途
変
更
特
定
施
設
運
営
事
業
の
実
施
期
間

八　

特
定
区
域
都
市
公
園
活
用
生
活
利
便
確
保
事
業
（
特
定
区
域
内
の
都
市

（
新
設
）

公
園
に
お
い
て
、
日
用
品
に
係
る
露
店
、
商
品
置
場
そ
の
他
の
住
宅
団
地

再
生
を
図
る
た
め
に
必
要
な
施
設
を
設
置
し
、
及
び
管
理
す
る
事
業
を
い

う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ　

当
該
特
定
区
域
都
市
公
園
活
用
生
活
利
便
確
保
事
業
の
実
施
主
体 

ロ　

当
該
特
定
区
域
の
区
域
並
び
に
当
該
都
市
公
園
の
名
称
及
び
所
在
地 

ハ　

当
該
施
設
の
種
類
及
び
構
造 

ニ　

当
該
都
市
公
園
に
お
け
る
当
該
施
設
の
設
置
場
所 

ホ　

当
該
施
設
の
管
理
の
方
法 

ヘ　

当
該
都
市
公
園
に
当
該
施
設
を
設
置
す
る
理
由

九　

（
略
） 

五　

（
略
） 
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十　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
に

六　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
に

関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ　

当
該
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
実
施
主
体 

イ　

当
該
事
業
の
実
施
主
体 

ロ　

当
該
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
の
所
在
地 

ロ　

当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
の
所
在
地 

ハ
・
ニ　

（
略
）

ハ
・
ニ　

（
略
）

十
一　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

七　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

ス
事
業
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

事
業
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ　

当
該
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
実
施
主
体 

イ　

当
該
事
業
の
実
施
主
体 

ロ　

当
該
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
の
所
在
地 

ロ　

当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
の
所
在
地 

ハ
・
ニ　

（
略
）

ハ
・
ニ　

（
略
）

十
二　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

八　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

事
業
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

業
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ　

当
該
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
実
施
主
体 

イ　

当
該
事
業
の
実
施
主
体 

ロ　

当
該
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
の
所
在
地 

ロ　

当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
の
所
在
地 

ハ
・
ニ　

（
略
）

ハ
・
ニ　

（
略
）

十
三　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
地
域
密
着
型
介
護
予

九　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
地
域
密
着
型
介
護
予
防

防
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

サ
ー
ビ
ス
事
業
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ　

当
該
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
実
施
主
体 

イ　

当
該
事
業
の
実
施
主
体 

ロ　

当
該
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
の
所
在

ロ　

当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
の
所
在
地 

地
ハ
・
ニ　

（
略
）

ハ
・
ニ　

（
略
）

十
四　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
第
一
号
介
護
事
業
に

十　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
第
一
号
事
業
に
関
す
る

関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

次
に
掲
げ
る
事
項 
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イ　

当
該
第
一
号
介
護
事
業
の
実
施
主
体 

イ　

当
該
事
業
の
実
施
主
体 

ロ　

当
該
第
一
号
介
護
事
業
を
行
う
事
業
所
の
所
在
地 

ロ　

当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
の
所
在
地 

ハ　

第
一
号
介
護
事
業
の
種
類 

ハ　

第
一
号
事
業
の
種
類 

ニ　

（
略
）

ニ　

（
略
）

十
五　

住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
の

十
一　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
住
宅
団
地
再
生
道
路

区
間
が
地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
内
に
存
す
る
路
線
に
係
る
一
般
乗
合
旅

運
送
利
便
増
進
事
業
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
の
区
間
が
地
域
住
宅
団
地
再

客
自
動
車
運
送
事
業
（
道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
一
般

生
区
域
内
に
存
す
る
路
線
に
係
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
道

乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
い
う
。
第
十
七
条
の
五
十
一
第
三
項
第
三

路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
特
定
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
同
法
第
三
条

業
を
い
う
。
第
十
七
条
の
四
十
四
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又

第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
い
う
。
同
項
第
三
号

は
特
定
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
同
法
第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
経
営
し
、
又
は
経
営
し
よ
う
と
す
る
者
が
こ
れ
ら

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
い
う
。
同
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
経

の
事
業
の
利
用
者
の
利
便
の
増
進
を
図
る
た
め
に
実
施
す
る
事
業
で
あ
っ

営
し
、
又
は
経
営
し
よ
う
と
す
る
者
が
こ
れ
ら
の
事
業
の
利
用
者
の
利
便

て
、
住
宅
団
地
再
生
に
資
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る

の
増
進
を
図
る
た
め
に
実
施
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
住
宅
団
地
再
生
に
資

次
に
掲
げ
る
事
項 

す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ　

当
該
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
の
実
施
主
体 

イ　

当
該
事
業
の
実
施
主
体 

ロ　

当
該
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
の
内
容

ロ　

当
該
事
業
の
内
容

十
六　

住
宅
団
地
再
生
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
（
地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域

（
新
設
） 

に
お
い
て
認
定
市
町
村
又
は
地
域
再
生
推
進
法
人
が
行
う
住
民
の
日
常
生

 

活
に
必
要
な
交
通
手
段
の
確
保
を
図
る
た
め
の
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
で

 

あ
っ
て
、
そ
の
路
線
又
は
運
送
の
区
域
が
当
該
地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域

 

内
に
存
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

 

イ　

当
該
住
宅
団
地
再
生
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
実
施
主
体
が
地
域
再

 

生
推
進
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
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そ
の
代
表
者
の
氏
名 

 

ロ　

路
線
又
は
運
送
の
区
域
、
事
務
所
の
名
称
及
び
位
置
、
事
務
所
ご
と

に
配
置
す
る
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
用
に
供
す
る
自
家
用
自
動
車
（

ニ
に
お
い
て
「
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
自
動
車
」
と
い
う
。
）
の
数
そ

の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項 

ハ　

運
送
し
よ
う
と
す
る
旅
客
の
範
囲 

ニ　

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
自
動
車
の
運
行
管
理
の
体
制
の
整
備
そ
の
他

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
道
路
運
送
法
第
九
条
第
七
項

第
三
号
に
規
定
す
る
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
の
協
力
を
得
て
運

送
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
一
般
旅
客
自
動
車
運
送

事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

十
七　

住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
（
地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域

十
二　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
住
宅
団
地
再
生
貨
物

に
お
い
て
、
第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
（
平

運
送
共
同
化
事
業
（
第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
（
貨
物
利
用
運
送
事
業

成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
第
一
種
貨
物
利

法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
第
一
種

用
運
送
事
業
を
い
う
。
第
十
七
条
の
五
十
五
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て
同

貨
物
利
用
運
送
事
業
を
い
う
。
第
十
七
条
の
四
十
七
第
三
項
第
三
号
に
お

じ
。
）
、
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
（
同
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す

い
て
同
じ
。
）
、
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
（
同
法
第
二
条
第
八
項
に

る
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
を
い
う
。
第
十
七
条
の
五
十
五
第
三
項
第

規
定
す
る
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
を
い
う
。
第
十
七
条
の
四
十
七
第

四
号
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業

三
項
第
四
号
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
一
般
貨
物
自
動
車
運

（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
貨
物
自
動

送
事
業
（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
貨

車
運
送
事
業
を
い
う
。
第
十
七
条
の
五
十
五
第
三
項
第
五
号
に
お
い
て
同

物
自
動
車
運
送
事
業
を
い
う
。
第
十
七
条
の
四
十
七
第
三
項
第
五
号
に
お

じ
。
）
を
経
営
し
、
又
は
経
営
し
よ
う
と
す
る
二
以
上
の
者
が
、
集
貨
、

い
て
同
じ
。
）
を
経
営
し
、
又
は
経
営
し
よ
う
と
す
る
二
以
上
の
者
が
、

配
達
そ
の
他
の
貨
物
の
運
送
（
こ
れ
に
付
随
す
る
業
務
を
含
む
。
）
の
共

集
貨
、
配
達
そ
の
他
の
貨
物
の
運
送
（
こ
れ
に
付
随
す
る
業
務
を
含
む
。

同
化
を
行
う
事
業
で
あ
っ
て
、
住
宅
団
地
再
生
に
資
す
る
も
の
を
い
う
。

）
の
共
同
化
を
行
う
事
業
で
あ
っ
て
、
住
宅
団
地
再
生
に
資
す
る
も
の
を
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以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ　

当
該
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
の
実
施
主
体 

イ　

当
該
事
業
の
実
施
主
体 

ロ　

当
該
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
の
内
容

ロ　

当
該
事
業
の
内
容

６　

（
略
）

５　

（
略
）

７　

認
定
市
町
村
は
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
第
五
項
第
一
号
ホ
に

（
新
設
） 

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
利
害

 

関
係
を
有
す
る
者
の
出
頭
を
求
め
て
公
開
に
よ
り
意
見
を
聴
取
し
、
か
つ
、

 

建
築
審
査
会
（
建
築
基
準
法
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
審
査
会

 

を
い
う
。
）
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８　

認
定
市
町
村
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
取
す
る
場
合
に
お
い
て

（
新
設
）

は
、
第
五
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
意
見
の
聴
取
の
期
日
及
び
場
所

を
期
日
の
三
日
前
ま
で
に
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９　

認
定
市
町
村
は
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
第
五
項
第
四
号
に
掲

６　

認
定
市
町
村
は
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
第
四
項
第
四
号
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ

げ
る
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
国
土
交
通
省
令

ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
同
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項
の
案
を
、
当
該
地

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
同
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項
の

域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
当
該
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
理
由
を
記

案
を
、
当
該
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
当
該
事
項
を
記
載
し
よ
う
と

載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
当
該
公
告
の
日
か
ら
二
週
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
し

す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
添
え
て
、
当
該
公
告
の
日
か
ら
二
週
間
公
衆

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
略
）

７　

（
略
）

10　

認
定
市
町
村
は
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
第
五
項
第
四
号
に
掲

８　

認
定
市
町
村
は
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
第
四
項
第
四
号
に
掲

11
げ
る
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
市
町
村
都
市
計
画
審
議
会
（
当

げ
る
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
市
町
村
都
市
計

該
認
定
市
町
村
に
市
町
村
都
市
計
画
審
議
会
が
置
か
れ
て
い
な
い
と
き
は
、

画
審
議
会
（
当
該
認
定
市
町
村
に
市
町
村
都
市
計
画
審
議
会
が
置
か
れ
て
い

当
該
認
定
市
町
村
の
存
す
る
都
道
府
県
の
都
道
府
県
都
市
計
画
審
議
会
。
以

な
い
と
き
は
、
当
該
認
定
市
町
村
の
存
す
る
都
道
府
県
の
都
道
府
県
都
市
計
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下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
意
見
書

画
審
議
会
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

の
要
旨
を
提
出
し
、
同
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
市
町
村
都
市

さ
れ
た
意
見
書
の
要
旨
を
提
出
し
、
同
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当

計
画
審
議
会
に
付
議
し
、
そ
の
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

該
市
町
村
都
市
計
画
審
議
会
に
付
議
し
、
そ
の
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

　

地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
第
五
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

９　

地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
第
四
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

12
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ

し
よ
う
と
す
る
と
き
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ

か
、
都
市
計
画
法
（
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
九
条
第
一

か
、
都
市
計
画
法
（
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
九
条
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い

項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
る

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
る

都
市
計
画
の
決
定
又
は
変
更
に
係
る
手
続
の
例
に
よ
る
。

都
市
計
画
の
決
定
又
は
変
更
に
係
る
手
続
の
例
に
よ
る
。

　

認
定
市
町
村
は
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
第
五
項
第
五
号
又
は

（
新
設
）

13
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の

案
を
、
当
該
公
告
の
日
か
ら
二
週
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
利
害
関
係
人
は
、
同
項
の

（
新
設
）

14
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
縦
覧
に
供
さ
れ
た
事
項
の
案
に
つ
い
て
、
認

定
市
町
村
に
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

認
定
市
町
村
は
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
第
五
項
第
七
号
か
ら

（
新
設
）

15
第
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
当
該
事
項
に

係
る
実
施
主
体
が
認
定
市
町
村
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
事
項
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
事
項
に
係
る
実
施
主
体
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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認
定
市
町
村
は
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
第
五
項
第
八
号
に
掲

（
新
設
） 
16

げ
る
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
都

 
市
公
園
の
公
園
管
理
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

認
定
市
町
村
は
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
第
五
項
第
十
号
に
掲

　

認
定
市
町
村
は
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
第
四
項
第
六
号
に
掲

17

10

げ
る
事
項
（
同
号
イ
の
実
施
主
体
が
同
号
ロ
の
事
業
所
で
あ
っ
て
当
該
認
定

げ
る
事
項
（
同
号
イ
の
実
施
主
体
が
同
号
ロ
の
事
業
所
で
あ
っ
て
当
該
認
定

市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
も
の
に
よ
り
同
号
ハ
の
種
類
の
居
宅
サ
ー
ビ

市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
も
の
に
よ
り
同
号
ハ
の
種
類
の
居
宅
サ
ー
ビ

ス
を
行
う
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
介
護
保
険
法
第
四
十
一
条
第
一
項

ス
を
行
う
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
介
護
保
険
法
第
四
十
一
条
第
一
項

本
文
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
第
十
七
条
の
四
十
八
第
一
項

本
文
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
第
十
七
条
の
四
十
一
第
一
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て

、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
の
同
意
を
得

、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
の
同
意
を
得

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
知
事
は
、
当

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
知
事
は
、
当

該
事
項
が
同
法
第
七
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項

該
事
項
が
同
法
第
七
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項

本
文
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
又
は
同
法
第
七
十
条
第
四
項
若
し
く

本
文
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
又
は
同
法
第
七
十
条
第
四
項
若
し
く

は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
し
な
い

は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
し
な
い

こ
と
が
で
き
る
場
合
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
同
意
を
す
る
も
の

こ
と
が
で
き
る
場
合
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
同
意
を
す
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

　

都
道
府
県
知
事
は
、
第
五
項
第
十
号
ハ
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
が
介
護

　

都
道
府
県
知
事
は
、
第
四
項
第
六
号
ハ
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
が
介
護

18

11

保
険
法
第
八
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
そ
の
他

保
険
法
第
八
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
そ
の
他

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項

の
同
意
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
関
係
市
町
村
の
長
に
対
し
、
厚
生
労
働

の
同
意
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
関
係
市
町
村
の
長
に
対
し
、
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
事
項
を
通
知
し
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
当
該
関
係
市

省
令
で
定
め
る
事
項
を
通
知
し
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
当
該
関
係
市

町
村
の
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
と
の
調
整
を
図
る
見
地
か
ら
の
意
見
を

町
村
の
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
と
の
調
整
を
図
る
見
地
か
ら
の
意
見
を

求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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都
道
府
県
知
事
は
、
介
護
保
険
法
第
七
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
関
係

　

都
道
府
県
知
事
は
、
介
護
保
険
法
第
七
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
関
係

19

12

市
町
村
の
長
か
ら
通
知
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
第
十
七
項
の
同
意

市
町
村
の
長
か
ら
通
知
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
第
十
項
の
同
意
を

を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
関
係
市
町
村
の
長
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
関
係
市
町
村
の
長
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

前
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
関
係
市
町
村
の
長
は
、
厚
生
労
働
省

　

前
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
関
係
市
町
村
の
長
は
、
厚
生
労
働
省

20

13

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
十
七
項
の
同
意
に
関
し
、
都
道
府
県
知
事

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
十
項
の
同
意
に
関
し
、
都
道
府
県
知
事
に

に
対
し
、
当
該
関
係
市
町
村
の
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
と
の
調
整
を
図

対
し
、
当
該
関
係
市
町
村
の
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
と
の
調
整
を
図
る

る
見
地
か
ら
の
意
見
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

見
地
か
ら
の
意
見
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

認
定
市
町
村
は
、
第
五
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
イ
の
実
施
主

　

認
定
市
町
村
は
、
第
四
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
イ
の
実
施
主
体

21

14

体
が
同
号
ロ
の
事
業
所
で
あ
っ
て
当
該
認
定
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る

が
同
号
ロ
の
事
業
所
で
あ
っ
て
当
該
認
定
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
も

も
の
に
よ
り
同
号
ハ
の
種
類
の
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
地
域
密
着
型

の
に
よ
り
同
号
ハ
の
種
類
の
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
地
域
密
着
型
サ

サ
ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
当
該
認
定
市
町
村
の
長
か
ら
介
護
保
険
法
第
四
十

ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
当
該
認
定
市
町
村
の
長
か
ら
介
護
保
険
法
第
四
十
二

二
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
第
十
七
条

条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
第
十
七
条
の

の
四
十
八
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
項
が
同
法
第

四
十
一
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
項
が
同
法
第
七

七
十
八
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
本
文

十
八
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
本
文
の

の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、

指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
地

地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　

認
定
市
町
村
は
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
第
五
項
第
十
二
号
に

　

認
定
市
町
村
は
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
第
四
項
第
八
号
に
掲

22

15

掲
げ
る
事
項
（
同
号
イ
の
実
施
主
体
が
同
号
ロ
の
事
業
所
で
あ
っ
て
当
該
認

げ
る
事
項
（
同
号
イ
の
実
施
主
体
が
同
号
ロ
の
事
業
所
で
あ
っ
て
当
該
認
定

定
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
も
の
に
よ
り
同
号
ハ
の
種
類
の
介
護
予
防

市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
も
の
に
よ
り
同
号
ハ
の
種
類
の
介
護
予
防
サ

サ
ー
ビ
ス
を
行
う
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
介
護
保
険
法
第
五
十

ー
ビ
ス
を
行
う
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
介
護
保
険
法
第
五
十
三

三
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
第
十
七
条
の
四

条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
第
十
七
条
の
四
十

十
八
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事

一
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
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項
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事

に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
の

の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県

同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
知

知
事
は
、
当
該
事
項
が
同
法
第
百
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法

事
は
、
当
該
事
項
が
同
法
第
百
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
に
該
当
し
な
い

五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
に
該
当
し
な
い
と

と
認
め
る
と
き
は
、
同
意
を
す
る
も
の
と
す
る
。

認
め
る
と
き
は
、
同
意
を
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
略
）

　

（
略
）

23

16

　

前
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
関
係
市
町
村
の
長
は
、
厚
生
労
働
省

　

前
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
関
係
市
町
村
の
長
は
、
厚
生
労
働
省

24

17

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
二
十
二
項
の
同
意
に
関
し
、
都
道
府
県
知

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
十
五
項
の
同
意
に
関
し
、
都
道
府
県
知
事

事
に
対
し
、
当
該
関
係
市
町
村
の
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
と
の
調
整
を

に
対
し
、
当
該
関
係
市
町
村
の
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
と
の
調
整
を
図

図
る
見
地
か
ら
の
意
見
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
見
地
か
ら
の
意
見
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

認
定
市
町
村
は
、
第
五
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
イ
の
実
施
主

　

認
定
市
町
村
は
、
第
四
項
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
イ
の
実
施
主
体

25

18

体
が
同
号
ロ
の
事
業
所
で
あ
っ
て
当
該
認
定
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る

が
同
号
ロ
の
事
業
所
で
あ
っ
て
当
該
認
定
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
も

も
の
に
よ
り
同
号
ハ
の
種
類
の
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
地

の
に
よ
り
同
号
ハ
の
種
類
の
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
地
域

域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
当
該
認
定
市
町
村
の
長
か
ら

密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
当
該
認
定
市
町
村
の
長
か
ら
介

介
護
保
険
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
場
合

護
保
険
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に

に
限
る
。
第
十
七
条
の
四
十
八
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、

限
る
。
第
十
七
条
の
四
十
一
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
当

当
該
事
項
が
同
法
第
百
十
五
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
五
十

該
事
項
が
同
法
第
百
十
五
条
の
十
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
五
十
四

四
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
に
該
当
し
な
い
と

条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
に
該
当
し
な
い
と
認

認
め
る
場
合
に
限
り
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が

め
る
場
合
に
限
り
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が
で

で
き
る
も
の
と
す
る
。

き
る
も
の
と
す
る
。

　

認
定
市
町
村
は
、
第
五
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
イ
の
実
施
主

　

認
定
市
町
村
は
、
第
四
項
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
イ
の
実
施
主
体

26

19

体
が
同
号
ロ
の
事
業
所
で
あ
っ
て
当
該
認
定
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る

が
同
号
ロ
の
事
業
所
で
あ
っ
て
当
該
認
定
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
も

も
の
に
よ
り
同
号
ハ
の
種
類
の
第
一
号
介
護
事
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
当

の
に
よ
り
同
号
ハ
の
種
類
の
第
一
号
事
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
当
該
第
一
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該
第
一
号
介
護
事
業
に
つ
い
て
当
該
認
定
市
町
村
の
長
か
ら
介
護
保
険
法
第

号
事
業
に
つ
い
て
当
該
認
定
市
町
村
の
長
か
ら
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の

百
十
五
条
の
四
十
五
の
三
第
一
項
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
と
き
に
限
る
。

四
十
五
の
三
第
一
項
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
と
き
に
限
る
。
第
十
七
条
の

第
十
七
条
の
四
十
八
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
項

四
十
一
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
項
が
同
法
第
百

が
同
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
百
十
五

十
五
条
の
四
十
五
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五

条
の
四
十
五
の
三
第
一
項
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
に
該
当
し
な
い

の
三
第
一
項
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
場

と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
記
載
す
る
こ
と

合
に
限
り
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

　

認
定
市
町
村
は
、
第
五
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す

（
新
設
） 

27
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

 

り
、
国
土
交
通
大
臣
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

 

て
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
当
該
事
項
が
道
路
運
送
法
第
七
十
九
条
の
四
第
一

 

項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
七
十
九
条
の
登
録
を
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

場
合
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
同
意
を
す
る
も
の
と
す
る
。

　

地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
は
、
都
市
計
画
、
都
市
計
画
法
第
十
八
条

　

地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
は
、
都
市
計
画
、
都
市
計
画
法
第
十
八
条

28

20

の
二
の
市
町
村
の
都
市
計
画
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
、
市
町
村
高
齢
者
居

の
二
の
市
町
村
の
都
市
計
画
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
及
び
市
町
村
高
齢
者

住
安
定
確
保
計
画
等
及
び
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法

居
住
安
定
確
保
計
画
等
と
の
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
公

。

共
交
通
計
画
と
の
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
略
）

　

（
略
）

29

21

　

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
六
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
地
域

　

第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
地
域
住
宅
団

30

22

住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

地
再
生
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
地
域
再
生
推
進
法
人
に
よ
る
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の
作
成
等
の
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提
案
） 

 
第
十
七
条
の
三
十
七　

地
域
再
生
推
進
法
人
は
、
認
定
市
町
村
に
対
し
、
内
閣

（
新
設
） 

府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
業
務
（
認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載

 

さ
れ
て
い
る
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
た

 

め
に
必
要
な
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の
作
成
又
は
変
更
を
す
る
こ
と

 

を
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
提
案
に
係
る

 

地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の
素
案
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
提
案
（
次
条
及
び
第
十
七
条
の
三
十
九
に
お
い
て
「

 

提
案
」
と
い
う
。
）
に
係
る
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の
素
案
の
内
容

 

は
、
認
定
地
域
再
生
計
画
に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
提
案
に
対
す
る
認
定
市
町
村
の
判
断
等
） 

 

第
十
七
条
の
三
十
八　

認
定
市
町
村
は
、
提
案
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な

（
新
設
） 

く
、
当
該
提
案
を
踏
ま
え
た
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
（
提
案
に
係
る

 

地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の
素
案
の
内
容
の
全
部
又
は
一
部
を
実
現
す

 

る
こ
と
と
な
る
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同

 

じ
。
）
の
作
成
又
は
変
更
を
す
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
、
当
該

 

地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の
作
成
又
は
変
更
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
そ
の
案
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
提
案
を
踏
ま
え
た
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の
作
成
等
を
し
な
い
場

 

合
に
と
る
べ
き
措
置
） 

 

第
十
七
条
の
三
十
九　

認
定
市
町
村
は
、
提
案
を
踏
ま
え
た
地
域
住
宅
団
地
再

（
新
設
） 
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生
事
業
計
画
の
作
成
又
は
変
更
を
す
る
必
要
が
な
い
と
判
断
し
た
と
き
は
、

 

遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
、
当
該
提
案
を
し
た
地
域
再
生
推
進

 
法
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
用
途
地
域
の
制
限
に
係
る
許
可
の
特
例
） 

（
建
築
物
の
建
築
等
の
許
可
の
特
例
） 

第
十
七
条
の
四
十　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記

第
十
七
条
の
三
十
七　

前
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
地

載
さ
れ
た
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が
同
条
第
二
十
九
項
（
同
条
第
三

域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が
同
条
第
二
十
一
項
（
同
条
第
二
十
二
項
に
お

十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
公

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た

表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
公
表
の
日
以
後
は
、
当
該
事
項
に
係
る
住
居
専
用

と
き
は
、
当
該
公
表
の
日
以
後
は
、
当
該
事
項
に
係
る
住
宅
団
地
再
生
建
築

地
域
建
築
物
整
備
促
進
事
業
を
実
施
す
る
区
域
内
の
建
築
物
に
対
す
る
建
築

物
整
備
事
業
を
実
施
す
る
区
域
内
の
建
築
物
に
対
す
る
建
築
基
準
法
第
四
十

基
準
法
第
四
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第

八
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
八
十
七
条
第
二

八
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
特
定
行

い
て
は
、
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
特
定
行
政
庁
が
」
と
あ

政
庁
が
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
行
政
庁
が
、
地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法

る
の
は
「
特
定
行
政
庁
が
、
地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号

律
第
二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
三
十
六
第
二
十
九
項
（
同
条
第
三
十
項
に
お

）
第
十
七
条
の
三
十
六
第
二
十
一
項
（
同
条
第
二
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
同
条
第
一
項

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

に
規
定
す
る
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
記
載
さ
れ
た
同
条
第
五
項
第

地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
定
め
ら
れ
た
同
条
第
四
項
第
一
号
ハ
に
規

一
号
ハ
に
掲
げ
る
基
本
的
な
方
針
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基
本
的
方
針

定
す
る
基
本
的
な
方
針
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基
本
的
方
針
」
と
い
う

」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る
と
認
め
て
許
可
し
た
場
合
そ
の
他
」
と
、
「
認

。
）
に
適
合
す
る
と
認
め
て
許
可
し
た
場
合
そ
の
他
」
と
、
「
認
め
、
」
と

め
、
」
と
あ
る
の
は
「
認
め
て
許
可
し
た
場
合
、
」
と
、
同
条
第
二
項
か
ら

あ
る
の
は
「
認
め
て
許
可
し
た
場
合
、
」
と
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま

第
四
項
ま
で
の
規
定
の
た
だ
し
書
の
規
定
中
「
特
定
行
政
庁
が
」
と
あ
る
の

で
の
規
定
の
た
だ
し
書
の
規
定
中
「
特
定
行
政
庁
が
」
と
あ
る
の
は
「
特
定

は
「
特
定
行
政
庁
が
、
基
本
的
方
針
に
適
合
す
る
と
認
め
て
許
可
し
た
場
合

行
政
庁
が
、
基
本
的
方
針
に
適
合
す
る
と
認
め
て
許
可
し
た
場
合
そ
の
他
」

そ
の
他
」
と
、
「
認
め
、
」
と
あ
る
の
は
「
認
め
て
許
可
し
た
場
合
、
」
と

と
、
「
認
め
、
」
と
あ
る
の
は
「
認
め
て
許
可
し
た
場
合
、
」
と
す
る
。
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す
る
。

２　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
第
十
七

（
新
設
） 

条
の
三
十
六
第
五
項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
き
に

つ
い
て
は
、
建
築
基
準
法
第
四
十
八
条
第
十
五
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い

。（
特
別
用
途
地
区
等
に
係
る
承
認
の
特
例
） 

（
特
別
用
途
地
区
等
に
係
る
承
認
の
特
例
） 

第
十
七
条
の
四
十
一　

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
地
域
住
宅
団

第
十
七
条
の
三
十
八　

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
地
域
住
宅
団

地
再
生
事
業
計
画
が
第
十
七
条
の
三
十
六
第
二
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
公
表

地
再
生
事
業
計
画
が
第
十
七
条
の
三
十
六
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表

さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
公
表
の
日
に
お
い
て
、
当
該
地
域
住
宅
団
地
再
生
事

さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
公
表
の
日
に
お
い
て
、
当
該
地
域
住
宅
団
地
再
生
事

業
計
画
を
作
成
し
た
認
定
市
町
村
に
対
す
る
当
該
各
号
に
定
め
る
承
認
が
あ

業
計
画
を
作
成
し
た
認
定
市
町
村
に
対
す
る
当
該
各
号
に
定
め
る
承
認
が
あ

っ
た
も
の
と
み
な
す
。 

っ
た
も
の
と
み
な
す
。 

一　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項　

建
築
基
準
法
第

一　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項　

建
築
基
準
法
第

四
十
九
条
第
二
項
の
承
認 

四
十
九
条
第
二
項
の
承
認 

二　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項　

建
築
基
準
法
第

二　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項　

建
築
基
準
法
第

六
十
八
条
の
二
第
五
項
の
承
認

六
十
八
条
の
二
第
五
項
の
承
認

（
都
市
計
画
の
決
定
等
の
特
例
） 

（
都
市
計
画
の
決
定
等
の
特
例
） 

第
十
七
条
の
四
十
二　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
が

第
十
七
条
の
三
十
九　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
が

記
載
さ
れ
た
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が
同
条
第
二
十
九
項
の
規
定
に

記
載
さ
れ
た
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が
同
条
第
二
十
一
項
の
規
定
に

よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
公
表
の
日
に
お
い
て
、
当
該
地
域
住
宅
団

よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
公
表
の
日
に
お
い
て
、
当
該
地
域
住
宅
団

地
再
生
事
業
計
画
に
記
載
さ
れ
た
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
促
進
事
業
に
係

地
再
生
事
業
計
画
に
記
載
さ
れ
た
都
市
計
画
住
宅
団
地
再
生
建
築
物
等
整
備

る
都
市
計
画
の
決
定
又
は
変
更
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

事
業
に
係
る
都
市
計
画
の
決
定
又
は
変
更
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
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（
建
築
物
の
容
積
率
の
算
定
に
係
る
認
定
の
特
例
） 

 
第
十
七
条
の
四
十
三　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
が

（
新
設
）

記
載
さ
れ
た
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が
同
条
第
二
十
九
項
の
規
定
に

よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
公
表
の
日
以
後
は
、
当
該
事
項
に
係
る
特

定
区
域
内
の
建
築
物
に
対
す
る
建
築
基
準
法
第
五
十
二
条
第
六
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
三
号
中
「
住
宅
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
住
宅
若

し
く
は
」
と
、
「
認
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
認
め
る
も
の
又
は
前
号
に

掲
げ
る
部
分
そ
の
他
建
築
物
の
容
積
率
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
延
べ
面
積
に

そ
の
床
面
積
を
算
入
し
な
い
部
分
を
有
す
る
住
宅
で
あ
る
建
築
物
の
用
途
を

変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
建
築
物
を
地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第

二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
三
十
六
第
二
十
九
項
（
同
条
第
三
十
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
同
条
第
一
項
に
規

定
す
る
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
記
載
さ
れ
た
同
条
第
五
項
第
五
号

ハ
に
掲
げ
る
基
本
的
な
方
針
に
適
合
す
る
建
築
物
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当

該
部
分
で
あ
つ
て
、
住
宅
団
地
再
生
を
図
る
た
め
に
や
む
を
得
ず
、
か
つ
、

交
通
上
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
特
定
行
政
庁
が
認

め
る
も
の
」
と
す
る
。

（
建
築
物
の
高
さ
の
限
度
に
係
る
許
可
の
特
例
） 

 

第
十
七
条
の
四
十
四　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
が

（
新
設
）

記
載
さ
れ
た
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が
同
条
第
二
十
九
項
の
規
定
に

よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
公
表
の
日
以
後
は
、
当
該
事
項
に
係
る
特



- 37 -

定
区
域
内
の
建
築
物
に
対
す
る
建
築
基
準
法
第
五
十
五
条
第
四
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
中
「
許
可
し
た
も
の
」
と
あ
る
の
は
、
「

許
可
し
た
も
の
又
は
当
該
許
可
を
受
け
た
学
校
で
あ
る
建
築
物
の
用
途
を
変

更
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
建
築
物
を
地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二

十
四
号
）
第
十
七
条
の
三
十
六
第
二
十
九
項
（
同
条
第
三
十
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
同
条
第
一
項
に
規
定

す
る
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
記
載
さ
れ
た
同
条
第
五
項
第
六
号
ハ

に
掲
げ
る
基
本
的
な
方
針
に
適
合
す
る
建
築
物
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該

建
築
物
で
あ
つ
て
、
住
宅
団
地
再
生
を
図
る
た
め
に
や
む
を
得
ず
、
か
つ
、

低
層
住
宅
に
係
る
良
好
な
住
居
の
環
境
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
特
定
行

政
庁
が
認
め
る
も
の
」
と
す
る
。

（
特
定
区
域
学
校
用
途
変
更
特
定
施
設
運
営
事
業
に
係
る
特
定
建
築
物
及
び

 

そ
の
敷
地
の
使
用
） 

 

第
十
七
条
の
四
十
五　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
が

（
新
設
） 

記
載
さ
れ
た
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が
同
条
第
二
十
九
項
の
規
定
に

 

よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
事
項
に
係
る
地
域
再
生
推
進
法
人
は
、
当

 

該
事
項
に
係
る
実
施
期
間
内
に
限
り
、
当
該
事
項
に
係
る
条
件
に
基
づ
き
当

 

該
事
項
に
係
る
特
定
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
地
域
再
生
推
進
法
人
は
、
当
該
特
定
建
築
物
及

 

び
そ
の
敷
地
並
び
に
そ
の
周
辺
の
地
域
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
建
築
物
及
び

 

そ
の
敷
地
の
使
用
に
伴
い
必
要
と
な
る
清
掃
そ
の
他
の
当
該
地
域
の
環
境
の

維
持
及
び
向
上
を
図
る
た
め
の
措
置
を
併
せ
て
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
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（
都
市
公
園
の
占
用
の
許
可
の
特
例
） 

 
第
十
七
条
の
四
十
六　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
が

（
新
設
） 

記
載
さ
れ
た
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が
同
条
第
二
十
九
項
の
規
定
に

 

よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
公
表
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
内
に
当

 

該
事
項
に
係
る
実
施
主
体
か
ら
当
該
事
項
に
係
る
都
市
公
園
の
占
用
に
つ
い

 

て
都
市
公
園
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合

 

に
お
い
て
は
、
当
該
都
市
公
園
の
公
園
管
理
者
は
、
同
法
第
七
条
の
規
定
に

 

か
か
わ
ら
ず
、
当
該
占
用
が
当
該
事
項
に
係
る
施
設
の
外
観
及
び
構
造
、
占

 

用
に
係
る
工
事
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合

 

す
る
場
合
に
限
り
、
当
該
許
可
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

 

て
、
当
該
実
施
主
体
は
、
当
該
施
設
の
設
置
場
所
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に

つ
い
て
、
当
該
施
設
の
設
置
に
伴
い
必
要
と
な
る
清
掃
そ
の
他
の
当
該
地
域

の
環
境
の
維
持
及
び
向
上
を
図
る
た
め
の
措
置
を
併
せ
て
講
ず
る
も
の
と
す

る
。

（
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
届
出
の
特
例
） 

（
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
届
出
の
特
例
） 

第
十
七
条
の
四
十
七　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
が

第
十
七
条
の
四
十　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記

記
載
さ
れ
た
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が
同
条
第
二
十
九
項
の
規
定
に

載
さ
れ
た
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が
同
条
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ

よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
事
項
に
係
る
実
施
主
体
が
当
該
事
項
に
係

り
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
事
項
に
係
る
実
施
主
体
が
当
該
事
項
に
係
る

る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
き
行
う
老
人
福
祉
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定

有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
き
行
う
老
人
福
祉
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に

に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
有
料
老
人

よ
る
届
出
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
有
料
老
人
ホ

ホ
ー
ム
の
設
置
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
、
そ
の
旨
を
当
該
有
料
老
人
ホ
ー
ム

ー
ム
の
設
置
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
、
そ
の
旨
を
当
該
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
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の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る

所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
。

。
２　

（
略
）

２　

（
略
）

（
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
に
係
る
指
定
の
特
例
） 

（
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
に
係
る
指
定
の
特
例
） 

第
十
七
条
の
四
十
八　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
が

第
十
七
条
の
四
十
一　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
が

記
載
さ
れ
た
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が
同
条
第
二
十
九
項
の
規
定
に

記
載
さ
れ
た
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が
同
条
第
二
十
一
項
の
規
定
に

よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
公
表
の
日
に
お
い
て
、
当
該
事
項
に
係
る

よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
公
表
の
日
に
お
い
て
、
当
該
事
項
に
係
る

実
施
主
体
が
当
該
事
項
に
係
る
事
業
所
に
よ
り
当
該
事
項
に
係
る
種
類
の
居

実
施
主
体
が
当
該
事
項
に
係
る
事
業
所
に
よ
り
当
該
事
項
に
係
る
種
類
の
居

宅
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
、
介
護
保
険
法
第
四
十

宅
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
、
介
護
保
険
法
第
四
十

一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

２　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
地

２　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
地
域

域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が
同
条
第
二
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ

住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が
同
条
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た

た
と
き
は
、
当
該
公
表
の
日
に
お
い
て
、
当
該
事
項
に
係
る
実
施
主
体
が
当

と
き
は
、
当
該
公
表
の
日
に
お
い
て
、
当
該
事
項
に
係
る
実
施
主
体
が
当
該

該
事
項
に
係
る
事
業
所
に
よ
り
当
該
事
項
に
係
る
種
類
の
地
域
密
着
型
サ
ー

事
項
に
係
る
事
業
所
に
よ
り
当
該
事
項
に
係
る
種
類
の
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ビ
ス
を
行
う
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
、
当
該
認
定
市
町
村
の

ス
を
行
う
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
、
当
該
認
定
市
町
村
の
長

長
か
ら
介
護
保
険
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
が
あ
っ
た
も
の

か
ら
介
護
保
険
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
が
あ
っ
た
も
の
と

と
み
な
す
。

み
な
す
。

３　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
地

３　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
地
域

域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が
同
条
第
二
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ

住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が
同
条
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た

た
と
き
は
、
当
該
公
表
の
日
に
お
い
て
、
当
該
事
項
に
係
る
実
施
主
体
が
当

と
き
は
、
当
該
公
表
の
日
に
お
い
て
、
当
該
事
項
に
係
る
実
施
主
体
が
当
該

該
事
項
に
係
る
事
業
所
に
よ
り
当
該
事
項
に
係
る
種
類
の
介
護
予
防
サ
ー
ビ

事
項
に
係
る
事
業
所
に
よ
り
当
該
事
項
に
係
る
種
類
の
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

ス
を
行
う
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
、
介
護
保
険
法
第
五
十
三
条

を
行
う
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
、
介
護
保
険
法
第
五
十
三
条
第
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第
一
項
本
文
の
指
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

一
項
本
文
の
指
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

４　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
地

４　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
地
域

域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が
同
条
第
二
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ

住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が
同
条
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た

た
と
き
は
、
当
該
公
表
の
日
に
お
い
て
、
当
該
事
項
に
係
る
実
施
主
体
が
当

と
き
は
、
当
該
公
表
の
日
に
お
い
て
、
当
該
事
項
に
係
る
実
施
主
体
が
当
該

該
事
項
に
係
る
事
業
所
に
よ
り
当
該
事
項
に
係
る
種
類
の
地
域
密
着
型
介
護

事
項
に
係
る
事
業
所
に
よ
り
当
該
事
項
に
係
る
種
類
の
地
域
密
着
型
介
護
予

予
防
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
、

防
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
、
当

当
該
認
定
市
町
村
の
長
か
ら
介
護
保
険
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
本
文
の

該
認
定
市
町
村
の
長
か
ら
介
護
保
険
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指

指
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

５　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
地

５　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
地
域

域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が
同
条
第
二
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ

住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が
同
条
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た

た
と
き
は
、
当
該
公
表
の
日
に
お
い
て
、
当
該
事
項
に
係
る
実
施
主
体
が
当

と
き
は
、
当
該
公
表
の
日
に
お
い
て
、
当
該
事
項
に
係
る
実
施
主
体
が
当
該

該
事
項
に
係
る
事
業
所
に
よ
り
当
該
事
項
に
係
る
種
類
の
第
一
号
介
護
事
業

事
項
に
係
る
事
業
所
に
よ
り
当
該
事
項
に
係
る
種
類
の
第
一
号
事
業
を
行
う

を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
第
一
号
介
護
事
業
に
つ
い
て
、
当
該
認
定
市
町

場
合
に
お
け
る
当
該
第
一
号
事
業
に
つ
い
て
、
当
該
認
定
市
町
村
の
長
か
ら

村
の
長
か
ら
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
三
第
一
項
の
指
定
が
あ

介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
三
第
一
項
の
指
定
が
あ
っ
た
も
の
と

っ
た
も
の
と
み
な
す
。

み
な
す
。

（
認
定
市
町
村
が
指
定
都
市
等
で
あ
る
場
合
の
読
替
え
） 

（
認
定
市
町
村
が
指
定
都
市
等
で
あ
る
場
合
の
読
替
え
） 

第
十
七
条
の
四
十
九　

認
定
市
町
村
が
指
定
都
市
等
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
第

第
十
七
条
の
四
十
二　

認
定
市
町
村
が
指
定
都
市
等
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
第

十
七
条
の
三
十
六
第
十
七
項
か
ら
第
二
十
項
ま
で
及
び
第
二
十
二
項
か
ら
第

十
七
条
の
三
十
六
第
十
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
及
び
第
十
五
項
か
ら
第
十
七

二
十
四
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
十
七
項
中
「
認
定
市

項
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
十
項
中
「
認
定
市
町
村
は
、

町
村
は
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
市
町
村

地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
市
町
村
は
、
」
と

は
、
」
と
、
「
第
十
七
条
の
四
十
八
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
載
し

、
「
第
十
七
条
の
四
十
一
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
載
し
よ
う
と
す

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と

る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
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こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

り
、
都
道
府
県
知
事
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

合
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
知
事
は
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
及
び
第
十
七

て
、
当
該
都
道
府
県
知
事
は
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
及
び
第
十
七
条
の
四
十

条
の
四
十
八
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
」
と
、
「
と
き
は
、

一
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
」
と
、
「
と
き
は
、
同
意
を
す

同
意
を
す
る
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
場
合
に
限
り
、
地
域
住
宅
団
地

る
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
場
合
に
限
り
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業

再
生
事
業
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

い
て
、
当
該
認
定
市
町
村
の
長
は
、
当
該
事
項
に
係
る
同
号
ハ
の
居
宅
サ
ー

該
認
定
市
町
村
の
長
は
、
当
該
事
項
に
係
る
同
号
ハ
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
種

ビ
ス
の
種
類
が
同
法
第
八
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
入
居
者
生
活

類
が
同
法
第
八
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
そ
の

介
護
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
と
き
は
、

他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
と
き
は
、
都
道
府
県

都
道
府
県
知
事
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
同
条
第
十
八
項
中

知
事
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
同
条
第
十
一
項
中
「
都
道
府

「
都
道
府
県
知
事
は
、
第
五
項
第
十
号
ハ
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
市
町
村
は

県
知
事
は
、
第
四
項
第
六
号
ハ
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
市
町
村
は
、
地
域
住

、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
第
五
項
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号

宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
第
四
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
ハ
」
と
、

ハ
」
と
、
「
に
お
い
て
、
前
項
の
同
意
を
し
よ
う
」
と
あ
る
の
は
「
に
限
る

「
に
お
い
て
、
前
項
の
同
意
を
し
よ
う
」
と
あ
る
の
は
「
に
限
る
。
）
を
記

。
）
を
記
載
し
よ
う
」
と
、
同
条
第
十
九
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る

載
し
よ
う
」
と
、
同
条
第
十
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
認

の
は
「
認
定
市
町
村
」
と
、
「
同
意
」
と
あ
る
の
は
「
規
定
に
よ
る
記
載
」

定
市
町
村
」
と
、
「
同
意
」
と
あ
る
の
は
「
規
定
に
よ
る
記
載
」
と
、
同
条

と
、
同
条
第
二
十
項
中
「
同
意
に
関
し
、
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「

第
十
三
項
中
「
同
意
に
関
し
、
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
規
定
に
よ

規
定
に
よ
る
記
載
に
関
し
、
認
定
市
町
村
」
と
、
同
条
第
二
十
二
項
中
「
認

る
記
載
に
関
し
、
認
定
市
町
村
」
と
、
同
条
第
十
五
項
中
「
認
定
市
町
村
は

定
市
町
村
は
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
市

、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
市
町
村
は
、
」

町
村
は
、
」
と
、
「
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て

と
、
「
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働

、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
の
同
意
を
得

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
知
事
は
」
と

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
知
事
は
」
と
あ
る
の
は
「

あ
る
の
は
「
に
つ
い
て
は
」
と
、
「
と
き
は
、
同
意
を
す
る
」
と
あ
る
の
は

に
つ
い
て
は
」
と
、
「
と
き
は
、
同
意
を
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
場
合
に
限

「
場
合
に
限
り
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き

り
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
、
同

る
」
と
、
同
条
第
二
十
三
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
市

条
第
十
六
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
市
町
村
」
と
、
「
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町
村
」
と
、
「
同
意
」
と
あ
る
の
は
「
規
定
に
よ
る
記
載
」
と
、
同
条
第
二

同
意
」
と
あ
る
の
は
「
規
定
に
よ
る
記
載
」
と
、
同
条
第
十
七
項
中
「
同
意

十
四
項
中
「
同
意
に
関
し
、
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
規
定
に
よ
る

に
関
し
、
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
規
定
に
よ
る
記
載
に
関
し
、
認

記
載
に
関
し
、
認
定
市
町
村
」
と
す
る
。

定
市
町
村
」
と
す
る
。

（
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
の
実
施
） 

（
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
の
実
施
） 

第
十
七
条
の
五
十　

地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
第
十
七
条
の
三
十
六
第

第
十
七
条
の
四
十
三　

地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
第
十
七
条
の
三
十
六

五
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
事
項

第
四
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
事

に
係
る
実
施
主
体
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
当
該
地
域
住
宅
団
地
再
生

項
に
係
る
実
施
主
体
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
当
該
地
域
住
宅
団
地
再

事
業
計
画
に
即
し
て
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
を
実
施
す
る

生
事
業
計
画
に
即
し
て
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
を
実
施
す

た
め
の
計
画
（
以
下
「
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
」
と

る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
」

い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
当
該
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利

と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
当
該
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送

便
増
進
事
業
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

利
便
増
進
事
業
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

（
略
）

２　

（
略
）

３　

住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
の
実
施
主
体
は
、
住
宅
団
地
再

３　

住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
の
実
施
主
体
は
、
住
宅
団
地
再

生
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
定
市

生
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か

町
村
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

じ
め
、
認
定
市
町
村
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
・
５　

（
略
）

４
・
５　

（
略
）

（
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
） 
（
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
） 

第
十
七
条
の
五
十
一　

（
略
）

第
十
七
条
の
四
十
四　

（
略
）

２
～
７　

（
略
）

２
～
７　

（
略
）

８　

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送

８　

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送

利
便
増
進
実
施
計
画
（
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き

利
便
増
進
実
施
計
画
（
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
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は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
七
条
の
五
十
九
に
お
い

は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
七
条
の
五
十
一
に
お
い

て
「
認
定
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
が

て
「
認
定
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
が

第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
同

第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
同

項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
認
定
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計

項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
認
定
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計

画
に
従
っ
て
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
を
実
施
し
て
い
な
い

画
に
従
っ
て
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
を
実
施
し
て
い
な
い

と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

９　

（
略
）

９　

（
略
）

（
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
等
の
特
例
） 

（
道
路
運
送
法
の
特
例
） 

第
十
七
条
の
五
十
二　

（
略
）

第
十
七
条
の
四
十
五　

（
略
）

（
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
登
録
等
の
特
例
） 

 

第
十
七
条
の
五
十
三　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
五
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
事
項

（
新
設
） 

が
記
載
さ
れ
た
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が
同
条
第
二
十
九
項
の
規
定

 

に
よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
公
表
の
日
に
お
い
て
、
当
該
事
項
に
係

 

る
実
施
主
体
は
、
道
路
運
送
法
第
七
十
九
条
の
登
録
若
し
く
は
同
法
第
七
十

 

九
条
の
七
第
一
項
の
変
更
登
録
を
受
け
、
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

 

届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
の
実
施
） 

（
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
の
実
施
） 

第
十
七
条
の
五
十
四　

地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
第
十
七
条
の
三
十
六

第
十
七
条
の
四
十
六　

地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
第
十
七
条
の
三
十
六

第
五
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
事

第
四
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
事

項
に
係
る
実
施
主
体
（
以
下
「
共
同
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
共
同
し
て

項
に
係
る
実
施
主
体
（
以
下
「
共
同
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
共
同
し
て
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、
当
該
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
即
し
て
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送

、
当
該
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
即
し
て
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送

共
同
化
事
業
を
実
施
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送

共
同
化
事
業
を
実
施
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送

共
同
化
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
当
該
住
宅

共
同
化
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
当
該
住
宅

団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。 

団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。 

２　

（
略
） 

２　

（
略
） 

３　

共
同
事
業
者
は
、
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
を
作
成
し

３　

共
同
事
業
者
は
、
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
を
作
成
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
認
定
市
町
村
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
認
定
市
町
村
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ

 

ば
な
ら
な
い
。 

４
・
５　

（
略
）

４
・
５　

（
略
）

第
十
七
条
の
五
十
五　

（
略
）

第
十
七
条
の
四
十
七　

（
略
）

（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の
特
例
） 

（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の
特
例
） 

第
十
七
条
の
五
十
六　

（
略
）

第
十
七
条
の
四
十
八　

（
略
）

第
十
七
条
の
五
十
七　

共
同
事
業
者
が
そ
の
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化

第
十
七
条
の
四
十
九　

共
同
事
業
者
が
そ
の
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化

実
施
計
画
に
つ
い
て
第
十
七
条
の
五
十
五
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は

実
施
計
画
に
つ
い
て
第
十
七
条
の
四
十
七
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は

、
当
該
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
住
宅
団

、
当
該
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
住
宅
団

地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
の
う
ち
、
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
二
十
条

地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
の
う
ち
、
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
二
十
条

若
し
く
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
許
可
若
し
く
は
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項

若
し
く
は
第
四
十
五
条
第
一
項
の
許
可
若
し
く
は
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項

若
し
く
は
第
四
十
六
条
第
二
項
の
認
可
を
受
け
、
又
は
同
法
第
二
十
五
条
第

若
し
く
は
第
四
十
六
条
第
二
項
の
認
可
を
受
け
、
又
は
同
法
第
二
十
五
条
第

三
項
若
し
く
は
第
四
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な

三
項
若
し
く
は
第
四
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
許
可
若
し
く
は
認
可
を

ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
許
可
若
し
く
は
認
可
を
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受
け
、
又
は
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

受
け
、
又
は
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

２　

（
略
）

２　

（
略
）

（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
特
例
） 

（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
特
例
） 

第
十
七
条
の
五
十
八　

共
同
事
業
者
が
そ
の
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化

第
十
七
条
の
五
十　

共
同
事
業
者
が
そ
の
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実

実
施
計
画
に
つ
い
て
第
十
七
条
の
五
十
五
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は

施
計
画
に
つ
い
て
第
十
七
条
の
四
十
七
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、

、
当
該
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
住
宅
団

当
該
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
住
宅
団
地

地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
の
う
ち
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
第
三
条

再
生
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
の
う
ち
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
第
三
条
の

の
許
可
若
し
く
は
同
法
第
九
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
、
又
は
同
条
第
三
項

許
可
若
し
く
は
同
法
第
九
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
、
又
は
同
条
第
三
項
の

の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら

規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の

の
規
定
に
よ
り
許
可
若
し
く
は
認
可
を
受
け
、
又
は
届
出
を
し
た
も
の
と
み

規
定
に
よ
り
許
可
若
し
く
は
認
可
を
受
け
、
又
は
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な

な
す
。

す
。

第
十
七
条
の
五
十
九　

（
略
）

第
十
七
条
の
五
十
一　

（
略
）

（
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
の
行
う
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の

（
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
の
行
う
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の

作
成
等
に
必
要
な
調
査
等
の
業
務
） 

作
成
等
に
必
要
な
調
査
等
の
業
務
） 

第
十
七
条
の
六
十　

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
は
、
独
立
行
政
法
人
都
市

第
十
七
条
の
五
十
二　

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
は
、
独
立
行
政
法
人
都

再
生
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

市
再
生
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す

業
務
の
ほ
か
、
認
定
市
町
村
が
認
定
地
域
再
生
計
画
に
基
づ
き
地
域
住
宅
団

る
業
務
の
ほ
か
、
認
定
市
町
村
が
認
定
地
域
再
生
計
画
に
基
づ
き
地
域
住
宅

地
再
生
事
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
認
定
市
町
村
か
ら
の
委
託
に
基

団
地
再
生
事
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
認
定
市
町
村
か
ら
の
委
託
に

づ
き
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の
作
成
又
は
地
域
住
宅
団
地
再
生
事

基
づ
き
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の
作
成
又
は
地
域
住
宅
団
地
再
生

業
の
実
施
に
必
要
な
調
査
、
調
整
及
び
技
術
の
提
供
の
業
務
で
あ
っ
て
、
第

事
業
の
実
施
に
必
要
な
調
査
、
調
整
及
び
技
術
の
提
供
の
業
務
で
あ
っ
て
、
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十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
施
設
又
は
同
項
第
三
号
に
規

第
十
七
条
の
三
十
六
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
施
設
又
は
同
項
第
三
号
に

定
す
る
高
年
齢
者
向
け
住
宅
の
整
備
に
係
る
も
の
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

規
定
す
る
高
年
齢
者
向
け
住
宅
の
整
備
に
係
る
も
の
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

。

第
十
七
条
の
六
十
一
～
第
十
七
条
の
六
十
五　

（
略
）

第
十
七
条
の
五
十
三
～
第
十
七
条
の
五
十
七　

（
略
）

（
農
用
地
区
域
の
変
更
の
特
例
） 

（
農
用
地
区
域
の
変
更
の
特
例
） 

第
十
七
条
の
六
十
六　

第
十
七
条
の
六
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ

第
十
七
条
の
五
十
八　

第
十
七
条
の
五
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ

た
地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
整
備
計
画
に
記
載
さ
れ
た
地
域
農
林
水
産
業

た
地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
整
備
計
画
に
記
載
さ
れ
た
地
域
農
林
水
産
業

振
興
施
設
の
用
に
供
す
る
土
地
を
農
用
地
区
域
か
ら
除
外
す
る
た
め
に
行
う

振
興
施
設
の
用
に
供
す
る
土
地
を
農
用
地
区
域
か
ら
除
外
す
る
た
め
に
行
う

農
用
地
区
域
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律

農
用
地
区
域
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律

第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
十
七
条
の
六
十
七　

（
略
） 

第
十
七
条
の
五
十
九　

（
略
） 

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
株
式
会
社
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
機
構
の
業
務

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
株
式
会
社
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
機
構
の
業
務

が
営
ま
れ
る
場
合
に
は
、
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備

が
営
ま
れ
る
場
合
に
は
、
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備

等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
十
七
条
第
一
項
第
六
号
中
「
に
掲
げ
る
」
と

等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
十
七
条
第
一
項
第
六
号
中
「
に
掲
げ
る
」
と

あ
る
の
は
「
及
び
地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
十
七

あ
る
の
は
「
及
び
地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
十
七

条
の
六
十
七
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
」
と
、
同
法
第
五
十
二
条
第
一
項
第
十

条
の
五
十
九
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
」
と
、
同
法
第
五
十
二
条
第
一
項
第
十

三
号
中
「
前
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
各
号
及
び
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の

三
号
中
「
前
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
各
号
及
び
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の

六
十
七
第
一
項
各
号
」
と
、
同
法
第
六
十
二
条
及
び
第
六
十
三
条
第
一
項
中

五
十
九
第
一
項
各
号
」
と
、
同
法
第
六
十
二
条
及
び
第
六
十
三
条
第
一
項
中

「
こ
の
法
律
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
法
律
又
は
地
域
再
生
法
」
と
、
同
法
第

「
こ
の
法
律
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
法
律
又
は
地
域
再
生
法
」
と
、
同
法
第

六
十
六
条
中
「
に
掲
げ
る
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の

六
十
六
条
中
「
に
掲
げ
る
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
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六
十
七
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
」
と
、
同
法
第
九
十
二
条
中
「
第
六
十
三
条

五
十
九
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
」
と
、
同
法
第
九
十
二
条
中
「
第
六
十
三
条

第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条
第
一
項
（
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の

第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条
第
一
項
（
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の

六
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下

五
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条

第
一
項
」
と
、
同
法
第
九
十
三
条
第
八
号
中
「
第
六
十
二
条
第
二
項
」
と
あ

第
一
項
」
と
、
同
法
第
九
十
三
条
第
八
号
中
「
第
六
十
二
条
第
二
項
」
と
あ

る
の
は
「
第
六
十
二
条
第
二
項
（
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
六
十
七
第
二
項

る
の
は
「
第
六
十
二
条
第
二
項
（
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
五
十
九
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。

第
十
七
条
の
六
十
八
～
第
十
七
条
の
七
十　

（
略
）

第
十
七
条
の
六
十
～
第
十
七
条
の
六
十
二　

（
略
）

第
三
十
八
条　

第
十
七
条
の
二
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
職
業
安
定
法

第
三
十
八
条　

第
十
七
条
の
二
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
職
業
安
定
法

第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
停
止
の
命
令
に
違
反
し
て
、
労

第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
停
止
の
命
令
に
違
反
し
て
、
労

働
者
の
募
集
に
従
事
し
た
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以

働
者
の
募
集
に
従
事
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰

下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

金
に
処
す
る
。

第
三
十
九
条　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行

第
三
十
九
条　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役

為
を
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る

又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

。一　

第
十
七
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
届
出
を
し
な
い
で

一　

第
十
七
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
届
出
を
し
な
い
で

、
労
働
者
の
募
集
に
従
事
し
た
と
き
。 
、
労
働
者
の
募
集
に
従
事
し
た
者 

二　

第
十
七
条
の
二
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
職
業
安
定
法
第
三
十

二　

第
十
七
条
の
二
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
職
業
安
定
法
第
三
十

七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
。 

七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
従
わ
な
か
っ
た
者 

三　

第
十
七
条
の
二
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
職
業
安
定
法
第
三
十

三　

第
十
七
条
の
二
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
職
業
安
定
法
第
三
十
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九
条
又
は
第
四
十
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

九
条
又
は
第
四
十
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

第
四
十
条　

第
十
七
条
の
五
十
九
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の

第
四
十
条　

第
十
七
条
の
五
十
一
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の

報
告
を
し
た
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
百
万
円
以
下
の
罰
金

報
告
を
し
た
者
は
、
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

に
処
す
る
。

第
四
十
一
条　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行

第
四
十
一
条　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の

為
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

罰
金
に
処
す
る
。 

一　

第
十
七
条
の
十
八
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
届
出
を

一　

第
十
七
条
の
十
八
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
届
出
を

し
な
い
で
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
て
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
規

し
な
い
で
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
て
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
規

定
す
る
行
為
を
し
た
と
き
。 

定
す
る
行
為
を
し
た
者 

二　

第
十
七
条
の
二
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
職
業
安
定
法
第
五
十

二　

第
十
七
条
の
二
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
職
業
安
定
法
第
五
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者 

。
三　

第
十
七
条
の
二
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
職
業
安
定
法
第
五
十

三　

第
十
七
条
の
二
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
職
業
安
定
法
第
五
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
若
し
く
は
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
若
し
く
は
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し

く
は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳

く
は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳

述
を
し
た
と
き
。 

述
を
し
た
者 

四　

第
十
七
条
の
二
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
職
業
安
定
法
第
五
十

四　

第
十
七
条
の
二
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
職
業
安
定
法
第
五
十

一
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
た
と
き
。

一
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
た
者

別
表
（
第
六
条
の
二
関
係
）

別
表
（
第
六
条
の
二
関
係
）
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に

国
土
交
通
大
臣

同
法
第
五
条
第

地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に

国
土
交
通
大
臣

同
法
第
五
条
第

関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に

及
び
総
務
大
臣

十
一
項
（
同
条

関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五

及
び
総
務
大
臣

十
一
項
（
同
条

よ
り
作
成
し
た
地
域
公
共
交
通
計
画
（

第
十
三
項
に
お

十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

第
十
三
項
に
お

当
該
地
域
公
共
交
通
計
画
の
変
更
が
あ

い
て
準
用
す
る

り
作
成
し
た
地
域
公
共
交
通
計
画
（
当

い
て
準
用
す
る

っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）

場
合
を
含
む
。

該
地
域
公
共
交
通
計
画
の
変
更
が
あ
っ

場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
よ

た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）

）
の
規
定
に
よ

る
送
付

る
送
付

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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○　

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
四
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

（
公
表
が
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
の
登
録
と
み
な
さ
れ
る
場
合
の
取
扱
い

 

） 
 

第
三
十
四
条
の
六　

地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
十
七

（
新
設
） 

条
の
三
十
六
第
一
項
（
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の
作
成
）
に
規
定
す

 

る
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の
同
条
第
二
十
九
項
（
同
条
第
三
十
項
に

 

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
表
が
別
表
第
一
第
百

 

二
十
五
号
の
三
の
規
定
に
よ
り
道
路
運
送
法
第
七
十
九
条
（
登
録
）
の
自
家

 

用
有
償
旅
客
運
送
者
の
登
録
又
は
同
法
第
七
十
九
条
の
七
第
一
項
（
変
更
登

 

録
等
）
の
変
更
登
録
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
地
域
再
生
法
第
十
七
条

 

の
三
十
六
第
十
五
項
の
同
意
を
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
域
住
宅
団
地

再
生
事
業
計
画
に
係
る
同
条
第
二
十
七
項
の
同
意
を
得
る
た
め
の
申
出
を
同

条
第
十
五
項
の
同
意
を
し
た
者
の
当
該
登
録
又
は
変
更
登
録
に
係
る
申
請
と

み
な
し
て
、
前
章
及
び
こ
の
章
の
規
定
を
適
用
す
る
。

別
表
第
一　

課
税
範
囲
、
課
税
標
準
及
び
税
率
の
表
（
第
二
条
、
第
五
条
、
第

別
表
第
一　

課
税
範
囲
、
課
税
標
準
及
び
税
率
の
表
（
第
二
条
、
第
五
条
、
第

九
条
、
第
十
条
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
―
第
十
七
条
、
第
十
七
条
の
三
―

九
条
、
第
十
条
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
―
第
十
七
条
、
第
十
七
条
の
三
―

第
十
九
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
三
十
四
条
―
第
三
十
四
条
の

第
十
九
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
三
十
四
条
―
第
三
十
四
条
の

六
関
係
）

五
関
係
）
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登
記
、
登
録
、
特
許
、
免
許
、
許
可
、

 
 

登
記
、
登
録
、
特
許
、
免
許
、
許
可
、

 
 

認
可
、
認
定
、
指
定
又
は
技
能
証
明
の

課
税
標
準 

税　

率 

認
可
、
認
定
、
指
定
又
は
技
能
証
明
の

課
税
標
準 

税　

率 

事
項

事
項

一
～
百
二
十
四　

（
略
）

一
～
百
二
十
四　

（
略
）

百
二
十
五　

道
路
運
送
事
業
の
許
可
又
は
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可 

百
二
十
五　

道
路
運
送
事
業
の
許
可
又
は
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可 

（
注
）
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
五
十
二
（
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業

（
注
）
地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
四

の
許
可
等
の
特
例
）
、
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す

十
五
（
道
路
運
送
法
の
特
例
）
、
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再

る
法
律
第
十
五
条
（
道
路
運
送
法
の
特
例
）
、
第
二
十
七
条
の
四
第

生
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
（
道
路
運
送
法
の
特
例
）
、
第
二
十
七

一
項
（
道
路
運
送
法
の
特
例
）
、
第
二
十
七
条
の
十
（
道
路
運
送
法

条
の
四
第
一
項
（
道
路
運
送
法
の
特
例
）
、
第
二
十
七
条
の
十
（
道

の
特
例
）
、
第
二
十
七
条
の
十
八
第
一
項
（
道
路
運
送
法
の
特
例
）

路
運
送
法
の
特
例
）
、
第
二
十
七
条
の
十
八
第
一
項
（
道
路
運
送
法

（
同
法
第
二
十
九
条
の
九
（
鉄
道
事
業
再
構
築
事
業
等
に
関
す
る
規

の
特
例
）
（
同
法
第
二
十
九
条
の
九
（
鉄
道
事
業
再
構
築
事
業
等
に

定
の
準
用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
九
条

関
す
る
規
定
の
準
用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

の
七
第
一
項
（
道
路
運
送
法
の
特
例
）
若
し
く
は
第
三
十
四
条
第
一

二
十
九
条
の
七
第
一
項
（
道
路
運
送
法
の
特
例
）
若
し
く
は
第
三
十

項
（
道
路
運
送
法
の
特
例
）
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す

四
条
第
一
項
（
道
路
運
送
法
の
特
例
）
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促

る
法
律
第
三
十
条
（
道
路
運
送
法
の
特
例
）
の
規
定
に
よ
り
一
般
旅

進
に
関
す
る
法
律
第
三
十
条
（
道
路
運
送
法
の
特
例
）
の
規
定
に
よ

客
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
又
は
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
を
受
け

り
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
又
は
事
業
計
画
の
変
更
の
認

た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
五

可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
地
域
再
生
法
第
十

十
一
第
三
項
（
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認

七
条
の
四
十
四
第
三
項
（
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施

定
）
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の

計
画
の
認
定
）
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
住
宅
団
地
再
生
道
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便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
、
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に

路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
、
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及

関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
三
項
（
道
路
運
送
高
度
化
実
施
計
画
の
認

び
再
生
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
三
項
（
道
路
運
送
高
度
化
実
施

定
）
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

計
画
の
認
定
）
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

に
よ
る
道
路
運
送
高
度
化
実
施
計
画
の
認
定
、
同
法
第
二
十
七
条
の

）
の
規
定
に
よ
る
道
路
運
送
高
度
化
実
施
計
画
の
認
定
、
同
法
第
二

三
第
二
項
（
地
域
旅
客
運
送
サ
ー
ビ
ス
継
続
実
施
計
画
の
認
定
）
（

十
七
条
の
三
第
二
項
（
地
域
旅
客
運
送
サ
ー
ビ
ス
継
続
実
施
計
画
の

同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

認
定
）
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

地
域
旅
客
運
送
サ
ー
ビ
ス
継
続
実
施
計
画
の
認
定
、
同
法
第
二
十
七

定
に
よ
る
地
域
旅
客
運
送
サ
ー
ビ
ス
継
続
実
施
計
画
の
認
定
、
同
法

条
の
七
第
三
項
（
貨
客
運
送
効
率
化
実
施
計
画
の
認
定
）
（
同
条
第

第
二
十
七
条
の
七
第
三
項
（
貨
客
運
送
効
率
化
実
施
計
画
の
認
定
）

十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

（
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に

じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
貨
客
運
送
効
率
化
実
施
計
画
の
認
定
、
同
法

お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
貨
客
運
送
効
率
化
実
施
計
画
の
認

第
二
十
七
条
の
十
五
第
二
項
（
地
域
公
共
交
通
利
便
増
進
実
施
計
画

定
、
同
法
第
二
十
七
条
の
十
五
第
二
項
（
地
域
公
共
交
通
利
便
増
進

の
認
定
）
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
こ
れ
ら
の

実
施
計
画
の
認
定
）
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び

規
定
を
同
法
第
二
十
九
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
二
十
九
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

）
の
規
定
に
よ
る
地
域
公
共
交
通
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
、
同

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
地
域
公
共
交
通
利
便
増
進
実
施
計
画
の

法
第
二
十
九
条
の
四
第
六
項
（
交
通
手
段
再
構
築
実
証
事
業
計
画
の

認
定
、
同
法
第
二
十
九
条
の
四
第
六
項
（
交
通
手
段
再
構
築
実
証
事

作
成
）
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

業
計
画
の
作
成
）
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

定
に
よ
る
交
通
手
段
再
構
築
実
証
事
業
計
画
の
公
表
若
し
く
は
同
法

。
）
の
規
定
に
よ
る
交
通
手
段
再
構
築
実
証
事
業
計
画
の
公
表
若
し

第
三
十
条
第
三
項
（
新
地
域
旅
客
運
送
事
業
計
画
の
認
定
）
の
規
定

く
は
同
法
第
三
十
条
第
三
項
（
新
地
域
旅
客
運
送
事
業
計
画
の
認
定

に
よ
る
新
地
域
旅
客
運
送
事
業
計
画
の
認
定
又
は
都
市
の
低
炭
素
化

）
の
規
定
に
よ
る
新
地
域
旅
客
運
送
事
業
計
画
の
認
定
又
は
都
市
の

の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
十
九
条
第
三
項
（
道
路
運
送
利
便
増
進

低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
十
九
条
第
三
項
（
道
路
運
送

実
施
計
画
の
認
定
）
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

利
便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
）
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る

む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
道
路
運
送
利

場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
道

便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
は
当
該
許
可
又
は
事
業
計
画
の
変
更
の
認

路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
は
当
該
許
可
又
は
事
業
計
画
の
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可
と
、
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
第
三
十

変
更
の
認
可
と
、
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法

四
条
第
二
項
又
は
特
定
地
域
及
び
準
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用

律
第
三
十
四
条
第
二
項
又
は
特
定
地
域
及
び
準
特
定
地
域
に
お
け
る

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
特
別
措
置

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る

法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
八
条
の
八
第
一
項
（
道

特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
八
条
の
八
第

路
運
送
法
の
特
例
）
若
し
く
は
第
十
三
条
第
一
項
（
道
路
運
送
法
の

一
項
（
道
路
運
送
法
の
特
例
）
若
し
く
は
第
十
三
条
第
一
項
（
道
路

特
例
）
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
を
受
け
た
も
の
と

運
送
法
の
特
例
）
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
を
受
け

み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に

た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及

関
す
る
法
律
第
三
十
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の

び
再
生
に
関
す
る
法
律
第
三
十
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条

規
定
に
よ
る
新
地
域
旅
客
運
送
事
業
計
画
の
変
更
の
認
定
又
は
特
定

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
新
地
域
旅
客
運
送
事
業
計
画
の
変
更
の
認
定

地
域
及
び
準
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業

又
は
特
定
地
域
及
び
準
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車

の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
八
条
の
七
第
一
項

運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
八
条
の

（
事
業
者
計
画
の
認
可
）
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
計
画
の
認
可
若
し

七
第
一
項
（
事
業
者
計
画
の
認
可
）
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
計
画
の

く
は
同
法
第
十
一
条
第
四
項
（
活
性
化
事
業
計
画
の
認
定
）
（
同
条

認
可
若
し
く
は
同
法
第
十
一
条
第
四
項
（
活
性
化
事
業
計
画
の
認
定

第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
活
性

）
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

化
事
業
計
画
の
認
定
は
当
該
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
と
、
地
域
再

よ
る
活
性
化
事
業
計
画
の
認
定
は
当
該
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
と

生
法
第
十
七
条
の
五
十
二
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る

、
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
四
十
五
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進

法
律
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
特
定
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可

に
関
す
る
法
律
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
特
定
旅
客
自
動
車
運
送
事

を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
地
域
再
生
法
第
十
七

業
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
地
域
再
生

条
の
五
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便

法
第
十
七
条
の
四
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
住
宅
団
地
再
生
道
路

増
進
実
施
計
画
の
認
定
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法

運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に

律
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計

関
す
る
法
律
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
運
送
利
便
増

画
の
認
定
は
当
該
許
可
と
、
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
五
十
八
（
貨

進
実
施
計
画
の
認
定
は
当
該
許
可
と
、
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
五

物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
特
例
）
、
流
通
業
務
総
合
効
率
化
促
進
法

十
（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
特
例
）
、
流
通
業
務
総
合
効
率
化
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第
十
条
第
一
項
（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
特
例
）
、
地
域
公
共

促
進
法
第
十
条
第
一
項
（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
特
例
）
、
地

交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七
条
の
十
一
（
貨

域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七
条
の
十

物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
特
例
）
、
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第

一
（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
特
例
）
、
福
島
復
興
再
生
特
別
措

七
十
一
条
第
一
項
（
流
通
機
能
向
上
事
業
に
係
る
許
認
可
等
の
特
例

置
法
第
七
十
一
条
第
一
項
（
流
通
機
能
向
上
事
業
に
係
る
許
認
可
等

）
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
十
六
条
（
貨

の
特
例
）
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
十
六

物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
特
例
）
の
規
定
に
よ
り
一
般
貨
物
自
動
車

条
（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
特
例
）
の
規
定
に
よ
り
一
般
貨
物

運
送
事
業
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
地

自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お

域
再
生
法
第
十
七
条
の
五
十
五
第
三
項
（
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送

け
る
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
四
十
七
第
三
項
（
住
宅
団
地
再
生
貨

共
同
化
実
施
計
画
の
認
定
）
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
認
定
）
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共

施
計
画
の
認
定
、
流
通
業
務
総
合
効
率
化
促
進
法
第
四
条
第
一
項
（

同
化
実
施
計
画
の
認
定
、
流
通
業
務
総
合
効
率
化
促
進
法
第
四
条
第

総
合
効
率
化
計
画
の
認
定
）
の
規
定
に
よ
る
総
合
効
率
化
計
画
の
認

一
項
（
総
合
効
率
化
計
画
の
認
定
）
の
規
定
に
よ
る
総
合
効
率
化
計

定
、
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七

画
の
認
定
、
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
第

条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
貨
客
運
送
効
率
化
実
施
計
画
の
認
定

二
十
七
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
貨
客
運
送
効
率
化
実
施
計
画

、
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
七
条
第
十
四
項
（
福
島
復
興
再
生

の
認
定
、
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
七
条
第
十
四
項
（
福
島
復

計
画
の
認
定
）
の
規
定
に
よ
る
福
島
復
興
再
生
計
画
の
認
定
若
し
く

興
再
生
計
画
の
認
定
）
の
規
定
に
よ
る
福
島
復
興
再
生
計
画
の
認
定

は
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
（
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
の

若
し
く
は
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
（
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区

準
用
）
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別

域
法
の
準
用
）
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
東
日
本
大
震
災
復

区
域
法
第
六
条
第
一
項
（
認
定
復
興
推
進
計
画
の
変
更
）
の
規
定
に

興
特
別
区
域
法
第
六
条
第
一
項
（
認
定
復
興
推
進
計
画
の
変
更
）
の

よ
る
福
島
復
興
再
生
計
画
の
変
更
の
認
定
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の

規
定
に
よ
る
福
島
復
興
再
生
計
画
の
変
更
の
認
定
又
は
都
市
の
低
炭

促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
十
三
条
第
三
項
（
貨
物
運
送
共
同
化
実
施

素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
十
三
条
第
三
項
（
貨
物
運
送
共
同

計
画
の
認
定
）
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

化
実
施
計
画
の
認
定
）
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

）
の
規
定
に
よ
る
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
認
定
は
当
該
許
可

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
認
定
は
当
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と
み
な
す
。

該
許
可
と
み
な
す
。

～

　

（
略
）

（
略
）

（
略
）

～

　

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（一）

（五）

（一）

（五）

百
二
十
五
の
二　

（
略
）

百
二
十
五
の
二　

（
略
）

百
二
十
五
の
三　

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
の
登
録 

百
二
十
五
の
三　

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
の
登
録 

（
注
）　

地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
五
十
三
（
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の

（
注
）　

地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七

登
録
等
の
特
例
）
の
規
定
に
よ
り
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
の
登
録

条
の
十
八
第
一
項
（
道
路
運
送
法
の
特
例
）
（
同
法
第
二
十
九
条
の

若
し
く
は
変
更
登
録
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る

九
（
鉄
道
事
業
再
構
築
事
業
等
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）
に
お
い
て

同
法
第
十
七
条
の
三
十
六
第
二
十
九
項
（
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
九
条
の
七
第
一
項
（
道
路

計
画
の
作
成
）
（
同
条
第
三
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

運
送
法
の
特
例
）
の
規
定
に
よ
り
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
の
登
録

。
）
の
規
定
に
よ
る
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の
公
表
又
は
地

又
は
変
更
登
録
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
法

域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七
条
の
十

第
二
十
七
条
の
十
五
第
二
項
（
地
域
公
共
交
通
利
便
増
進
実
施
計
画

八
第
一
項
（
道
路
運
送
法
の
特
例
）
（
同
法
第
二
十
九
条
の
九
（
鉄

の
認
定
）
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
こ
れ
ら
の

道
事
業
再
構
築
事
業
等
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）
に
お
い
て
準
用
す

規
定
を
同
法
第
二
十
九
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
の
登

）
の
規
定
に
よ
る
地
域
公
共
交
通
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
又
は

録
若
し
く
は
変
更
登
録
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け

同
法
第
二
十
九
条
の
四
第
六
項
（
交
通
手
段
再
構
築
実
証
事
業
計
画

る
同
法
第
二
十
七
条
の
十
五
第
二
項
（
地
域
公
共
交
通
利
便
増
進
実

の
作
成
）
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

施
計
画
の
認
定
）
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
こ

規
定
に
よ
る
交
通
手
段
再
構
築
実
証
事
業
計
画
の
公
表
は
、
当
該
登

れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
二
十
九
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

録
又
は
変
更
登
録
と
み
な
す
。

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
地
域
公
共
交
通
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認

定
若
し
く
は
同
法
第
二
十
九
条
の
七
第
一
項
（
道
路
運
送
法
の
特
例
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）
の
規
定
に
よ
り
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
の
登
録
若
し
く
は
変
更

登
録
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
法
第
二
十
九

条
の
四
第
六
項
（
交
通
手
段
再
構
築
実
証
事
業
計
画
の
作
成
）
（
同

条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
交

通
手
段
再
構
築
実
証
事
業
計
画
の
公
表
は
、
自
家
用
有
償
旅
客
運
送

者
の
登
録
又
は
変
更
登
録
と
み
な
す
。

・

　

（
略
）

（
略
）

（
略
）

・

　

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（一）

（二）

（一）

（二）

百
二
十
六
～
百
三
十
八
の
二　

（
略
）

百
二
十
六
～
百
三
十
八
の
二　

（
略
）

百
三
十
九　

貨
物
利
用
運
送
事
業
の
登
録
若
し
く
は
許
可
又
は
事
業
計
画
の

百
三
十
九　

貨
物
利
用
運
送
事
業
の
登
録
若
し
く
は
許
可
又
は
事
業
計
画
の

変
更
の
認
可 

変
更
の
認
可 

（
注
）
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十

（
注
）
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十

二
号
）
第
五
十
七
条
第
一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
（
貨
物
利

二
号
）
第
五
十
七
条
第
一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
（
貨
物
利

用
運
送
事
業
法
の
特
例
）
、
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
五
十
六
第
一

用
運
送
事
業
法
の
特
例
）
、
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
四
十
八
第
一

項
（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の
特
例
）
、
流
通
業
務
総
合
効
率
化
促

項
（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の
特
例
）
、
流
通
業
務
総
合
効
率
化
促

進
法
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の

進
法
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の

特
例
）
、
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
第
二

特
例
）
、
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
第
二

十
七
条
の
十
二
第
一
項
（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の
特
例
）
、
福
島

十
七
条
の
十
二
第
一
項
（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の
特
例
）
、
福
島

復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
七
十
一
条
第
一
項
（
流
通
機
能
向
上
事
業

復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
七
十
一
条
第
一
項
（
流
通
機
能
向
上
事
業

に
係
る
許
認
可
等
の
特
例
）
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す

に
係
る
許
認
可
等
の
特
例
）
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す

る
法
律
第
三
十
四
条
第
一
項
（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の
特
例
）
の

る
法
律
第
三
十
四
条
第
一
項
（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の
特
例
）
の
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規
定
に
よ
り
第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
登
録
又
は
変
更
登
録
を

規
定
に
よ
り
第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
登
録
又
は
変
更
登
録
を

受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
中
心
市
街
地
の
活
性
化

受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
中
心
市
街
地
の
活
性
化

に
関
す
る
法
律
第
四
十
八
条
第
一
項
（
特
定
民
間
中
心
市
街
地
活
性

に
関
す
る
法
律
第
四
十
八
条
第
一
項
（
特
定
民
間
中
心
市
街
地
活
性

化
事
業
計
画
の
認
定
）
の
規
定
に
よ
る
特
定
民
間
中
心
市
街
地
活
性

化
事
業
計
画
の
認
定
）
の
規
定
に
よ
る
特
定
民
間
中
心
市
街
地
活
性

化
事
業
計
画
の
認
定
若
し
く
は
同
法
第
四
十
九
条
第
一
項
（
認
定
特

化
事
業
計
画
の
認
定
若
し
く
は
同
法
第
四
十
九
条
第
一
項
（
認
定
特

定
民
間
中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
計
画
の
変
更
等
）
の
規
定
に
よ
る

定
民
間
中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
計
画
の
変
更
等
）
の
規
定
に
よ
る

認
定
特
定
民
間
中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
計
画
の
変
更
の
認
定
、
地

認
定
特
定
民
間
中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
計
画
の
変
更
の
認
定
、
地

域
再
生
法
第
十
七
条
の
五
十
五
第
三
項
（
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送

域
再
生
法
第
十
七
条
の
四
十
七
第
三
項
（
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送

共
同
化
実
施
計
画
の
認
定
）
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

共
同
化
実
施
計
画
の
認
定
）
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
住
宅

合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
住
宅

団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
認
定
、
流
通
業
務
総
合
効

団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
認
定
、
流
通
業
務
総
合
効

率
化
促
進
法
第
四
条
第
一
項
（
総
合
効
率
化
計
画
の
認
定
）
の
規
定

率
化
促
進
法
第
四
条
第
一
項
（
総
合
効
率
化
計
画
の
認
定
）
の
規
定

に
よ
る
総
合
効
率
化
計
画
の
認
定
若
し
く
は
流
通
業
務
総
合
効
率
化

に
よ
る
総
合
効
率
化
計
画
の
認
定
若
し
く
は
流
通
業
務
総
合
効
率
化

促
進
法
第
五
条
第
一
項
（
総
合
効
率
化
計
画
の
変
更
の
認
定
）
の
規

促
進
法
第
五
条
第
一
項
（
総
合
効
率
化
計
画
の
変
更
の
認
定
）
の
規

定
に
よ
る
総
合
効
率
化
計
画
の
変
更
の
認
定
、
地
域
公
共
交
通
の
活

定
に
よ
る
総
合
効
率
化
計
画
の
変
更
の
認
定
、
地
域
公
共
交
通
の
活

性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七
条
の
七
第
三
項
（
貨
客
運

性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七
条
の
七
第
三
項
（
貨
客
運

送
効
率
化
実
施
計
画
の
認
定
）
（
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る

送
効
率
化
実
施
計
画
の
認
定
）
（
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
貨

場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
貨

客
運
送
効
率
化
実
施
計
画
の
認
定
、
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第

客
運
送
効
率
化
実
施
計
画
の
認
定
、
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第

七
条
第
十
四
項
（
福
島
復
興
再
生
計
画
の
認
定
）
の
規
定
に
よ
る
福

七
条
第
十
四
項
（
福
島
復
興
再
生
計
画
の
認
定
）
の
規
定
に
よ
る
福

島
復
興
再
生
計
画
の
認
定
若
し
く
は
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
（
東

島
復
興
再
生
計
画
の
認
定
若
し
く
は
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
（
東

日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
の
準
用
）
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
の
準
用
）
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
六
条
第
一
項
（
認
定
復

用
す
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
六
条
第
一
項
（
認
定
復
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興
推
進
計
画
の
変
更
）
の
規
定
に
よ
る
福
島
復
興
再
生
計
画
の
変
更

興
推
進
計
画
の
変
更
）
の
規
定
に
よ
る
福
島
復
興
再
生
計
画
の
変
更

の
認
定
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
十
三
条

の
認
定
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
十
三
条

第
三
項
（
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
認
定
）
（
同
条
第
七
項
に

第
三
項
（
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
認
定
）
（
同
条
第
七
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
規
定
に
よ
る
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
認
定
は
当
該
登
録
又

の
規
定
に
よ
る
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
認
定
は
当
該
登
録
又

は
変
更
登
録
と
み
な
し
、
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
五
十
七
第
一
項

は
変
更
登
録
と
み
な
し
、
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
四
十
九
第
一
項

（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の
特
例
）
、
流
通
業
務
総
合
効
率
化
促
進

（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の
特
例
）
、
流
通
業
務
総
合
効
率
化
促
進

法
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の
特

法
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の
特

例
）
、
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
第
二
十

例
）
、
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
第
二
十

七
条
の
十
三
第
一
項
（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の
特
例
）
、
福
島
復

七
条
の
十
三
第
一
項
（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の
特
例
）
、
福
島
復

興
再
生
特
別
措
置
法
第
七
十
一
条
第
一
項
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の

興
再
生
特
別
措
置
法
第
七
十
一
条
第
一
項
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の

促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
十
五
条
第
一
項
（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法

促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
十
五
条
第
一
項
（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法

の
特
例
）
の
規
定
に
よ
り
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
許
可
又
は

の
特
例
）
の
規
定
に
よ
り
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
許
可
又
は

事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お

事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お

け
る
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
五
十
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
住
宅

け
る
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
四
十
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
住
宅

団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
認
定
、
流
通
業
務
総
合
効

団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
認
定
、
流
通
業
務
総
合
効

率
化
促
進
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
総
合
効
率
化
計
画
の
認

率
化
促
進
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
総
合
効
率
化
計
画
の
認

定
若
し
く
は
流
通
業
務
総
合
効
率
化
促
進
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定

定
若
し
く
は
流
通
業
務
総
合
効
率
化
促
進
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
総
合
効
率
化
計
画
の
変
更
の
認
定
、
地
域
公
共
交
通
の
活
性

に
よ
る
総
合
効
率
化
計
画
の
変
更
の
認
定
、
地
域
公
共
交
通
の
活
性

化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ

化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
貨
客
運
送
効
率
化
実
施
計
画
の
認
定
、
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置

る
貨
客
運
送
効
率
化
実
施
計
画
の
認
定
、
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置

法
第
七
条
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
福
島
復
興
再
生
計
画
の
認
定
若

法
第
七
条
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
る
福
島
復
興
再
生
計
画
の
認
定
若

し
く
は
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

し
く
は
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
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東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
福

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
福

島
復
興
再
生
計
画
の
変
更
の
認
定
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に

島
復
興
再
生
計
画
の
変
更
の
認
定
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に

関
す
る
法
律
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
貨
物
運
送
共
同
化

関
す
る
法
律
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
貨
物
運
送
共
同
化

実
施
計
画
の
認
定
は
当
該
許
可
又
は
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
と
み

実
施
計
画
の
認
定
は
当
該
許
可
又
は
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
と
み

な
す
。

な
す
。

～

　

（
略
）

（
略
）

（
略
）

～

　

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（一）

（八）

（一）

（八）

百
四
十
～
百
六
十　

（
略
）

百
四
十
～
百
六
十　

（
略
）
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○　

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
五
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　

案

現　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行

第
十
一
条　

（
略
） 

第
十
一
条　

（
略
） 

２　

機
構
は
、
前
項
の
業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。 

２　

機
構
は
、
前
項
の
業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。 

一
～
四　

（
略
） 

一
～
四　

（
略
） 

五　

地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
六
十
に

五　

地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
五
十
二

規
定
す
る
業
務 

に
規
定
す
る
業
務 

六
～
十　

（
略
） 

六
～
十　

（
略
） 

３　

（
略
）

３　

（
略
）
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域
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法
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部
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自
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‥
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‥
‥
‥
‥
‥
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市
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法
（
昭
和
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一
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法
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号
）
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抄
）

26
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‥
‥
‥
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‥
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‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
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送
法
（
昭
和
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六
年
法
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（
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28
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‥
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‥
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‥
‥
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介
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‥
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‥
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‥
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‥
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域
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自
主
性
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性
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る
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の
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た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
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す
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法
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和
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年
法
律
第
五
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八
号
）
に
よ
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改
正
後
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‥
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‥
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‥
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‥
‥
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法
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都
市
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生
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
号
）
（
抄
）

50
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○　

地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
（
抄
）

 

 

目
次第

一
章　

総
則
（
第
一
条
―

 

第
三
条
の
三
）

第
二
章　

地
域
再
生
基
本
方
針
（
第
四
条
―

 

第
四
条
の
三
）

第
三
章　

地
域
再
生
計
画
の
認
定
等
（
第
五
条
―

 

第
十
一
条
）

 

第
四
章　

地
域
再
生
協
議
会
（
第
十
二
条
）

 

第
五
章　

認
定
地
域
再
生
計
画
に
基
づ
く
事
業
に
対
す
る
特
別
の
措
置

 

第
一
節　

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
交
付
金
の
交
付
等
（
第
十
三
条
）

 

第
二
節　

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
寄
附
活
用
事
業
に
係
る
課
税
の
特
例
（
第
十
三
条
の
二
）

 

第
三
節　

地
域
再
生
支
援
利
子
補
給
金
等
の
支
給
（
第
十
四
条
・
第
十
五
条
）

 

第
四
節　

特
定
地
域
再
生
事
業
に
係
る
課
税
の
特
例
（
第
十
六
条
）

 

第
五
節　

地
方
債
の
特
例
（
第
十
七
条
）

第
六
節　

地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
の
作
成
等
（
第
十
七
条
の
二
―

 

第
十
七
条
の
六
）

第
七
節　

地
域
来
訪
者
等
利
便
増
進
活
動
計
画
の
作
成
等
（
第
十
七
条
の
七
―

 

第
十
七
条
の
十
二
）

第
八
節　

商
店
街
活
性
化
促
進
事
業
計
画
の
作
成
等
（
第
十
七
条
の
十
三
―

 

第
十
七
条
の
十
六
）

第
九
節　

地
域
再
生
土
地
利
用
計
画
の
作
成
等
（
第
十
七
条
の
十
七
―

 

第
十
七
条
の
二
十
二
）

 

第
十
節　

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
に
よ
る
貨
物
の
運
送
の
特
例
（
第
十
七
条
の
二
十
三
）

第
十
一
節　

生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
の
作
成
等
（
第
十
七
条
の
二
十
四
―

 

第
十
七
条
の
三
十
五
）

第
十
二
節　

地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の
作
成
等
（
第
十
七
条
の
三
十
六
―

 

第
十
七
条
の
五
十
三
）

 

第
十
三
節　

既
存
住
宅
活
用
農
村
地
域
等
移
住
促
進
事
業
計
画
の
作
成
等
（
第
十
七
条
の
五
十
四
・
第
十
七
条
の
五
十
五
）

第
十
四
節　

地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
整
備
計
画
の
作
成
等
（
第
十
七
条
の
五
十
六
―

 

第
十
七
条
の
五
十
八
）

 

第
十
五
節　

株
式
会
社
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
機
構
の
業
務
の
特
例
（
第
十
七
条
の
五
十
九
）

第
十
六
節　

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
等
の
認
定
等
の
手
続
の
特
例
（
第
十
七
条
の
六
十
―

 

第
十
七
条
の
六
十
二
）

 

第
十
七
節　

財
産
の
処
分
の
制
限
に
係
る
承
認
の
手
続
の
特
例
（
第
十
八
条
）

第
六
章　

地
域
再
生
推
進
法
人
（
第
十
九
条
―

 

第
二
十
三
条
）

第
七
章　

地
域
再
生
本
部
（
第
二
十
四
条
―

 

第
三
十
三
条
）

第
八
章　

雑
則
（
第
三
十
四
条
―

 

第
三
十
七
条
）

第
九
章　

罰
則
（
第
三
十
八
条
―

 

第
四
十
二
条
）

 

附
則
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（
地
域
再
生
計
画
の
認
定
）

第
五
条　

地
方
公
共
団
体
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
地
域
再
生
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
域
再
生
を
図
る
た
め
の
計
画
（
以
下

 

「
地
域
再
生
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２　

地
域
再
生
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

 

一　

地
域
再
生
計
画
の
区
域

 

二　

地
域
再
生
を
図
る
た
め
に
行
う
事
業
に
関
す
る
事
項

 

三　

計
画
期
間

 

３　

（
略
）

 

４　

第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
（
次
号
に
お
い
て
単
に
「
都
道
府
県
ま
ち
・
ひ
と
・

し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
」
と
い
う
。
）
に
同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
定
め
ら
れ
た
事
業
又
は
同
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
ま
ち
・
ひ
と

・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
（
次
号
に
お
い
て
単
に
「
市
町
村
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
」
と
い
う
。
）
に
同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
定

め
ら
れ
た
事
業
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
地
方
公
共
団
体
、
事
業
者
、
研
究
機
関
そ
の
他
の
多
様
な
主
体
と
の
連
携
又
は
分
野
の
異
な
る
施
策
相
互
の
有

 

機
的
な
連
携
を
図
る
こ
と
に
よ
り
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
行
わ
れ
る
も
の
そ
の
他
の
先
導
的
な
も
の
に
関
す
る
事
項

 

イ　

地
域
に
お
け
る
就
業
の
機
会
の
創
出
、
経
済
基
盤
の
強
化
又
は
生
活
環
境
の
整
備
に
資
す
る
事
業
（
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

 

　

結
婚
、
出
産
又
は
育
児
に
つ
い
て
の
希
望
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
社
会
環
境
の
整
備
に
資
す
る
事
業

(1)

 

　

移
住
及
び
定
住
の
促
進
に
資
す
る
事
業

(2)

 

　

地
域
社
会
を
担
う
人
材
の
育
成
及
び
確
保
に
資
す
る
事
業

(3)

 

　

観
光
の
振
興
、
農
林
水
産
業
の
振
興
そ
の
他
の
産
業
の
振
興
に
資
す
る
事
業

(4)

 

　

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体
が
地
域
再
生
を
図
る
た
め
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
な
政
策
課
題
の
解
決
に
資
す
る
事
業

(5)

(1)

(4)

 

ロ　

（
略
）

二　

都
道
府
県
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
に
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
法
第
九
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
定
め
ら
れ
た
事
業
又
は
市
町
村

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
に
同
法
第
十
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
定
め
ら
れ
た
事
業
で
あ
っ
て
前
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、

地
方
公
共
団
体
（
地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
普
通
交
付
税
の
交
付
を
受
け
な
い
こ
と
そ
の
他
の
政
令
で

定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
都
道
府
県
及
び
市
町
村
、
地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
四
条
第
一
項
の
一
部
事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
並
び
に
港
湾
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
港
務
局
を
除
く
。
）
が
法
人
か
ら
の
寄
附
（
当
該
事
業
の
実
施
に
必
要
な
費
用
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件

に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
、
そ
の
実
施
状
況
に
関
す
る
指
標
を
設
定
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
行
う
も
の
（
第
十
三
条
の

 

二
に
お
い
て
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
寄
附
活
用
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項

 

三
・
四　

（
略
）
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五　

次
に
掲
げ
る
地
域
に
お
い
て
、
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
そ
の
他
の
地
域
に
お
け
る
就
業
の
機
会
の
創
出
又
は
経
済
基
盤
の
強
化
に
資
す
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令

で
定
め
る
業
務
施
設
（
工
場
を
除
く
。
以
下
「
特
定
業
務
施
設
」
と
い
う
。
）
を
整
備
す
る
事
業
（
以
下
「
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
事
業
」
と
い

 
う
。
）
に
関
す
る
事
項

イ　

地
方
活
力
向
上
地
域
（
産
業
及
び
人
口
の
過
度
の
集
中
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
地
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
及

び
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
集
中
地
域
」
と
い
う
。
）
以
外
の
地
域
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
地
域
の
活
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
特
に
必
要
な
地

 

域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

ロ　

準
地
方
活
力
向
上
地
域
（
集
中
地
域
の
う
ち
、
人
口
の
過
度
の
集
中
を
是
正
す
る
必
要
が
あ
る
地
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
以
外

 

の
地
域
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
地
域
の
活
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
特
に
必
要
な
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

 

六
～
十　

（
略
）

十
一　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
（
自
然
的
経
済
的
社
会
的
条
件
か
ら
み
て
一
体
的
な
日
常
生
活
圏
を
構
成
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
、
住
宅
の
需
要
に
応
ず
る
た
め
一

体
的
に
開
発
さ
れ
た
相
当
数
の
住
宅
の
存
す
る
一
団
の
土
地
及
び
そ
の
周
辺
の
区
域
で
あ
っ
て
、
当
該
区
域
に
お
け
る
人
口
の
減
少
又
は
少
子
高
齢
化
の
進
展
に
対
応

し
た
都
市
機
能
の
維
持
又
は
増
進
及
び
良
好
な
居
住
環
境
の
確
保
（
以
下
「
住
宅
団
地
再
生
」
と
い
う
。
）
を
図
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
区
域
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
お
い
て
、
当
該
区
域
の
住
民
の
共
同
の
福
祉
又
は
利
便
の
向
上
を
図
る
た
め
に
行
う
事
業
で
あ
っ
て
、
地
域
に
お
け
る
就
業
の
機
会
の
創
出
又
は
生
活
環

 

境
の
整
備
に
資
す
る
も
の
（
以
下
「
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項

十
二　

農
村
地
域
等
移
住
促
進
区
域
（
人
口
の
減
少
に
よ
り
、
そ
の
活
力
の
維
持
に
支
障
を
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
農
村
地
域
そ
の
他
の
農

地
（
耕
作
（
農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
耕
作
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
農
作
物
の
栽
培
を
含
む

。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
目
的
に
供
さ
れ
る
土
地
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
採
草
放
牧
地
（
農
地
以
外
の
土
地
で
、
主
と
し
て
耕
作
又
は
養
畜
の
事

業
の
た
め
の
採
草
又
は
家
畜
の
放
牧
の
目
的
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
含
む
一
定
の
区
域
で
あ
っ
て
、
当
該
区
域
に
移
住
す
る
者
を
増
加
さ
せ
る

こ
と
に
よ
り
そ
の
活
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
当
該
農
村
地
域
等
移
住
促
進
区
域
に
移
住
す
る
者
（

以
下
「
農
村
地
域
等
移
住
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
当
該
農
村
地
域
等
移
住
促
進
区
域
内
に
お
け
る
既
存
の
住
宅
の
取
得
又
は
賃
借
（
第
十
七
条
の
五
十
四
第
三
項

第
二
号
及
び
第
十
七
条
の
五
十
五
に
お
い
て
「
既
存
住
宅
の
取
得
等
」
と
い
う
。
）
及
び
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
に
つ
い
て
の
同
法
第
三
条
第
一
項
本
文
に
掲
げ
る
権

利
の
取
得
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
農
村
地
域
等
移
住
促
進
区
域
へ
の
移
住
の
促
進
を
図
る
た
め
に
行
う
事
業
で
あ
っ
て
、
地
域
に
お
け
る
就
業
の
機
会
の
創
出

又
は
経
済
基
盤
の
強
化
に
資
す
る
も
の
（
第
十
七
条
の
五
十
四
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
既
存
住
宅
活
用
農
村
地
域
等
移
住
促
進
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
す

 

る
事
項

 

十
三　

（
略
）

十
四　

地
方
公
共
団
体
が
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
土
地
又
は
施
設
の
有
効
活
用
を
図
る
事
業
で
あ
っ
て
、
民
間
の
資
金
、
経
営
能
力
及
び
技
術
的
能
力
を
活
用
す
る
こ

と
に
よ
り
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
実
施
さ
れ
る
も
の
（
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号

）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
（
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
が
管
理
者
と
な
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
施
設
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）
を
伴
う
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
地
域
に
お
け
る
就
業
の
機
会
の
創
出
、
経
済
基
盤
の
強
化
又
は
生
活
環
境
の
整
備
に
資
す
る
も
の
（
第
十
七
条
の
五
十
九
第
一

 

項
に
お
い
て
「
民
間
資
金
等
活
用
公
共
施
設
等
整
備
事
業
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項
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十
五　

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
（
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域

計
画
（
第
十
項
及
び
第
十
七
条
の
六
十
に
お
い
て
単
に
「
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
」
と
い
う
。
）
が
作
成
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
地
域
に
お
け

 
る
就
業
の
機
会
の
創
出
、
経
済
基
盤
の
強
化
又
は
生
活
環
境
の
整
備
に
資
す
る
も
の
に
関
す
る
事
項

十
六　

中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
九
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
規
定
す
る
事
業
及
び
措
置
（
同
条
第
一
項

に
規
定
す
る
基
本
計
画
（
第
十
七
条
の
十
三
第
三
項
及
び
第
十
七
条
の
六
十
一
に
お
い
て
「
中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
が
作
成
さ
れ
て
い
る
も
の

 

に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
地
域
に
お
け
る
就
業
の
機
会
の
創
出
、
経
済
基
盤
の
強
化
又
は
生
活
環
境
の
整
備
に
資
す
る
も
の
に
関
す
る
事
項

十
七　

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
四
十
号
）
第
四
条
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
支
援

の
事
業
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
計
画
（
第
十
七
条
の
六
十
二
に
お
い
て
「
地
域
経
済
牽
引
事
業
促
進
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
が
作
成
さ
れ
て
い
る
も
の
に

 

限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
地
域
に
お
け
る
就
業
の
機
会
の
創
出
又
は
経
済
基
盤
の
強
化
に
資
す
る
も
の
に
関
す
る
事
項

 

十
八　

（
略
） 

５
～

　

（
略
）

18

 

 

第
一
節　

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
交
付
金
の
交
付
等

 

第
十
三
条　

国
は
、
認
定
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
認
定
地
域
再
生
計
画
に
第
五
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合

 

に
お
い
て
、
同
号
に
規
定
す
る
事
業
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
交
付
金
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
の
交
付
金
（
次
項
に
お
い
て
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
交
付
金
」
と
い
う
。
）
を
充
て
て
行
う
事
業
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七

年
法
律
第
百
八
十
号
）
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
国
の
負
担
又
は
補
助
は
、
当
該
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

 

、
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

 

３　

（
略
）

 

第
十
三
条
の
二　

法
人
が
、
認
定
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
寄
附
活
用
事
業
に
関
連
す
る
寄
附
を
し

た
と
き
は
、
当
該
法
人
に
対
す
る
道
府
県
民
税
、
事
業
税
及
び
市
町
村
民
税
並
び
に
法
人
税
の
課
税
に
つ
い
て
は
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号

 

）
及
び
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
課
税
の
特
例
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

 

 

第
五
節　

地
方
債
の
特
例

 

第
十
七
条　

認
定
地
方
公
共
団
体
が
認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
第
五
条
第
四
項
第
四
号
ハ
に
規
定
す
る
事
業
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
行
う
た
め
に
要

 

す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
債
を
も
っ
て
そ
の
財
源
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
の
認
定
等
）

第
十
七
条
の
二　

都
道
府
県
が
作
成
し
た
地
域
再
生
計
画
（
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
事
業
が
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
が
第
五
条
第
十
五
項
の
認

定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
事
業
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
を
実
施
す
る
個
人
事
業
者
又
は
法
人
は

、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
事
業
の
実
施
に
関
す
る
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
地
方
活
力
向
上
地

域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
当
該
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
が
適
当
で
あ
る
旨
の
認
定
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
都

 

道
府
県
の
知
事
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
都
道
府
県
知
事
」
と
い
う
。
）
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

集
中
地
域
の
う
ち
特
定
業
務
施
設
の
集
積
の
程
度
が
著
し
く
高
い
地
域
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
か
ら
特
定
業
務
施
設
を
認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い

 

る
地
方
活
力
向
上
地
域
又
は
準
地
方
活
力
向
上
地
域
に
移
転
し
て
整
備
す
る
事
業

二　

認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
地
方
活
力
向
上
地
域
（
産
業
基
盤
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限

 

る
。
）
に
お
い
て
特
定
業
務
施
設
を
整
備
す
る
事
業
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

 

２　

（
略
）

３　

認
定
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
が
次
に
掲
げ
る
基

 

準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

 

一　

認
定
地
域
再
生
計
画
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

二　

常
時
雇
用
す
る
従
業
員
の
数
が
内
閣
府
令
で
定
め
る
数
以
上
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
従
業
員
に
関
し
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

三　

円
滑
か
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

４
～
６　

（
略
）

 

 

（
認
定
事
業
者
に
対
す
る
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
）

第
十
七
条
の
六　

地
方
税
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
総
務
省
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
が
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
措
置
が
総
務
省

令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
地
方
交
付
税
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
地
方
公
共
団
体
の
各
年
度
に
お
け
る
基
準
財
政
収
入
額
は

、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
当
該
各
年
度
分
の
減
収
額
（
事
業
税
又
は
固
定
資
産
税
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
措
置
に
よ
る
減
収
額
に
あ
っ
て
は

、
こ
れ
ら
の
措
置
が
さ
れ
た
最
初
の
年
度
以
降
三
箇
年
度
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
同
条
の
規
定
に
よ
る

当
該
地
方
公
共
団
体
の
当
該
各
年
度
（
こ
れ
ら
の
措
置
が
総
務
省
令
で
定
め
る
日
以
後
に
お
い
て
行
わ
れ
た
と
き
は
、
当
該
減
収
額
に
つ
い
て
当
該
各
年
度
の
翌
年
度
）

 

に
お
け
る
基
準
財
政
収
入
額
と
な
る
べ
き
額
か
ら
控
除
し
た
額
と
す
る
。

一　

認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
地
方
活
力
向
上
地
域
又
は
準
地
方
活
力
向
上
地
域
内
に
お
い
て
認
定
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
（

第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
従
っ
て
特
定
業
務
施
設
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
認
定
事
業
者
に
つ
い
て
、
当
該
特
定

業
務
施
設
に
係
る
事
業
に
対
す
る
事
業
税
、
当
該
特
定
業
務
施
設
の
用
に
供
す
る
建
物
若
し
く
は
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
取
得
に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
若
し
く
は

当
該
特
定
業
務
施
設
の
用
に
供
す
る
機
械
及
び
装
置
、
建
物
若
し
く
は
構
築
物
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
敷
地
で
あ
る
土
地
に
対
す
る
固
定
資
産
税
を
課
さ
な
い
こ
と
又
は

 

こ
れ
ら
の
地
方
税
に
係
る
不
均
一
の
課
税
を
す
る
こ
と
。
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二　

認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
地
方
活
力
向
上
地
域
内
に
お
い
て
認
定
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
（
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二

号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
従
っ
て
特
定
業
務
施
設
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
認
定
事
業
者
に
つ
い
て
、
当
該
特
定
業
務
施
設
の
用
に
供
す
る
建

物
若
し
く
は
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
取
得
に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
又
は
当
該
特
定
業
務
施
設
の
用
に
供
す
る
機
械
及
び
装
置
、
建
物
若
し
く
は
構
築
物
若
し
く
は

 

こ
れ
ら
の
敷
地
で
あ
る
土
地
に
対
す
る
固
定
資
産
税
に
係
る
不
均
一
の
課
税
を
す
る
こ
と
。

 

 

（
地
域
来
訪
者
等
利
便
増
進
活
動
計
画
の
認
定
等
）

 

第
十
七
条
の
七　

（
略
）

 

２
～

　

（
略
）

10

　

認
定
市
町
村
は
、
第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
地
域
来
訪
者
等
利
便
増
進
活
動
計
画
に
つ
い
て
、
第
八
項
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項

11
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
都
市
公
園
の
公
園
管
理
者
（
都
市
公
園
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
園
管
理
者
を
い
う
。
第
十
七
条
の
十
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

 

協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

～

　

（
略
）

12

14

 

 

（
地
域
再
生
土
地
利
用
計
画
の
作
成
）

 

第
十
七
条
の
十
七　

（
略
）

２　

認
定
市
町
村
は
、
前
項
の
協
議
を
行
う
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
、
農
業
委
員
会
（
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
条

第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
農
業
委
員
会
を
置
か
な
い
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
長
。
第
十
七
条
の
五
十
四
第
二
項
及
び
第
十
七
条
の
五
十
六
第
二

 

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
を
協
議
会
の
構
成
員
と
し
て
加
え
る
も
の
と
す
る
。

 

３
～

　

（
略
）

11

 

第
十
七
条
の
二
十
三　

第
五
条
第
四
項
第
九
号
に
規
定
す
る
事
業
が
記
載
さ
れ
た
地
域
再
生
計
画
が
同
条
第
十
五
項
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以
後
は
、

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
（
第
十
七
条
の
十
七
第
十
項
（
同
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
地
域
再
生
土
地
利
用
計
画

に
記
載
さ
れ
た
地
域
再
生
拠
点
区
域
内
に
そ
の
路
線
又
は
運
送
の
区
域
の
一
部
の
区
間
又
は
区
域
が
存
す
る
道
路
運
送
法
第
七
十
八
条
第
二
号
に
規
定
す
る
自
家
用
有
償

旅
客
運
送
を
行
う
者
に
限
る
。
）
は
、
旅
客
の
運
送
に
付
随
し
て
、
少
量
の
郵
便
物
、
新
聞
紙
そ
の
他
の
貨
物
（
そ
の
集
貨
又
は
配
達
が
認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ

 

れ
て
い
る
集
落
生
活
圏
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
運
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２　

（
略)

 

 

（
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
の
作
成
）

 

第
十
七
条
の
二
十
四　

（
略
）

 

２　

（
略
）
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３　

生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
は
、
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
地
域
の
区
域
を
記
載
す
る
ほ
か
、
お
お
む
ね
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

 
一
・
二　

（
略
）

三　

生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
地
域
に
お
い
て
提
供
す
べ
き
介
護
サ
ー
ビ
ス
（
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定

す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
（
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を
い
い
、
同
条
第
二
十
項
に
規
定
す

る
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
及
び
同
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、
介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
（
同
法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る

地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
い
い
、
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、
第
一
号
事
業
（
同
法

第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
事
業
を
い
い
、
同
号
ニ
に
規
定
す
る
第
一
号
介
護
予
防
支
援
事
業
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
の
介

護
保
険
に
係
る
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
当
該
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
を
確
保
す
る
た
め
に
認
定
市
町
村
が
講
ず

 

べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項

 

四
・
五　

（
略
）

 

４　

生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

一
～
六　

（
略
）

 

七　

生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
地
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
第
一
号
事
業
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

 

イ　

当
該
事
業
の
実
施
主
体

 

ロ　

当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
の
所
在
地

 

ハ　

第
一
号
事
業
の
種
類

 

ニ　

そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

 

八　

（
略
）

 

５　

（
略
）

６　

認
定
市
町
村
は
、
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
第
四
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
イ
の
実
施
主
体
が
同
号
ロ
の
事
業
所
で
あ
っ
て
当
該
認
定
市
町
村
の
区

域
内
に
所
在
す
る
も
の
に
よ
り
同
号
ハ
の
種
類
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
介
護
保
険
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
受
け
て
い
な

い
場
合
に
限
る
。
第
十
七
条
の
三
十
三
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
都
道
府
県
知
事
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
事
項
が
同
法
第
七
十
条
第
二
項
（
同
法
第
七
十
二
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
七
条
の
三
十
六
第
十
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定

を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
又
は
同
法
第
七
十
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
該
当

 

し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
同
意
を
す
る
も
の
と
す
る
。

 

７
～
９　

（
略
）

　

認
定
市
町
村
は
、
第
四
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
イ
の
実
施
主
体
が
同
号
ロ
の
事
業
所
で
あ
っ
て
当
該
認
定
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
も
の
に
よ
り
同
号

10
ハ
の
種
類
の
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
当
該
認
定
市
町
村
の
長
か
ら
介
護
保
険
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
を
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受
け
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
第
十
七
条
の
三
十
三
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
項
が
同
法
第
七
十
八
条
の
二
第
四
項
（
同
法
第
七
十
八
条
の
二

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
七
条
の
三
十
六
第
十
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項

 

本
文
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　

認
定
市
町
村
は
、
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
第
四
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
イ
の
実
施
主
体
が
同
号
ロ
の
事
業
所
で
あ
っ
て
当
該
認
定
市
町
村
の
区

11
域
内
に
所
在
す
る
も
の
に
よ
り
同
号
ハ
の
種
類
の
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
介
護
保
険
法
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
受

け
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
第
十
七
条
の
三
十
三
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
事
項
が
同
法
第
百
十
五
条
の
二
第
二
項
（
同
法

第
百
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
七
条
の
三
十
六
第
十
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
五
十

 

三
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
同
意
を
す
る
も
の
と
す
る
。

 

・

　

（
略
）

12

13

　

認
定
市
町
村
は
、
第
四
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
イ
の
実
施
主
体
が
同
号
ロ
の
事
業
所
で
あ
っ
て
当
該
認
定
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
も
の
に
よ
り
同
号

14
ハ
の
種
類
の
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
当
該
認
定
市
町
村
の
長
か
ら
介
護
保
険
法
第
五
十
四
条
の
二
第

一
項
本
文
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
第
十
七
条
の
三
十
三
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
項
が
同
法
第
百
十
五
条
の
十
二
第
二
項
（

同
法
第
百
十
五
条
の
十
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
七
条
の
三
十
六
第
十
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
法

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き

 

る
も
の
と
す
る
。

　

認
定
市
町
村
（
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
項
の
第
一
号
事
業
支
給
費
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
第
一
号
事
業
を
行
う
も
の

15
に
限
る
。
第
十
七
条
の
三
十
六
第
十
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
第
四
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
イ
の
実
施
主
体
が
同
号
ロ
の
事
業
所
で
あ
っ
て
当
該
認
定
市

町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
も
の
に
よ
り
同
号
ハ
の
種
類
の
第
一
号
事
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
当
該
第
一
号
事
業
に
つ
い
て
当
該
認
定
市
町
村
の
長
か
ら
同
法
第
百
十

五
条
の
四
十
五
の
三
第
一
項
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
と
き
に
限
る
。
第
十
七
条
の
三
十
三
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
項
が
同
法
第
百
十
五
条

の
四
十
五
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
三
第
一
項
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
生
涯
活
躍

 

の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

　

（
略
）

16　

生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
は
、
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
第
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
、
市
町
村

17
介
護
保
険
事
業
計
画
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
計
画
で
あ
っ
て
高
年
齢
者
の
居
住
、
保
健
、
医
療
又
は
福
祉
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
も
の
（
第
十
七
条
の
三
十
六

 

第
二
十
項
に
お
い
て
「
市
町
村
高
齢
者
居
住
安
定
確
保
計
画
等
」
と
い
う
。
）
と
の
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

・

　

（
略
）

18

19

 

 

（
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
届
出
の
特
例
）

第
十
七
条
の
三
十
二　

第
十
七
条
の
二
十
四
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
が
同
条
第
十
八
項
（
同
条
第
十
九
項
に
お
い
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て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
事
項
に
係
る
実
施
主
体
が
当
該
事
項
に
係
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
き
行
う
老

人
福
祉
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
、
そ
の
旨
を

当
該
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
指
定
都
市
等
の
区
域
内
に
所
在
す
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
都
市
等
の
長
。
第
十

 

七
条
の
四
十
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
届
け
出
る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
。

 

２　

（
略
）

 

 

（
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
に
係
る
指
定
の
特
例
）

 

第
十
七
条
の
三
十
三　

（
略
）

 

２
～
４　

（
略
）

５　

第
十
七
条
の
二
十
四
第
四
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
生
涯
活
躍
の
ま
ち
形
成
事
業
計
画
が
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該

公
表
の
日
に
お
い
て
、
当
該
事
項
に
係
る
実
施
主
体
が
当
該
事
項
に
係
る
事
業
所
に
よ
り
当
該
事
項
に
係
る
種
類
の
第
一
号
事
業
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
第
一
号
事

 

業
に
つ
い
て
、
当
該
認
定
市
町
村
の
長
か
ら
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
三
第
一
項
の
指
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

 

 

（
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の
作
成
）

第
十
七
条
の
三
十
六　

認
定
市
町
村
は
、
協
議
会
に
お
け
る
協
議
を
経
て
、
認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
の
実
施
に
関
す
る
計
画
（

 

以
下
「
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

認
定
市
町
村
は
、
前
項
の
協
議
を
行
う
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
を
協
議
会
の
構
成
員
と
し
て
加
え
る
も
の

 

と
す
る
。

 

３　

地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
は
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
の
区
域
を
記
載
す
る
ほ
か
、
お
お
む
ね
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

 

一　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
け
る
住
宅
団
地
再
生
の
方
向
性
そ
の
他
の
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針

二　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
住
宅
団
地
再
生
を
図
る
た
め
に
整
備
す
べ
き
医
療
施
設
、
福
祉
施
設
、
商
業
施
設
そ
の
他
の
当
該
区
域
の
住
民
の
共
同
の
福
祉

 

又
は
利
便
の
た
め
必
要
な
施
設
及
び
必
要
な
土
地
の
確
保
、
費
用
の
補
助
そ
の
他
の
当
該
施
設
を
整
備
す
る
た
め
に
認
定
市
町
村
が
講
ず
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項

三　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
整
備
す
べ
き
高
年
齢
者
向
け
住
宅
及
び
必
要
な
土
地
の
確
保
、
費
用
の
補
助
そ
の
他
の
当
該
高
年
齢
者
向
け
住
宅
を
整
備
す
る

 

た
め
に
認
定
市
町
村
が
講
ず
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項

四　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
提
供
す
べ
き
介
護
サ
ー
ビ
ス
及
び
当
該
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
を
確
保
す
る
た
め
に
認
定
市
町
村
が
講
ず
べ
き
施
策
に
関

 

す
る
事
項

 

五　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
公
共
交
通
機
関
の
利
用
者
の
利
便
の
増
進
を
図
る
た
め
に
認
定
市
町
村
が
講
ず
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項

 

六　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
貨
物
の
運
送
の
共
同
化
そ
の
他
の
貨
物
の
運
送
の
合
理
化
を
図
る
た
め
に
認
定
市
町
村
が
講
ず
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項

 

七　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
事
項

 

４　

地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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一　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
認
定
市
町
村
が
行
う
住
宅
団
地
再
生
建
築
物
整
備
事
業
（
都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
第
一
種
低
層
住
居
専

用
地
域
、
第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
又
は
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
内
に
お
い
て
、
住
宅
団
地
再
生
を
図
る
た
め
に
必
要
な

 
建
築
物
の
整
備
を
促
進
す
る
事
業
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

 

イ　

当
該
事
業
を
実
施
す
る
区
域

 

ロ　

当
該
事
業
の
内
容

ハ　

当
該
事
業
に
係
る
建
築
物
の
整
備
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
（
イ
に
掲
げ
る
区
域
内
の
用
途
地
域
（
建
築
基
準
法
第
四
十
八
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
用
途
地
域

 

を
い
う
。
）
の
指
定
の
目
的
に
反
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）

二　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
認
定
市
町
村
が
行
う
特
別
用
途
地
区
住
宅
団
地
再
生
建
築
物
整
備
事
業
（
建
築
基
準
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く

条
例
で
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
制
限
を
緩
和
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
別
用
途
地
区
（
都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ

る
特
別
用
途
地
区
を
い
う
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
内
に
お
い
て
、
住
宅
団
地
再
生
を
図
る
た
め
に
必
要
な
建
築
物
の
整
備
を
促
進
す
る
事
業
を
い
う
。
）
に
関
す
る

 

次
に
掲
げ
る
事
項

 

イ　

当
該
事
業
を
実
施
す
る
区
域

 

ロ　

当
該
事
業
の
内
容

ハ　

当
該
事
業
に
係
る
特
別
用
途
地
区
に
つ
い
て
建
築
基
準
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で
定
め
よ
う
と
す
る
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
四

 

項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
制
限
の
緩
和
の
内
容

三　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
認
定
市
町
村
が
行
う
地
区
計
画
等
住
宅
団
地
再
生
建
築
物
整
備
事
業
（
建
築
基
準
法
第
六
十
八
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
制
限
を
緩
和
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
区
計
画
等
（
都
市
計
画
法
第

四
条
第
九
項
に
規
定
す
る
地
区
計
画
等
を
い
い
、
同
法
第
十
二
条
の
四
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
集
落
地
区
計
画
を
除
く
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
域
内
に
お
い

 

て
、
住
宅
団
地
再
生
を
図
る
た
め
に
必
要
な
建
築
物
の
整
備
を
促
進
す
る
事
業
を
い
う
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

 

イ　

当
該
事
業
を
実
施
す
る
区
域

 

ロ　

当
該
事
業
の
内
容

ハ　

当
該
事
業
に
係
る
地
区
計
画
等
の
区
域
に
つ
い
て
建
築
基
準
法
第
六
十
八
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で
定
め
よ
う
と
す

 

る
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
制
限
の
緩
和
の
内
容

四　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
認
定
市
町
村
が
行
う
都
市
計
画
住
宅
団
地
再
生
建
築
物
等
整
備
事
業
（
市
町
村
が
定
め
る
都
市
計
画
の
決
定
又
は
変
更
を
す
る

こ
と
に
よ
り
、
住
宅
団
地
再
生
を
図
る
た
め
に
必
要
な
建
築
物
そ
の
他
の
施
設
の
整
備
を
促
進
す
る
事
業
を
い
う
。
第
十
七
条
の
三
十
九
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す

 

る
次
に
掲
げ
る
事
項

 

イ　

当
該
事
業
を
実
施
す
る
区
域

 

ロ　

当
該
事
業
の
内
容

 

ハ　

当
該
事
業
に
係
る
都
市
計
画
に
定
め
る
べ
き
事
項

 

五　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
有
料
老
人
ホ
ー
ム
を
整
備
す
る
事
業
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
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イ　

当
該
事
業
の
実
施
主
体

 
ロ　

当
該
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
所
在
地

 
ハ　

そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

 

六　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

 

イ　

当
該
事
業
の
実
施
主
体

 

ロ　

当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
の
所
在
地

 

ハ　

居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

 

ニ　

そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

 

七　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

 

イ　

当
該
事
業
の
実
施
主
体

 

ロ　

当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
の
所
在
地

 

ハ　

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

 

ニ　

そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

 

八　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

 

イ　

当
該
事
業
の
実
施
主
体

 

ロ　

当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
の
所
在
地

 

ハ　

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

 

ニ　

そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

 

九　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

 

イ　

当
該
事
業
の
実
施
主
体

 

ロ　

当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
の
所
在
地

 

ハ　

地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

 

ニ　

そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

 

十　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
第
一
号
事
業
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

 

イ　

当
該
事
業
の
実
施
主
体

 

ロ　

当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
の
所
在
地

 

ハ　

第
一
号
事
業
の
種
類

 

ニ　

そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

十
一　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
の
区
間
が
地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
内
に
存
す

る
路
線
に
係
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
い
う
。
第
十
七
条
の
四
十
四
第
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三
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
特
定
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
同
法
第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
い
う
。
同
項
第
三
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
経
営
し
、
又
は
経
営
し
よ
う
と
す
る
者
が
こ
れ
ら
の
事
業
の
利
用
者
の
利
便
の
増
進
を
図
る
た
め
に
実
施
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
住
宅
団
地
再
生
に
資

 
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

 

イ　

当
該
事
業
の
実
施
主
体

 

ロ　

当
該
事
業
の
内
容

十
二　

地
域
住
宅
団
地
再
生
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
（
第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法

律
第
八
十
二
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
を
い
う
。
第
十
七
条
の
四
十
七
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
二
種
貨
物
利
用

運
送
事
業
（
同
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
を
い
う
。
第
十
七
条
の
四
十
七
第
三
項
第
四
号
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
一

般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
を
い
う
。
第
十
七
条
の
四
十
七
第
三
項
第
五
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
経
営
し
、
又
は
経
営
し
よ
う
と
す
る
二
以
上
の
者
が
、
集
貨
、
配
達
そ
の
他
の
貨
物
の
運
送
（
こ
れ
に
付
随
す
る
業
務
を
含
む
。
）
の
共
同
化
を
行

 

う
事
業
で
あ
っ
て
、
住
宅
団
地
再
生
に
資
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

 

イ　

当
該
事
業
の
実
施
主
体

 

ロ　

当
該
事
業
の
内
容

５　

認
定
市
町
村
は
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
国
土
交

 

通
大
臣
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６　

認
定
市
町
村
は
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
第
四
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
同
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項
の
案
を
、
当
該
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
当
該
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を

 

添
え
て
、
当
該
公
告
の
日
か
ら
二
週
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７　

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
認
定
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
同
項
の
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
縦
覧
に
供
さ
れ
た
事
項
の
案
に
つ

 

い
て
、
認
定
市
町
村
に
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８　

認
定
市
町
村
は
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
第
四
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
市
町
村
都
市
計
画
審
議
会
（
当

該
認
定
市
町
村
に
市
町
村
都
市
計
画
審
議
会
が
置
か
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
認
定
市
町
村
の
存
す
る
都
道
府
県
の
都
道
府
県
都
市
計
画
審
議
会
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
意
見
書
の
要
旨
を
提
出
し
、
同
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
市
町
村
都
市
計
画
審
議
会
に
付
議
し
、
そ
の

 

議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９　

地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
第
四
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
都
市
計
画

法
（
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

 

を
除
く
。
）
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
決
定
又
は
変
更
に
係
る
手
続
の
例
に
よ
る
。

　

認
定
市
町
村
は
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
第
四
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
イ
の
実
施
主
体
が
同
号
ロ
の
事
業
所
で
あ
っ
て
当
該
認
定
市
町
村
の
区
域

10
内
に
所
在
す
る
も
の
に
よ
り
同
号
ハ
の
種
類
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
介
護
保
険
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い

場
合
に
限
る
。
第
十
七
条
の
四
十
一
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
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都
道
府
県
知
事
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
事
項
が
同
法
第
七
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十

一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
又
は
同
法
第
七
十
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
し
な
い
こ

 

と
が
で
き
る
場
合
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
同
意
を
す
る
も
の
と
す
る
。

　

都
道
府
県
知
事
は
、
第
四
項
第
六
号
ハ
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
が
介
護
保
険
法
第
八
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省

11
令
で
定
め
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
同
意
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
関
係
市
町
村
の
長
に
対
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
通
知
し

 

、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
当
該
関
係
市
町
村
の
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
と
の
調
整
を
図
る
見
地
か
ら
の
意
見
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

都
道
府
県
知
事
は
、
介
護
保
険
法
第
七
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
市
町
村
の
長
か
ら
通
知
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
第
十
項
の
同
意
を
し
よ
う
と
す
る

12

 

と
き
は
、
当
該
関
係
市
町
村
の
長
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

前
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
関
係
市
町
村
の
長
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
十
項
の
同
意
に
関
し
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
当
該
関

13

 

係
市
町
村
の
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
と
の
調
整
を
図
る
見
地
か
ら
の
意
見
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

認
定
市
町
村
は
、
第
四
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
イ
の
実
施
主
体
が
同
号
ロ
の
事
業
所
で
あ
っ
て
当
該
認
定
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
も
の
に
よ
り
同
号

14
ハ
の
種
類
の
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
当
該
認
定
市
町
村
の
長
か
ら
介
護
保
険
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
を

受
け
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
第
十
七
条
の
四
十
一
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
項
が
同
法
第
七
十
八
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
四

十
二
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

 

と
す
る
。

　

認
定
市
町
村
は
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
第
四
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
イ
の
実
施
主
体
が
同
号
ロ
の
事
業
所
で
あ
っ
て
当
該
認
定
市
町
村
の
区
域

15
内
に
所
在
す
る
も
の
に
よ
り
同
号
ハ
の
種
類
の
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
介
護
保
険
法
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
受
け

て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
第
十
七
条
の
四
十
一
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
事
項
が
同
法
第
百
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

 

よ
り
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
同
意
を
す
る
も
の
と
す
る
。

　

都
道
府
県
知
事
は
、
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
市
町
村
の
長
か
ら
通
知
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
同
意
を
し
よ
う
と

16

 

す
る
と
き
は
、
当
該
関
係
市
町
村
の
長
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

前
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
関
係
市
町
村
の
長
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
十
五
項
の
同
意
に
関
し
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
当
該

17

 

関
係
市
町
村
の
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
と
の
調
整
を
図
る
見
地
か
ら
の
意
見
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

認
定
市
町
村
は
、
第
四
項
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
イ
の
実
施
主
体
が
同
号
ロ
の
事
業
所
で
あ
っ
て
当
該
認
定
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
も
の
に
よ
り
同
号

18
ハ
の
種
類
の
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
当
該
認
定
市
町
村
の
長
か
ら
介
護
保
険
法
第
五
十
四
条
の
二
第

一
項
本
文
の
指
定
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。
第
十
七
条
の
四
十
一
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
項
が
同
法
第
百
十
五
条
の
十
二
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
同
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
記
載
す

 

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　

認
定
市
町
村
は
、
第
四
項
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
イ
の
実
施
主
体
が
同
号
ロ
の
事
業
所
で
あ
っ
て
当
該
認
定
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
も
の
に
よ
り
同
号

19
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ハ
の
種
類
の
第
一
号
事
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
当
該
第
一
号
事
業
に
つ
い
て
当
該
認
定
市
町
村
の
長
か
ら
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
三
第
一
項
の
指
定
を

受
け
て
い
な
い
と
き
に
限
る
。
第
十
七
条
の
四
十
一
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
項
が
同
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

同
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
三
第
一
項
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
記
載
す
る
こ
と

 

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　

地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
は
、
都
市
計
画
、
都
市
計
画
法
第
十
八
条
の
二
の
市
町
村
の
都
市
計
画
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
及
び
市
町
村
高
齢
者
居
住
安
定
確
保

20

 

計
画
等
と
の
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

認
定
市
町
村
は
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
関
係
行
政
機
関
の
長
及
び
関
係
都
道
府
県
知
事

21

 

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

　

第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

22

 

 

（
建
築
物
の
建
築
等
の
許
可
の
特
例
）

第
十
七
条
の
三
十
七　

前
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が
同
条
第
二
十
一
項
（
同
条
第
二
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
公
表
の
日
以
後
は
、
当
該
事
項
に
係
る
住
宅
団
地
再
生
建
築
物
整
備
事
業
を
実
施
す
る
区
域

内
の
建
築
物
に
対
す
る
建
築
基
準
法
第
四
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
八
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
特
定
行
政
庁
が
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
行
政
庁
が
、
地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律

第
二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
三
十
六
第
二
十
一
項
（
同
条
第
二
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地

域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
定
め
ら
れ
た
同
条
第
四
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
基
本
的
な
方
針
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基
本
的
方
針
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る

と
認
め
て
許
可
し
た
場
合
そ
の
他
」
と
、
「
認
め
、
」
と
あ
る
の
は
「
認
め
て
許
可
し
た
場
合
、
」
と
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
の
た
だ
し
書
の
規
定
中

「
特
定
行
政
庁
が
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
行
政
庁
が
、
基
本
的
方
針
に
適
合
す
る
と
認
め
て
許
可
し
た
場
合
そ
の
他
」
と
、
「
認
め
、
」
と
あ
る
の
は
「
認
め
て
許
可
し

 

た
場
合
、
」
と
す
る
。

 

 

（
特
別
用
途
地
区
等
に
係
る
承
認
の
特
例
）

第
十
七
条
の
三
十
八　

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が
第
十
七
条
の
三
十
六
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き
は

 

、
当
該
公
表
の
日
に
お
い
て
、
当
該
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
を
作
成
し
た
認
定
市
町
村
に
対
す
る
当
該
各
号
に
定
め
る
承
認
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

 

一　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項　

建
築
基
準
法
第
四
十
九
条
第
二
項
の
承
認

 

二　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項　

建
築
基
準
法
第
六
十
八
条
の
二
第
五
項
の
承
認

 

 

（
都
市
計
画
の
決
定
等
の
特
例
）

第
十
七
条
の
三
十
九　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が
同
条
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ

た
と
き
は
、
当
該
公
表
の
日
に
お
い
て
、
当
該
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
記
載
さ
れ
た
都
市
計
画
住
宅
団
地
再
生
建
築
物
等
整
備
事
業
に
係
る
都
市
計
画
の
決
定
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又
は
変
更
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

 

 

（
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
届
出
の
特
例
）

第
十
七
条
の
四
十　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が
同
条
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た

と
き
は
、
当
該
事
項
に
係
る
実
施
主
体
が
当
該
事
項
に
係
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
き
行
う
老
人
福
祉
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
は
、
同
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
、
そ
の
旨
を
当
該
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出

 

る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
。

２　

前
項
の
有
料
老
人
ホ
ー
ム
（
指
定
都
市
等
の
区
域
内
に
所
在
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
設
置
す
る
同
項
の
実
施
主
体
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
場
合
に
は

、
当
該
届
出
を
、
当
該
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
市
町
村
の
長
を
経
由
し
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
老
人
福
祉
法
第
二
十
九
条

 

第
四
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

 

 

（
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
に
係
る
指
定
の
特
例
）

第
十
七
条
の
四
十
一　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が
同
条
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ

た
と
き
は
、
当
該
公
表
の
日
に
お
い
て
、
当
該
事
項
に
係
る
実
施
主
体
が
当
該
事
項
に
係
る
事
業
所
に
よ
り
当
該
事
項
に
係
る
種
類
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
居
宅
サ
ー

 

ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
、
介
護
保
険
法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

２　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が
同
条
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該

公
表
の
日
に
お
い
て
、
当
該
事
項
に
係
る
実
施
主
体
が
当
該
事
項
に
係
る
事
業
所
に
よ
り
当
該
事
項
に
係
る
種
類
の
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

 

ス
事
業
に
つ
い
て
、
当
該
認
定
市
町
村
の
長
か
ら
介
護
保
険
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

３　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が
同
条
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該

公
表
の
日
に
お
い
て
、
当
該
事
項
に
係
る
実
施
主
体
が
当
該
事
項
に
係
る
事
業
所
に
よ
り
当
該
事
項
に
係
る
種
類
の
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

 

業
に
つ
い
て
、
介
護
保
険
法
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
指
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

４　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が
同
条
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該

公
表
の
日
に
お
い
て
、
当
該
事
項
に
係
る
実
施
主
体
が
当
該
事
項
に
係
る
事
業
所
に
よ
り
当
該
事
項
に
係
る
種
類
の
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
地
域
密
着

 

型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
、
当
該
認
定
市
町
村
の
長
か
ら
介
護
保
険
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

５　

第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
が
同
条
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該

公
表
の
日
に
お
い
て
、
当
該
事
項
に
係
る
実
施
主
体
が
当
該
事
項
に
係
る
事
業
所
に
よ
り
当
該
事
項
に
係
る
種
類
の
第
一
号
事
業
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
第
一
号
事

 

業
に
つ
い
て
、
当
該
認
定
市
町
村
の
長
か
ら
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
三
第
一
項
の
指
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

 

 

（
認
定
市
町
村
が
指
定
都
市
等
で
あ
る
場
合
の
読
替
え
）

第
十
七
条
の
四
十
二　

認
定
市
町
村
が
指
定
都
市
等
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
十
七
条
の
三
十
六
第
十
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
及
び
第
十
五
項
か
ら
第
十
七
項
ま
で
の
規
定
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の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
十
項
中
「
認
定
市
町
村
は
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
市
町
村
は
、
」
と
、
「
第
十
七
条
の
四
十
一
第
一

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
知
事
は
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
及
び
第
十
七
条
の
四
十
一
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
」
と
、
「
と
き
は

、
同
意
を
す
る
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
場
合
に
限
り
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

認
定
市
町
村
の
長
は
、
当
該
事
項
に
係
る
同
号
ハ
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
が
同
法
第
八
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
同
条
第
十
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
は
、
第
四
項
第
六
号
ハ
」

と
あ
る
の
は
「
認
定
市
町
村
は
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
第
四
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
号
ハ
」
と
、
「
に
お
い
て
、
前
項
の
同
意
を
し
よ
う
」
と
あ
る

の
は
「
に
限
る
。
）
を
記
載
し
よ
う
」
と
、
同
条
第
十
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
市
町
村
」
と
、
「
同
意
」
と
あ
る
の
は
「
規
定
に
よ
る
記
載
」

と
、
同
条
第
十
三
項
中
「
同
意
に
関
し
、
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
規
定
に
よ
る
記
載
に
関
し
、
認
定
市
町
村
」
と
、
同
条
第
十
五
項
中
「
認
定
市
町
村
は
、
地

域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
」
と
あ
る
の
は
「
認
定
市
町
村
は
、
」
と
、
「
を
記
載
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
知
事
は
」
と
あ
る
の
は
「
に
つ
い
て
は
」
と
、
「
と
き
は
、
同

意
を
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
場
合
に
限
り
、
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
、
同
条
第
十
六
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「

認
定
市
町
村
」
と
、
「
同
意
」
と
あ
る
の
は
「
規
定
に
よ
る
記
載
」
と
、
同
条
第
十
七
項
中
「
同
意
に
関
し
、
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
規
定
に
よ
る
記
載
に
関

 

し
、
認
定
市
町
村
」
と
す
る
。

 

 

（
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
の
実
施
）

第
十
七
条
の
四
十
三　

地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
事
項
に
係
る
実
施

主
体
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
当
該
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
即
し
て
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
を
実
施
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
住
宅

 

団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
当
該
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

 

２　

住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

一　

住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
を
実
施
す
る
区
域

 

二　

住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
の
内
容

 

三　

住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
の
実
施
予
定
期
間

 

四　

住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
の
資
金
計
画

 

五　

住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
の
実
施
に
よ
る
住
宅
団
地
再
生
の
効
果

 

六　

そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項

３　

住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
の
実
施
主
体
は
、
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
認
定
市

 

町
村
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
の
実
施
主
体
は
、
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
認
定
市
町
村

 

に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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５　

前
二
項
の
規
定
は
、
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 

 

（
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
）

第
十
七
条
の
四
十
四　

住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
の
実
施
主
体
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
、
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
が
住
宅
団
地

 

再
生
を
促
進
す
る
た
め
に
適
当
な
も
の
で
あ
る
旨
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
は
、
認
定
市
町
村
を
経
由
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
認
定
市
町
村
は
、
当
該
住
宅
団
地
再
生
道
路
運

 

送
利
便
増
進
実
施
計
画
を
検
討
し
、
意
見
が
あ
る
と
き
は
当
該
意
見
を
付
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３　

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
が
次
に
掲
げ

 

る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

 

一　

住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
項
が
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
照
ら
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二　

住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
項
が
当
該
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
を
確
実
に
遂
行
す
る
た
め
適
切
な
も
の
で
あ

 

る
こ
と
。

三　

住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
又
は
特
定
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
内
容
が
道
路
運
送
法
第
六
条

各
号
（
同
法
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
四
十
三
条
第
三
項
各
号
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
五

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
又
は
特
定
旅
客
自
動
車

 

運
送
事
業
の
実
施
主
体
が
同
法
第
七
条
各
号
（
同
法
第
四
十
三
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

４　

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
関
係
す
る
道
路
管
理
者
に
、
国
土
交
通
省
令
・
内
閣
府
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
関
係
す
る
公
安
委
員
会
に
、
そ
れ
ぞ
れ
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
道
路
管
理
者
の
意
見
を
聴
く
必
要
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通

 

省
令
で
定
め
る
場
合
、
又
は
公
安
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
必
要
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
・
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

５　

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
三
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
認
定
市
町
村
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

６　

第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
当
該
認
定
を
受
け
た
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を

 

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

７　

第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

８　

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
（
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更

後
の
も
の
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
七
条
の
五
十
一
に
お
い
て
「
認
定
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
が
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適

合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
同
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
認
定
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
に
従
っ
て
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増

 

進
事
業
を
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

 

９　

第
三
項
の
認
定
（
第
六
項
の
変
更
の
認
定
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

 

 

（
道
路
運
送
法
の
特
例
）
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第
十
七
条
の
四
十
五　

住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
の
実
施
主
体
が
そ
の
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
に
つ
い
て
前
条
第
三
項
の
認
定
を
受

け
た
と
き
は
、
当
該
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
の
う
ち
、
道
路
運
送
法
第
四
条
第
一
項
若

し
く
は
第
四
十
三
条
第
一
項
の
許
可
若
し
く
は
同
法
第
十
五
条
第
一
項
（
同
法
第
四
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
認
可
を
受
け
、
又
は
同
法

第
十
五
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
四
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

 

い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
許
可
若
し
く
は
認
可
を
受
け
、
又
は
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

 

 

（
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
の
実
施
）

第
十
七
条
の
四
十
六　

地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
第
十
七
条
の
三
十
六
第
四
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
事
項
に
係
る
実
施

主
体
（
以
下
「
共
同
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
共
同
し
て
、
当
該
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
即
し
て
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
を
実
施
す
る
た
め

の
計
画
（
以
下
「
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
当
該
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
を
実
施
す
る

 

も
の
と
す
る
。

 

２　

住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

一　

住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
を
実
施
す
る
区
域

 

二　

住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
の
内
容

 

三　

住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
の
実
施
予
定
期
間

 

四　

住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
の
資
金
計
画

 

五　

住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
の
実
施
に
よ
る
住
宅
団
地
再
生
の
効
果

六　

住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
に
係
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
十
一
条
（
同
法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
運
輸
に
関

 

す
る
協
定
を
締
結
す
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

 

七　

そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項

 

３　

共
同
事
業
者
は
、
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
認
定
市
町
村
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

４　

共
同
事
業
者
は
、
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
認
定
市
町
村
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

５　

前
二
項
の
規
定
は
、
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 

 

（
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
認
定
）

第
十
七
条
の
四
十
七　

共
同
事
業
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
、
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
が
住
宅
団
地
再
生
を
促
進
す
る
た
め
に
適
当
な
も
の
で
あ

 

る
旨
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
は
、
認
定
市
町
村
を
経
由
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
認
定
市
町
村
は
、
当
該
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運

 

送
共
同
化
実
施
計
画
を
検
討
し
、
意
見
が
あ
る
と
き
は
当
該
意
見
を
付
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３　

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
が
次
に
掲
げ
る
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基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

 
一　

住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
項
が
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
に
照
ら
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二　

住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
項
が
当
該
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
を
確
実
に
遂
行
す
る
た
め
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ

 

と
。

三　

住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
業
の
う
ち
、
第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
の
実
施
主
体

 

が
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
及
び
第
七
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

四　

住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
業
の
う
ち
、
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
（
外
国
人
国
際
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
（
貨
物
利
用

運
送
事
業
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
行
う
事
業
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
の
実
施

 

主
体
が
同
法
第
二
十
二
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
せ
ず
、
か
つ
、
そ
の
内
容
が
同
法
第
二
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五　

住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
業
の
う
ち
、
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
の
実
施
主
体

が
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
第
五
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
せ
ず
、
か
つ
、
そ
の
内
容
が
同
法
第
六
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

 

で
あ
る
こ
と
。

４　

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
業
の
う
ち
外
国

人
国
際
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
認
定
に
お
い
て
、
国
際
約
束
を
誠
実
に
履
行

す
る
と
と
も
に
、
国
際
貨
物
運
送
（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
六
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
国
際
貨
物
運
送
を
い
う
。
）
に
係
る
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
分

 

野
に
お
い
て
公
正
な
事
業
活
動
が
行
わ
れ
、
そ
の
健
全
な
発
達
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

 

５　

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
三
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
認
定
市
町
村
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

６　

第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
認
定
共
同
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
認
定
を
受
け
た
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
変
更
を
し
よ
う
と

 

す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

７　

第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

８　

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
（
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後

の
も
の
。
以
下
「
認
定
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
が
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
認
定
共

同
事
業
者
が
認
定
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
従
っ
て
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
を
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を

 

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

 

９　

第
三
項
の
認
定
（
第
六
項
の
変
更
の
認
定
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

 

 

（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の
特
例
）

第
十
七
条
の
四
十
八　

共
同
事
業
者
が
そ
の
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
つ
い
て
前
条
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運

送
共
同
化
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
の
う
ち
、
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
三
条
第
一
項
の
登
録
若
し
く
は
同
法
第
七
条
第
一
項
の

変
更
登
録
を
受
け
、
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
登
録
若
し
く
は
変
更
登
録
を
受
け
、
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又
は
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

２　

認
定
共
同
事
業
者
た
る
第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
三
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
者
を
い
う
。
）
が
認
定
共
同
事
業
者
た
る
他
の
運

送
事
業
者
と
認
定
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
従
っ
て
同
法
第
十
一
条
の
運
輸
に
関
す
る
協
定
を
締
結
し
た
と
き
は
、
当
該
協
定
に
つ
き
、
あ
ら
か
じ

め
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。
認
定
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
従
っ
て
同
条
の
運
輸
に
関
す
る
協
定
を
変
更
し
た
と
き
も

 

、
同
様
と
す
る
。

 

第
十
七
条
の
四
十
九　

共
同
事
業
者
が
そ
の
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
つ
い
て
第
十
七
条
の
四
十
七
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
住
宅
団

地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
の
う
ち
、
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
二
十
条
若
し
く
は
第
四
十
五
条
第
一
項

の
許
可
若
し
く
は
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
六
条
第
二
項
の
認
可
を
受
け
、
又
は
同
法
第
二
十
五
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に

 

よ
る
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
許
可
若
し
く
は
認
可
を
受
け
、
又
は
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

２　

認
定
共
同
事
業
者
た
る
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
者
（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
二
十
条
の
許
可
を
受
け
た
者
を
い
う
。
）
が
認
定
共
同
事
業
者
た
る
他
の
運
送
事

業
者
と
認
定
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
従
っ
て
同
法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
一
条
の
運
輸
に
関
す
る
協
定
を
締
結
し
た

と
き
は
、
当
該
協
定
に
つ
き
、
あ
ら
か
じ
め
、
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。
認
定
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実

 

施
計
画
に
従
っ
て
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
の
運
輸
に
関
す
る
協
定
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

 

 

（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
特
例
）

第
十
七
条
の
五
十　

共
同
事
業
者
が
そ
の
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
つ
い
て
第
十
七
条
の
四
十
七
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
住
宅
団
地

再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
の
う
ち
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
第
三
条
の
許
可
若
し
く
は
同
法
第
九
条
第

一
項
の
認
可
を
受
け
、
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
許
可
若
し
く
は
認
可
を
受
け
、
又

 

は
届
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

 

 

（
報
告
の
徴
収
）

第
十
七
条
の
五
十
一　

国
土
交
通
大
臣
は
、
認
定
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
事
業
又
は
認
定
住
宅

団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
に
記
載
さ
れ
た
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
事
業
の
実
施
主
体
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
事
業
の
実
施
の
状
況
に
つ
い

 

て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

（
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
の
行
う
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の
作
成
等
に
必
要
な
調
査
等
の
業
務
）

第
十
七
条
の
五
十
二　

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
は
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か

、
認
定
市
町
村
が
認
定
地
域
再
生
計
画
に
基
づ
き
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
認
定
市
町
村
か
ら
の
委
託
に
基
づ
き
、
地
域
住
宅
団
地
再
生

事
業
計
画
の
作
成
又
は
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
の
実
施
に
必
要
な
調
査
、
調
整
及
び
技
術
の
提
供
の
業
務
で
あ
っ
て
、
第
十
七
条
の
三
十
六
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
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る
施
設
又
は
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
高
年
齢
者
向
け
住
宅
の
整
備
に
係
る
も
の
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

（
権
限
の
委
任
）

第
十
七
条
の
五
十
三　

こ
の
節
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
一
部
を
地
方
支
分
部
局
の
長
に
委
任
す
る
こ
と

 

が
で
き
る
。

 

 

（
既
存
住
宅
活
用
農
村
地
域
等
移
住
促
進
事
業
計
画
の
作
成
）

第
十
七
条
の
五
十
四　

認
定
市
町
村
は
、
協
議
会
に
お
け
る
協
議
を
経
て
、
認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
既
存
住
宅
活
用
農
村
地
域
等
移
住
促
進
事
業
の
実
施

 

に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
既
存
住
宅
活
用
農
村
地
域
等
移
住
促
進
事
業
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

認
定
市
町
村
は
、
前
項
の
協
議
を
行
う
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
、
農
業
委
員
会
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
者
を
協
議
会
の
構
成
員
と
し
て
加
え
る
も
の
と

 

す
る
。

３　

既
存
住
宅
活
用
農
村
地
域
等
移
住
促
進
事
業
計
画
に
は
、
農
村
地
域
等
移
住
促
進
区
域
の
区
域
を
記
載
す
る
ほ
か
、
お
お
む
ね
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と

 

す
る
。

 

一　

農
村
地
域
等
移
住
促
進
区
域
へ
の
移
住
の
促
進
の
方
向
性
そ
の
他
の
既
存
住
宅
活
用
農
村
地
域
等
移
住
促
進
事
業
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針

二　

農
村
地
域
等
移
住
促
進
区
域
内
に
お
け
る
既
存
住
宅
の
取
得
等
に
必
要
な
情
報
の
提
供
又
は
費
用
の
補
助
そ
の
他
の
農
村
地
域
等
移
住
者
に
よ
る
農
村
地
域
等
移
住

 

促
進
区
域
内
に
お
け
る
既
存
住
宅
の
取
得
等
を
支
援
す
る
た
め
に
認
定
市
町
村
が
講
ず
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項

三　

農
村
地
域
等
移
住
者
に
よ
る
農
村
地
域
等
移
住
促
進
区
域
内
の
既
存
の
住
宅
に
付
随
す
る
農
地
若
し
く
は
採
草
放
牧
地
又
は
就
農
の
た
め
に
必
要
な
農
地
若
し
く
は

 

採
草
放
牧
地
に
つ
い
て
の
農
地
法
第
三
条
第
一
項
本
文
に
掲
げ
る
権
利
の
取
得
を
支
援
す
る
た
め
に
認
定
市
町
村
が
講
ず
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項

四　

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
農
村
地
域
等
移
住
者
の
う
ち
就
農
を
希
望
す
る
者
に
対
す
る
農
業
の
技
術
に
関
す
る
助
言
、
研
修
又
は
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
農
村

 

地
域
等
移
住
者
の
就
業
の
促
進
を
図
る
た
め
に
認
定
市
町
村
が
講
ず
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項

 

五　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
既
存
住
宅
活
用
農
村
地
域
等
移
住
促
進
事
業
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
事
項

４　

既
存
住
宅
活
用
農
村
地
域
等
移
住
促
進
事
業
計
画
は
、
都
市
計
画
、
都
市
計
画
法
第
十
八
条
の
二
の
市
町
村
の
都
市
計
画
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
及
び
農
業
振
興
地

 

域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
八
条
の
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
と
の
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

認
定
市
町
村
は
、
既
存
住
宅
活
用
農
村
地
域
等
移
住
促
進
事
業
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
関
係
行
政
機
関
の
長
及
び
関

 

係
都
道
府
県
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

６　

第
一
項
、
第
二
項
及
び
前
二
項
の
規
定
は
、
既
存
住
宅
活
用
農
村
地
域
等
移
住
促
進
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 

 

（
都
市
計
画
法
等
に
よ
る
処
分
に
つ
い
て
の
配
慮
）

第
十
七
条
の
五
十
五　

国
の
行
政
機
関
の
長
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
五
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
既

存
住
宅
活
用
農
村
地
域
等
移
住
促
進
事
業
計
画
に
記
載
さ
れ
た
農
村
地
域
等
移
住
促
進
区
域
内
に
お
け
る
農
村
地
域
等
移
住
者
に
よ
る
既
存
住
宅
の
取
得
等
の
た
め
、
都
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市
計
画
法
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
許
可
そ
の
他
の
処
分
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
既
存
住
宅
の
取
得
等
の
促
進
が
図
ら
れ
る
よ
う
適
切
な
配
慮
を
す
る
も
の

 
と
す
る
。

 

 

（
地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
整
備
計
画
の
作
成
）

第
十
七
条
の
五
十
六　

認
定
市
町
村
は
、
協
議
会
に
お
け
る
協
議
を
経
て
、
認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
の
整
備
に
関
す
る
計
画

（
当
該
地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
の
用
に
供
す
る
土
地
が
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
で
あ
り
、
当
該
地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

農
地
で
あ
る
当
該
土
地
を
農
地
以
外
の
も
の
に
し
、
又
は
農
地
で
あ
る
当
該
土
地
若
し
く
は
採
草
放
牧
地
で
あ
る
当
該
土
地
を
農
地
若
し
く
は
採
草
放
牧
地
以
外
の
も
の

に
す
る
た
め
当
該
土
地
に
つ
い
て
所
有
権
若
し
く
は
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
取
得
す
る
に
当
た
り
、
農
地
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
五
条
第
一
項
の
許
可

 

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
整
備
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

認
定
市
町
村
は
、
前
項
の
協
議
を
行
う
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
、
農
業
委
員
会
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
者
を
協
議
会
の
構
成
員
と
し
て
加
え
る
も
の
と

 

す
る
。

 

３　

地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
整
備
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

一　

第
五
条
第
四
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
事
業
の
実
施
主
体

 

二　

地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
の
種
類
及
び
規
模

 

三　

地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
の
用
に
供
す
る
土
地
の
所
在
及
び
面
積

 

四　

そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項

４　

認
定
市
町
村
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
整
備
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
整
備
計
画
に
つ

い
て
、
都
道
府
県
知
事
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
整
備
計
画
が
次
に
掲
げ

 

る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
意
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一　

農
地
を
農
地
以
外
の
も
の
に
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
農
地
法
第
四
条
第
六
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
許
可
を
す
る
こ

 

と
が
で
き
な
い
場
合
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

二　

農
地
法
第
四
条
第
六
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
農
地
を
農
地
以
外
の
も
の
に
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
農
地
に
代
え
て
周
辺
の
他
の
土
地
を
供
す
る
こ
と

 

に
よ
り
第
五
条
第
四
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
事
業
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
。

三　

農
地
又
は
採
草
放
牧
地
を
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
以
外
の
も
の
に
す
る
た
め
こ
れ
ら
の
土
地
に
つ
い
て
所
有
権
又
は
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
取
得
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
農
地
法
第
五
条
第
二
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
該
当
し
な

 

い
こ
と
。

四　

農
地
法
第
五
条
第
二
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
を
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
以
外
の
も
の
に
す
る
た
め
こ
れ
ら
の
土
地
に
つ
い
て
所
有
権

又
は
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
取
得
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
土
地
に
代
え
て
周
辺
の
他
の
土
地
を
供
す
る
こ
と
に
よ
り
第
五
条
第
四
項
第
十

 

三
号
に
規
定
す
る
事
業
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
。

五　

地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
の
用
に
供
す
る
土
地
が
農
用
地
区
域
内
の
土
地
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
周
辺
の
土
地
の
農
業
上
の
効
率
的
か
つ
総
合
的
な
利
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用
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
そ
の
他
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。

５　

認
定
市
町
村
が
農
地
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
市
町
村
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
中
「
係
る
」
と
あ

 

る
の
は
「
係
る
も
の
で
あ
っ
て
、
第
四
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
」
と
、
前
項
中
「
次
に
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
号
に
」
と
す
る
。

 

 

（
農
地
等
の
転
用
等
の
許
可
の
特
例
）

第
十
七
条
の
五
十
七　

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
整
備
計
画
に
記
載
さ
れ
た
第
五
条
第
四
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
事
業
の
実

施
主
体
（
次
項
に
お
い
て
「
地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
整
備
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
整
備
計
画
に
従
っ
て
地
域
農
林
水
産
業
振

 

興
施
設
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
農
地
を
農
地
以
外
の
も
の
に
す
る
場
合
に
は
、
農
地
法
第
四
条
第
一
項
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

２　

地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
整
備
事
業
者
が
、
地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
整
備
計
画
に
従
っ
て
地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
農

地
又
は
採
草
放
牧
地
を
農
地
又
は
採
草
放
牧
地
以
外
の
も
の
に
す
る
た
め
こ
れ
ら
の
土
地
に
つ
い
て
所
有
権
又
は
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
取
得
す
る
場
合

 

に
は
、
農
地
法
第
五
条
第
一
項
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

 

 

（
農
用
地
区
域
の
変
更
の
特
例
）

第
十
七
条
の
五
十
八　

第
十
七
条
の
五
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
整
備
計
画
に
記
載
さ
れ
た
地
域
農
林
水
産
業
振
興
施
設
の
用

に
供
す
る
土
地
を
農
用
地
区
域
か
ら
除
外
す
る
た
め
に
行
う
農
用
地
区
域
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、

 

適
用
し
な
い
。

 

第
十
七
条
の
五
十
九　

株
式
会
社
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
機
構
は
、
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
五
十
二
条
第
一
項

第
一
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
認
定
地
方
公
共
団
体
が
認
定
地
域
再
生
計
画
に
基
づ
き
民
間
資
金
等
活
用
公
共
施
設
等
整
備
事
業
を
行
う
場
合
に

 

お
い
て
、
当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
の
依
頼
に
応
じ
て
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
。

 

一　

当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
専
門
家
の
派
遣

 

二　

当
該
認
定
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
助
言 

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
株
式
会
社
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
機
構
の
業
務
が
営
ま
れ
る
場
合
に
は
、
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関

す
る
法
律
第
三
十
七
条
第
一
項
第
六
号
中
「
に
掲
げ
る
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
五
十
九
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
」
と
、
同
法
第
五
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
中
「
前
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
前
各
号
及
び
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
五
十
九
第
一
項
各
号
」
と
、
同
法
第
六
十
二
条

及
び
第
六
十
三
条
第
一
項
中
「
こ
の
法
律
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
法
律
又
は
地
域
再
生
法
」
と
、
同
法
第
六
十
六
条
中
「
に
掲
げ
る
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
地
域
再
生
法

第
十
七
条
の
五
十
九
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
」
と
、
同
法
第
九
十
二
条
中
「
第
六
十
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条
第
一
項
（
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
五

十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条
第
一
項
」
と
、
同

法
第
九
十
三
条
第
八
号
中
「
第
六
十
二
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
二
条
第
二
項
（
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
五
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
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す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。

 

 

（
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
認
定
の
手
続
の
特
例
）

第
十
七
条
の
六
十　

第
五
条
第
四
項
第
十
五
号
に
規
定
す
る
事
業
が
記
載
さ
れ
た
地
域
再
生
計
画
が
同
条
第
十
五
項
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
に
お
い
て

、
当
該
事
業
に
係
る
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
に
つ
い
て
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
（
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認

 

定
を
含
む
。
）
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

 

 

（
中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画
の
認
定
の
手
続
の
特
例
）

第
十
七
条
の
六
十
一　

第
五
条
第
四
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
事
業
及
び
措
置
が
記
載
さ
れ
た
地
域
再
生
計
画
が
同
条
第
十
五
項
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の

日
に
お
い
て
、
当
該
事
業
及
び
措
置
に
係
る
中
心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画
に
つ
い
て
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
十
項
の
認
定
（
同
法
第
十
一
条

 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
を
含
む
。
）
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

 

 

（
地
域
経
済
牽
引
事
業
促
進
基
本
計
画
の
同
意
の
手
続
の
特
例
）

第
十
七
条
の
六
十
二　

第
五
条
第
四
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
事
業
が
記
載
さ
れ
た
地
域
再
生
計
画
が
同
条
第
十
五
項
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
に
お
い

て
、
当
該
事
業
に
係
る
地
域
経
済
牽
引
事
業
促
進
基
本
計
画
に
つ
い
て
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
六

 

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
（
同
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
同
意
を
含
む
。
）
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

 

第
三
十
八
条　

第
十
七
条
の
二
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
職
業
安
定
法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
停
止
の
命
令
に
違
反
し
て
、
労
働
者
の
募
集
に

 

従
事
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

 

 

第
三
十
九
条　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

 

一　

第
十
七
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
届
出
を
し
な
い
で
、
労
働
者
の
募
集
に
従
事
し
た
者

 

二　

第
十
七
条
の
二
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
職
業
安
定
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
従
わ
な
か
っ
た
者

 

三　

第
十
七
条
の
二
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
職
業
安
定
法
第
三
十
九
条
又
は
第
四
十
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

 

 

第
四
十
条　

第
十
七
条
の
五
十
一
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者
は
、
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

 

 

第
四
十
一
条　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一　

第
十
七
条
の
十
八
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
届
出
を
し
な
い
で
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
て
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
行
為
を
し

 

た
者
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二　

第
十
七
条
の
二
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
職
業
安
定
法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者

三　

第
十
七
条
の
二
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
職
業
安
定
法
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
若
し
く
は
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又

 
は
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者

 

四　

第
十
七
条
の
二
十
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
職
業
安
定
法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
た
者

 

 

別
表
（
第
六
条
の
二
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
九

国
土
交
通
大
臣
及
び
総
務

同
法
第
五
条
第
十
一
項
（
同
条
第
十
三
項
に
お

号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
地
域
公
共
交
通
計
画
（
当
該
地
域
公

大
臣

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

共
交
通
計
画
の
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）

る
送
付

（
略
）

（
略
）

（
略
）

 

 

○　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）

 

 

（
公
有
財
産
の
範
囲
及
び
分
類
）

第
二
百
三
十
八
条　

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
公
有
財
産
」
と
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
所
有
に
属
す
る
財
産
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
（
基
金
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。

 

）
を
い
う
。 

一　

不
動
産

 

二　

船
舶
、
浮
標
、
浮
桟
橋
及
び
浮
ド
ッ
ク
並
び
に
航
空
機

 

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
不
動
産
及
び
動
産
の
従
物

 

四　

地
上
権
、
地
役
権
、
鉱
業
権
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
権
利

 

五　

特
許
権
、
著
作
権
、
商
標
権
、
実
用
新
案
権
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
権
利

六　

株
式
、
社
債
（
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
の
発
行
す
る
債
券
に
表
示
さ
れ
る
べ
き
権
利
を
含
み
、
短
期
社
債
等
を
除
く
。
）
、
地
方
債
及
び
国
債
そ
の

 

他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
権
利

 

七　

出
資
に
よ
る
権
利

 

八　

財
産
の
信
託
の
受
益
権
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２　

（
略
）

 

３　

公
有
財
産
は
、
こ
れ
を
行
政
財
産
と
普
通
財
産
と
に
分
類
す
る
。

４　

行
政
財
産
と
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
公
用
又
は
公
共
用
に
供
し
、
又
は
供
す
る
こ
と
と
決
定
し
た
財
産
を
い
い
、
普
通
財
産
と
は
、
行
政
財
産
以
外
の
一

 

切
の
公
有
財
産
を
い
う
。

 

 

（
公
の
施
設
）

第
二
百
四
十
四
条　

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
住
民
の
福
祉
を
増
進
す
る
目
的
を
も
つ
て
そ
の
利
用
に
供
す
る
た
め
の
施
設
（
こ
れ
を
公
の
施
設
と
い
う
。
）
を
設
け
る
も

 

の
と
す
る
。

 

２
・
３　

（
略
）

 

 

（
公
の
施
設
の
設
置
、
管
理
及
び
廃
止
）

第
二
百
四
十
四
条
の
二　

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
公
の
施
設
の
設
置
及
び
そ
の
管
理
に
関
す

 

る
事
項
は
、
条
例
で
こ
れ
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
～

　

（
略
）

11

 

 

○　

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
（
抄
）

 

 

（
地
方
債
の
制
限
）

第
五
条　

地
方
公
共
団
体
の
歳
出
は
、
地
方
債
以
外
の
歳
入
を
も
つ
て
、
そ
の
財
源
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
地
方
債
を
も

 

つ
て
そ
の
財
源
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

一　

交
通
事
業
、
ガ
ス
事
業
、
水
道
事
業
そ
の
他
地
方
公
共
団
体
の
行
う
企
業
（
以
下
「
公
営
企
業
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
経
費
の
財
源
と
す
る
場
合

 

二　

出
資
金
及
び
貸
付
金
の
財
源
と
す
る
場
合
（
出
資
又
は
貸
付
け
を
目
的
と
し
て
土
地
又
は
物
件
を
買
収
す
る
た
め
に
要
す
る
経
費
の
財
源
と
す
る
場
合
を
含
む
。
）

 

三　

地
方
債
の
借
換
え
の
た
め
に
要
す
る
経
費
の
財
源
と
す
る
場
合

 

四　

災
害
応
急
事
業
費
、
災
害
復
旧
事
業
費
及
び
災
害
救
助
事
業
費
の
財
源
と
す
る
場
合

五　

学
校
そ
の
他
の
文
教
施
設
、
保
育
所
そ
の
他
の
厚
生
施
設
、
消
防
施
設
、
道
路
、
河
川
、
港
湾
そ
の
他
の
土
木
施
設
等
の
公
共
施
設
又
は
公
用
施
設
の
建
設
事
業
費

（
公
共
的
団
体
又
は
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
が
出
資
し
て
い
る
法
人
で
政
令
で
定
め
る
も
の
が
設
置
す
る
公
共
施
設
の
建
設
事
業
に
係
る
負
担
又
は
助
成
に
要
す

る
経
費
を
含
む
。
）
及
び
公
共
用
若
し
く
は
公
用
に
供
す
る
土
地
又
は
そ
の
代
替
地
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
取
得
す
る
土
地
の
購
入
費
（
当
該
土
地
に
関
す
る
所
有
権
以

 

外
の
権
利
を
取
得
す
る
た
め
に
要
す
る
経
費
を
含
む
。
）
の
財
源
と
す
る
場
合

 

 

○　

都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
（
抄
）
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（
都
市
公
園
の
管
理
）

第
二
条
の
三　

都
市
公
園
の
管
理
は
、
地
方
公
共
団
体
の
設
置
に
係
る
都
市
公
園
に
あ
つ
て
は
当
該
地
方
公
共
団
体
が
、
国
の
設
置
に
係
る
都
市
公
園
に
あ
つ
て
は
国
土
交

 

通
大
臣
が
行
う
。

 

 

（
公
園
管
理
者
以
外
の
者
の
公
園
施
設
の
設
置
等
）

第
五
条　

第
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
都
市
公
園
を
管
理
す
る
者
（
以
下
「
公
園
管
理
者
」
と
い
う
。
）
以
外
の
者
は
、
都
市
公
園
に
公
園
施
設
を
設
け
、
又
は
公
園
施
設

を
管
理
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
条
例
（
国
の
設
置
に
係
る
都
市
公
園
に
あ
つ
て
は
、
国
土
交
通
省
令
）
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
公
園
管
理
者
に
提
出
し

 

て
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
許
可
を
受
け
た
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

 

２
～
４　

（
略
）

 

 

（
都
市
公
園
の
占
用
の
許
可
）

第
六
条　

都
市
公
園
に
公
園
施
設
以
外
の
工
作
物
そ
の
他
の
物
件
又
は
施
設
を
設
け
て
都
市
公
園
を
占
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
公
園
管
理
者
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば

 

な
ら
な
い
。

 

２　

（
略
）

３　

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
許
可
を
受
け
た
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
公
園
管
理
者
に
提
出
し
て
そ
の
許
可
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
変
更
が
、
条
例
（
国
の
設
置
に
係
る
都
市
公
園
に
あ
つ
て
は
、
政
令
）
で
定
め
る
軽
易
な
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

 

な
い
。

 

４　

（
略
）

 

第
七
条　

公
園
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
許
可
の
申
請
に
係
る
工
作
物
そ
の
他
の
物
件
又
は
施
設
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
し
、
都
市
公
園
の
占

用
が
公
衆
の
そ
の
利
用
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
さ
ず
、
か
つ
、
必
要
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
場
合
に

 

限
り
、
前
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
許
可
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

一　

電
柱
、
電
線
、
変
圧
塔
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

 

二　

水
道
管
、
下
水
道
管
、
ガ
ス
管
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

 

三　

通
路
、
鉄
道
、
軌
道
、
公
共
駐
車
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
で
地
下
に
設
け
ら
れ
る
も
の

 

四　

郵
便
差
出
箱
、
信
書
便
差
出
箱
又
は
公
衆
電
話
所

 

五　

非
常
災
害
に
際
し
災
害
に
か
か
つ
た
者
を
収
容
す
る
た
め
設
け
ら
れ
る
仮
設
工
作
物

 

六　

競
技
会
、
集
会
、
展
示
会
、
博
覧
会
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
催
し
の
た
め
設
け
ら
れ
る
仮
設
工
作
物

 

七　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
政
令
で
定
め
る
工
作
物
そ
の
他
の
物
件
又
は
施
設
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２　

公
園
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
許
可
の
申
請
に
係
る
施
設
が
保
育
所
そ
の
他
の
社
会
福
祉
施
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の
（
通
所
の
み
に
よ
り
利
用
さ
れ

る
も
の
に
限
る
。
）
に
該
当
し
、
都
市
公
園
の
占
用
が
公
衆
の
そ
の
利
用
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
さ
ず
、
か
つ
、
合
理
的
な
土
地
利
用
の
促
進
を
図
る
た
め
特
に
必
要
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
許
可

 

を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

○　

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
（
抄
）

 

 

（
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
運
賃
及
び
料
金
）

第
九
条　

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
（
以
下
「
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
旅
客
の
運
賃
及
び
料
金
（
旅
客
の
利
益
に

及
ぼ
す
影
響
が
比
較
的
小
さ
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
運
賃
及
び
料
金
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
第
三
十
一
条
第
二
号
、
第
八
十
八
条
の
二
第
一
号
及
び

第
四
号
並
び
に
第
八
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
運
賃
等
」
と
い
う
。
）
の
上
限
を
定
め
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更

 

し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

 

２　

（
略
）

３　

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
運
賃
等
の
上
限
の
範
囲
内
で
運
賃
等
を
定
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け

 

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

４　

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
構
成
員
と
す
る
協
議
会
に
お
い
て
、
地
域
に
お
け
る
需
要
に
応
じ
当
該
地
域
の
住
民
の
生
活
の
た
め
の
旅

客
の
運
送
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
路
線
又
は
営
業
区
域
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
路
線
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
運
賃
等
に
つ
い
て
協
議
が
調
つ
た
と
き
は
、
第
一

項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
協
議
が
調
つ
た
事
項
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
運
賃
等
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
協
議
会

 

に
お
い
て
当
該
運
賃
等
の
変
更
に
つ
い
て
協
議
が
調
つ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

 

一　

当
該
路
線
等
を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
都
道
府
県

 

二　

当
該
運
賃
等
を
定
め
よ
う
と
す
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者

 

三　

当
該
路
線
等
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長

 

四　

第
一
号
に
規
定
す
る
市
町
村
の
長
又
は
同
号
に
規
定
す
る
都
道
府
県
の
知
事
が
関
係
住
民
の
意
見
を
代
表
す
る
者
と
し
て
指
名
す
る
者

 

５
・
６　

（
略
）

７　

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
運
賃
等
又
は
前
項
の
運
賃
若
し
く
は
料
金
が
次
の
各
号
（
第
三
項
又
は
第
四
項
の
運
賃
等
に
あ
つ
て
は
、
第
二
号
又

は
第
三
号
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
そ
の
運
賃
等
又
は
運
賃
若
し
く
は
料
金

 

を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

一　

社
会
的
経
済
的
事
情
に
照
ら
し
て
著
し
く
不
適
切
で
あ
り
、
旅
客
の
利
益
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
。

 

二　

特
定
の
旅
客
に
対
し
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
。

三　

他
の
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
（
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
の
間
に
不
当
な
競
争
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
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る
も
の
で
あ
る
と
き
。

 

 

（
有
償
運
送
）

 

第
七
十
八
条　

自
家
用
自
動
車
（
事
業
用
自
動
車
以
外
の
自
動
車
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
有
償
で
運
送
の
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

 

一　

（
略
）

二　

市
町
村
、
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
が
、
次

条
の
規
定
に
よ
り
地
域
住
民
又
は
観
光
旅
客
そ
の
他
の
当
該
地
域
を
来
訪
す
る
者
の
運
送
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
旅
客
の
運
送
（
以
下
「
自
家
用
有
償
旅

 

客
運
送
」
と
い
う
。
）
を
行
う
と
き
。

 

三　

（
略
）

 

 

（
登
録
）

 

第
七
十
九
条　

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
行
う
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

（
登
録
の
申
請
）

 

第
七
十
九
条
の
二　

前
条
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

一　

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

 

二　

行
お
う
と
す
る
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
種
別
（
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
別
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

三　

路
線
又
は
運
送
の
区
域
、
事
務
所
の
名
称
及
び
位
置
、
事
務
所
ご
と
に
配
置
す
る
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
用
に
供
す
る
自
家
用
自
動
車
（
以
下
「
自
家
用
有
償
旅

 

客
運
送
自
動
車
」
と
い
う
。
）
の
数
そ
の
他
の
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
種
別
ご
と
に
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項

 

四　

運
送
し
よ
う
と
す
る
旅
客
の
範
囲

五　

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
自
動
車
の
運
行
管
理
の
体
制
の
整
備
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
の
協
力
を
得
て
行
う 

運
送
（
以
下
「
事
業
者
協
力
型
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

 

２　

（
略
）

 

 

（
登
録
の
拒
否
）

第
七
十
九
条
の
四　

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
七
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
登
録
を
拒
否
し
な
け
れ

 

ば
な
ら
な
い
。

一　

申
請
者
が
一
年
以
上
の
懲
役
又
は
禁
錮
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者

 

で
あ
る
と
き
。

二　

申
請
者
が
第
七
十
九
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
取
消
し
を
受
け
、
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
（
当
該
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
者
が
法
人
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で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
取
消
し
を
受
け
た
法
人
の
そ
の
処
分
を
受
け
る
原
因
と
な
つ
た
事
項
が
発
生
し
た
当
時
現
に
そ
の
法
人
の
業
務
を
執
行
す
る
役
員
と

 
し
て
在
任
し
た
者
で
当
該
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
る
と
き
。

三　

申
請
者
が
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
の
業
務
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
法
定
代
理
人
が
前
二
号
又
は

 

次
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
。

 

四　

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
法
人
の
役
員
が
前
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
。

五　

申
請
に
係
る
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
に
関
し
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方
公
共
団
体
、
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
又
は
そ
の
組
織
す
る

団
体
、
住
民
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
関
係
者
間
に
お
い
て
、
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
に
よ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
か
つ
、
地
域
に
お
け
る
必
要

 

な
旅
客
輸
送
を
確
保
す
る
た
め
必
要
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
協
議
が
調
つ
て
い
な
い
と
き
。

六　

申
請
者
が
そ
の
申
請
に
係
る
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
輸
送
施
設
の
保
有
、
運
転
者
の
確
保
、
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
自
動
車
の
運
行
管
理
の

 

体
制
の
整
備
そ
の
他
の
輸
送
の
安
全
及
び
旅
客
の
利
便
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
措
置
を
講
ず
る
と
認
め
ら
れ
な
い
と
き
。

 

２　

（
略
）

 

 

（
変
更
登
録
等
）

第
七
十
九
条
の
七　

第
七
十
九
条
の
登
録
を
受
け
た
者
（
以
下
「
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
」
と
い
う
。
）
は
、
第
七
十
九
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
（

第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
事
業
者
協
力
型
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
を
行
う
か
ど
う
か
の
別
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
行
う

変
更
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
路
線
を
定
め
て
行
う
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
に
つ
き
天
災
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
由
に

よ
り
そ
の
路
線
に
お
い
て
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
自
動
車
を
運
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
場
合
に
、
当
該
路
線
に
お
い
て
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
自
動
車
の
運
行

を
再
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
ま
で
の
間
、
当
該
路
線
と
異
な
る
路
線
に
よ
り
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
を
行
う
場
合
に
お
い
て
合
理
的
に
必
要
と
な
る
変
更
に

 

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

２　

（
略
）

３　

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
は
、
事
務
所
の
名
称
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
事
項
の
変
更
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を

 

国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

４　

（
略
）

 

 

○　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
（
抄
）

 

 

（
地
域
支
援
事
業
）

第
百
十
五
条
の
四
十
五　

市
町
村
は
、
被
保
険
者
（
当
該
市
町
村
が
行
う
介
護
保
険
の
住
所
地
特
例
適
用
被
保
険
者
を
除
き
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
所
在
す
る
住
所
地

特
例
対
象
施
設
に
入
所
等
を
し
て
い
る
住
所
地
特
例
適
用
被
保
険
者
を
含
む
。
第
三
項
第
三
号
及
び
第
百
十
五
条
の
四
十
九
を
除
き
、
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
要
介
護
状
態
等
と
な
る
こ
と
の
予
防
又
は
要
介
護
状
態
等
の
軽
減
若
し
く
は
悪
化
の
防
止
及
び
地
域
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
の
支
援
の
た
め
の
施
策
を
総
合
的
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か
つ
一
体
的
に
行
う
た
め
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
、
地
域
支
援
事
業
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
業
（
以
下
「
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

 
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一　

居
宅
要
支
援
被
保
険
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
被
保
険
者
（
以
下
「
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う

 

事
業
（
以
下
「
第
一
号
事
業
」
と
い
う
。
）

イ　

居
宅
要
支
援
被
保
険
者
等
の
介
護
予
防
を
目
的
と
し
て
、
当
該
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
等
の
居
宅
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
、
厚
生

 

労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
上
の
支
援
を
行
う
事
業
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
一
号
訪
問
事
業
」
と
い
う
。
）

ロ　

居
宅
要
支
援
被
保
険
者
等
の
介
護
予
防
を
目
的
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
、
厚
生
労
働
省

 

令
で
定
め
る
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
上
の
支
援
又
は
機
能
訓
練
を
行
う
事
業
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
一
号
通
所
事
業
」
と
い
う
。
）

ハ　

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
若
し
く
は
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
又
は
第
一
号
訪
問
事
業
若
し
く
は
第
一

号
通
所
事
業
と
一
体
的
に
行
わ
れ
る
場
合
に
効
果
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
等
の
地
域
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
の
支
援
と
し
て
厚
生
労

 

働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
行
う
事
業
（
ニ
に
お
い
て
「
第
一
号
生
活
支
援
事
業
」
と
い
う
。
）

ニ　

居
宅
要
支
援
被
保
険
者
等
（
指
定
介
護
予
防
支
援
又
は
特
例
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
費
に
係
る
介
護
予
防
支
援
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。
）
の
介
護
予
防
を

目
的
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
、
そ
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
そ
の
他
の
状
況
に
応
じ
て
、
そ
の
選
択
に
基
づ
き
、
第

一
号
訪
問
事
業
、
第
一
号
通
所
事
業
又
は
第
一
号
生
活
支
援
事
業
そ
の
他
の
適
切
な
事
業
が
包
括
的
か
つ
効
率
的
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
援
助
を
行
う
事
業
（

 

以
下
「
第
一
号
介
護
予
防
支
援
事
業
」
と
い
う
。
）

 

二　

（
略
）

 

２
～

　

（
略
）

10

 

 

○　

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
（
抄
）

※
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
も

 の

 

（
用
途
地
域
等
） 

第
四
十
八
条　

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
内
に
お
い
て
は
、
別
表
第
二

項
に
掲
げ
る
建
築
物
以
外
の
建
築
物
は
、
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
定
行
政
庁
が

（い）

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
に
お
け
る
良
好
な
住
居
の
環
境
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
、
又
は
公
益
上
や
む
を
得
な
い
と
認
め
て
許
可
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

２　

第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
内
に
お
い
て
は
、
別
表
第
二

項
に
掲
げ
る
建
築
物
以
外
の
建
築
物
は
、
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
定
行
政
庁
が
第
二
種
低

（ろ）

層
住
居
専
用
地
域
に
お
け
る
良
好
な
住
居
の
環
境
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
、
又
は
公
益
上
や
む
を
得
な
い
と
認
め
て
許
可
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。 

３　

第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
内
に
お
い
て
は
、
別
表
第
二

項
に
掲
げ
る
建
築
物
以
外
の
建
築
物
は
、
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
定
行
政
庁
が
第
一
種

（は）



- 32 -

中
高
層
住
居
専
用
地
域
に
お
け
る
良
好
な
住
居
の
環
境
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
、
又
は
公
益
上
や
む
を
得
な
い
と
認
め
て
許
可
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。 

４　

第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
内
に
お
い
て
は
、
別
表
第
二

項
に
掲
げ
る
建
築
物
は
、
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
定
行
政
庁
が
第
二
種
中
高
層
住
居
専

（に）

用
地
域
に
お
け
る
良
好
な
住
居
の
環
境
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
、
又
は
公
益
上
や
む
を
得
な
い
と
認
め
て
許
可
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

５　

第
一
種
住
居
地
域
内
に
お
い
て
は
、
別
表
第
二

項
に
掲
げ
る
建
築
物
は
、
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
定
行
政
庁
が
第
一
種
住
居
地
域
に
お
け
る
住
居
の

（ほ）

環
境
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
、
又
は
公
益
上
や
む
を
得
な
い
と
認
め
て
許
可
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

６　

第
二
種
住
居
地
域
内
に
お
い
て
は
、
別
表
第
二

項
に
掲
げ
る
建
築
物
は
、
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
定
行
政
庁
が
第
二
種
住
居
地
域
に
お
け
る
住
居
の

（へ）

環
境
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
、
又
は
公
益
上
や
む
を
得
な
い
と
認
め
て
許
可
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

７　

準
住
居
地
域
内
に
お
い
て
は
、
別
表
第
二

項
に
掲
げ
る
建
築
物
は
、
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
定
行
政
庁
が
準
住
居
地
域
に
お
け
る
住
居
の
環
境
を
害

（と）

す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
、
又
は
公
益
上
や
む
を
得
な
い
と
認
め
て
許
可
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

８　

田
園
住
居
地
域
内
に
お
い
て
は
、
別
表
第
二

項
に
掲
げ
る
建
築
物
以
外
の
建
築
物
は
、
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
定
行
政
庁
が
農
業
の
利
便
及
び
田
園

（ち）

住
居
地
域
に
お
け
る
良
好
な
住
居
の
環
境
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
、
又
は
公
益
上
や
む
を
得
な
い
と
認
め
て
許
可
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

。 

９　

近
隣
商
業
地
域
内
に
お
い
て
は
、
別
表
第
二

項
に
掲
げ
る
建
築
物
は
、
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
定
行
政
庁
が
近
隣
の
住
宅
地
の
住
民
に
対
す
る
日
用

（り）

品
の
供
給
を
行
う
こ
と
を
主
た
る
内
容
と
す
る
商
業
そ
の
他
の
業
務
の
利
便
及
び
当
該
住
宅
地
の
環
境
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
、
又
は
公
益
上
や
む
を
得
な
い

と
認
め
て
許
可
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

　

商
業
地
域
内
に
お
い
て
は
、
別
表
第
二

項
に
掲
げ
る
建
築
物
は
、
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
定
行
政
庁
が
商
業
の
利
便
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認

10

（ぬ）

め
、
又
は
公
益
上
や
む
を
得
な
い
と
認
め
て
許
可
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

　

準
工
業
地
域
内
に
お
い
て
は
、
別
表
第
二

項
に
掲
げ
る
建
築
物
は
、
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
定
行
政
庁
が
安
全
上
若
し
く
は
防
火
上
の
危
険
の
度
若

11

（る）

し
く
は
衛
生
上
の
有
害
の
度
が
低
い
と
認
め
、
又
は
公
益
上
や
む
を
得
な
い
と
認
め
て
許
可
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

　

工
業
地
域
内
に
お
い
て
は
、
別
表
第
二

項
に
掲
げ
る
建
築
物
は
、
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
定
行
政
庁
が
工
業
の
利
便
上
又
は
公
益
上
必
要
と
認
め
て

12

（を）

許
可
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

　

工
業
専
用
地
域
内
に
お
い
て
は
、
別
表
第
二

項
に
掲
げ
る
建
築
物
は
、
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
定
行
政
庁
が
工
業
の
利
便
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い

13

（わ）

と
認
め
、
又
は
公
益
上
や
む
を
得
な
い
と
認
め
て
許
可
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

　

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二
種
住
居

14
地
域
、
準
住
居
地
域
、
田
園
住
居
地
域
、
近
隣
商
業
地
域
、
商
業
地
域
、
準
工
業
地
域
、
工
業
地
域
又
は
工
業
専
用
地
域
（
以
下
「
用
途
地
域
」
と
総
称
す
る
。
）
の
指

定
の
な
い
区
域
（
都
市
計
画
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
街
化
調
整
区
域
を
除
く
。
）
内
に
お
い
て
は
、
別
表
第
二

項
に
掲
げ
る
建
築
物
は
、
建
築
し
て
は
な
ら

（か）

な
い
。
た
だ
し
、
特
定
行
政
庁
が
当
該
区
域
に
お
け
る
適
正
か
つ
合
理
的
な
土
地
利
用
及
び
環
境
の
保
全
を
図
る
上
で
支
障
が
な
い
と
認
め
、
又
は
公
益
上
や
む
を
得
な

い
と
認
め
て
許
可
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

　

特
定
行
政
庁
は
、
前
各
項
の
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
（
次
項
に
お
い
て
「
特
例
許
可
」
と
い
う
。
）
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
許
可
に

15
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利
害
関
係
を
有
す
る
者
の
出
頭
を
求
め
て
公
開
に
よ
り
意
見
を
聴
取
し
、
か
つ
、
建
築
審
査
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
行
政
庁
は
、
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
及
び
同
意
の
取
得
を
要
せ
ず
、
第
二
号
に

16
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
の
取
得
を
要
し
な
い
。 

一　

特
例
許
可
を
受
け
た
建
築
物
の
増
築
、
改
築
又
は
移
転
（
こ
れ
ら
の
う
ち
、
政
令
で
定
め
る
場
合
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
特
例
許
可
を
す
る
場
合 

二　

日
常
生
活
に
必
要
な
政
令
で
定
め
る
建
築
物
で
、
騒
音
又
は
振
動
の
発
生
そ
の
他
の
事
象
に
よ
る
住
居
の
環
境
の
悪
化
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
建
築
に
つ
い
て
特
例
許
可
（
第
一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
の
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
す
る
場

合 

　

（
略
） 

17

 

（
容
積
率
） 

第
五
十
二
条　

建
築
物
の
延
べ
面
積
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
（
以
下
「
容
積
率
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数
値
以

下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
建
築
物
が
第
五
号
に
掲
げ
る
建
築
物
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
物
の
延
べ
面
積
の
算
定
に
当
た

り
そ
の
床
面
積
が
当
該
建
築
物
の
延
べ
面
積
に
算
入
さ
れ
な
い
部
分
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
部
分
の
床
面
積
を
含
む
当
該
建
築
物
の
容
積
率
は
、
当
該
建
築
物
が
あ
る

第
一
種
住
居
地
域
、
第
二
種
住
居
地
域
、
準
住
居
地
域
、
近
隣
商
業
地
域
又
は
準
工
業
地
域
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
第
二
号
に
定
め
る
数
値
の
一
・

五
倍
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一　

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
又
は

十
分
の
五
、
十
分
の
六
、
十
分
の
八
、
十
分
の
十
、
十
分
の
十
五
又
は
十
分
の
二
十
の
う
ち
当

 

田
園
住
居
地
域
内
の
建
築
物
（
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
建
築

該
地
域
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
も
の

 
 

物
を
除
く
。
）

二　

第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
若
し
く
は
第
二
種
中
高
層
住
居
専

十
分
の
十
、
十
分
の
十
五
、
十
分
の
二
十
、
十
分
の
三
十
、
十
分
の
四
十
又
は
十
分
の
五
十
の

 

用
地
域
内
の
建
築
物
（
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
建
築
物
を
除

う
ち
当
該
地
域
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
も
の

 

く
。
）
又
は
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二
種
住
居
地
域
、
準
住
居
地
域

 

、
近
隣
商
業
地
域
若
し
く
は
準
工
業
地
域
内
の
建
築
物
（
第
五
号
か

 
 

ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
建
築
物
を
除
く
。
）

三　

商
業
地
域
内
の
建
築
物
（
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
建
築
物

十
分
の
二
十
、
十
分
の
三
十
、
十
分
の
四
十
、
十
分
の
五
十
、
十
分
の
六
十
、
十
分
の
七
十
、

 

を
除
く
。
）

十
分
の
八
十
、
十
分
の
九
十
、
十
分
の
百
、
十
分
の
百
十
、
十
分
の
百
二
十
又
は
十
分
の
百
三

 
 

十
の
う
ち
当
該
地
域
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
も
の

四　

工
業
地
域
内
の
建
築
物
（
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
建
築
物

十
分
の
十
、
十
分
の
十
五
、
十
分
の
二
十
、
十
分
の
三
十
又
は
十
分
の
四
十
の
う
ち
当
該
地
域

 
 

を
除
く
。
）
又
は
工
業
専
用
地
域
内
の
建
築
物

に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
も
の

五　

高
層
住
居
誘
導
地
区
内
の
建
築
物
（
第
七
号
に
掲
げ
る
建
築
物
を

当
該
建
築
物
が
あ
る
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二
種
住
居
地
域
、
準
住
居
地
域
、
近
隣
商
業
地
域

除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
住
宅
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積

又
は
準
工
業
地
域
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
第
二
号
に
定
め
る
数
値
か
ら
、
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の
合
計
が
そ
の
延
べ
面
積
の
三
分
の
二
以
上
で
あ
る
も
の
（
当
該
高

そ
の
一
・
五
倍
以
下
で
当
該
建
築
物
の
住
宅
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
の
そ
の

層
住
居
誘
導
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
建
築
物
の
敷
地
面

延
べ
面
積
に
対
す
る
割
合
に
応
じ
て
政
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
ま
で
の
範
囲

 
積
の
最
低
限
度
が
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
敷
地
面
積
が
当
該
最

内
で
、
当
該
高
層
住
居
誘
導
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
も
の

 
 

低
限
度
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

 

六　

居
住
環
境
向
上
用
途
誘
導
地
区
内
の
建
築
物
で
あ
つ
て
、
そ
の
全

当
該
居
住
環
境
向
上
用
途
誘
導
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
数
値

 

部
又
は
一
部
を
当
該
居
住
環
境
向
上
用
途
誘
導
地
区
に
関
す
る
都
市

 
 

計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
誘
導
す
べ
き
用
途
に
供
す
る
も
の

 

七　

特
定
用
途
誘
導
地
区
内
の
建
築
物
で
あ
つ
て
、
そ
の
全
部
又
は
一

当
該
特
定
用
途
誘
導
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
数
値

 

部
を
当
該
特
定
用
途
誘
導
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め

 
 

ら
れ
た
誘
導
す
べ
き
用
途
に
供
す
る
も
の

八　

用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域
内
の
建
築
物

十
分
の
五
、
十
分
の
八
、
十
分
の
十
、
十
分
の
二
十
、
十
分
の
三
十
又
は
十
分
の
四
十
の
う
ち

、
特
定
行
政
庁
が
土
地
利
用
の
状
況
等
を
考
慮
し
当
該
区
域
を
区
分
し
て
都
道
府
県
都
市
計
画

審
議
会
の
議
を
経
て
定
め
る
も
の

２　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
前
面
道
路
（
前
面
道
路
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
の
幅
員
の
最
大
の
も
の
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
幅 

員
が
十
二
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
建
築
物
の
容
積
率
は
、
当
該
前
面
道
路
の
幅
員
の
メ
ー
ト
ル
の
数
値
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数

 

値
を
乗
じ
た
も
の
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

一　

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
又
は

十
分
の
四

 
 

田
園
住
居
地
域
内
の
建
築
物

二　

第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
若
し
く
は
第
二
種
中
高
層
住
居
専

十
分
の
四
（
特
定
行
政
庁
が
都
道
府
県
都
市
計
画
審
議
会
の
議
を
経
て
指
定
す
る
区
域
内
の
建

 

用
地
域
内
の
建
築
物
又
は
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二
種
住
居
地
域
若

築
物
に
あ
つ
て
は
、
十
分
の
六
）

 

し
く
は
準
住
居
地
域
内
の
建
築
物
（
高
層
住
居
誘
導
地
区
内
の
建
築

 

物
で
あ
つ
て
、
そ
の
住
宅
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計

 

が
そ
の
延
べ
面
積
の
三
分
の
二
以
上
で
あ
る
も
の
（
当
該
高
層
住
居

 

誘
導
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
建
築
物
の
敷
地
面
積
の
最

 

低
限
度
が
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
敷
地
面
積
が
当
該
最
低
限
度

 

以
上
の
も
の
に
限
る
。
第
五
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ハ
及
び
別
表
第

 
 

三
の
四
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
）

 
 

三　

そ
の
他
の
建
築
物

十
分
の
六
（
特
定
行
政
庁
が
都
道
府
県
都
市
計
画
審
議
会
の
議
を
経
て
指
定
す
る
区
域
内
の
建

築
物
に
あ
つ
て
は
、
十
分
の
四
又
は
十
分
の
八
の
う
ち
特
定
行
政
庁
が
都
道
府
県
都
市
計
画
審

議
会
の
議
を
経
て
定
め
る
も
の
）
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３　

第
一
項
（
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
、
前
項
、
第
七
項
、
第
十
二
項
及
び
第
十
四
項
、
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
第
二
号
、
第
五
十
七
条
の
三
第
二
項
、
第
五
十
九
条
第

一
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十
条
第
一
項
、
第
六
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
六
十
八
条
の
三
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
四
、
第
六
十

八
条
の
五
（
第
二
号
イ
を
除
く
。
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
六
十
八
条
の
五
の
二
（
第
二
号
イ
を
除
く
。
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
六
十
八
条
の
五
の
三

第
一
項
（
第
一
号
ロ
を
除
く
。
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
六
十
八
条
の
五
の
四
（
た
だ
し
書
及
び
第
一
号
ロ
を
除
く
。
）
、
第
六
十
八
条
の
五
の
五
第
一
項
第
一

号
ロ
、
第
六
十
八
条
の
八
、
第
六
十
八
条
の
九
第
一
項
、
第
八
十
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
八
十
六
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
八
十
六
条
の
五
第
三
項
並
び

に
第
八
十
六
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
の
容
積
率
（
第
五
十
九
条
第
一
項
、
第
六
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
六
十
八
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度
に
係
る
場
合
に
限
る
。
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
延
べ
面
積
に
は
、
建
築
物
の
地
階
で
そ
の
天
井
が
地

盤
面
か
ら
の
高
さ
一
メ
ー
ト
ル
以
下
に
あ
る
も
の
の
住
宅
又
は
老
人
ホ
ー
ム
、
福
祉
ホ
ー
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
並
び
に
第
六
項
第
二
号
及
び

第
三
号
に
お
い
て
「
老
人
ホ
ー
ム
等
」
と
い
う
。
）
の
用
途
に
供
す
る
部
分
（
第
六
項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
床

面
積
（
当
該
床
面
積
が
当
該
建
築
物
の
住
宅
及
び
老
人
ホ
ー
ム
等
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
の
三
分
の
一
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
建
築
物
の

 

住
宅
及
び
老
人
ホ
ー
ム
等
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
の
三
分
の
一
）
は
、
算
入
し
な
い
も
の
と
す
る
。

４
・
５　

（
略
） 

６　

第
一
項
、
第
二
項
、
次
項
、
第
十
二
項
及
び
第
十
四
項
、
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
第
二
号
、
第
五
十
七
条
の
三
第
二
項
、
第
五
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
五

十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
六
十
条
第
一
項
、
第
六
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
六
十
八
条
の
三
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
四
、
第
六
十
八
条
の
五
、
第
六
十
八
条

の
五
の
二
、
第
六
十
八
条
の
五
の
三
第
一
項
、
第
六
十
八
条
の
五
の
四
（
第
一
号
ロ
を
除
く
。
）
、
第
六
十
八
条
の
五
の
五
第
一
項
第
一
号
ロ
、
第
六
十
八
条
の
八
、
第

六
十
八
条
の
九
第
一
項
、
第
八
十
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
八
十
六
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
八
十
六
条
の
五
第
三
項
並
び
に
第
八
十
六
条
の
六
第
一
項
に

規
定
す
る
建
築
物
の
容
積
率
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
延
べ
面
積
に
は
、
次
に
掲
げ
る
建
築
物
の
部
分
の
床
面
積
は
、
算
入
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

一　

（
略
） 

二　

共
同
住
宅
又
は
老
人
ホ
ー
ム
等
の
共
用
の
廊
下
又
は
階
段
の
用
に
供
す
る
部
分 

三　

住
宅
又
は
老
人
ホ
ー
ム
等
に
設
け
る
機
械
室
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
建
築
物
の
部
分
（
給
湯
設
備
そ
の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
建
築
設
備
を
設
置
す
る
た
め

の
も
の
で
あ
つ
て
、
市
街
地
の
環
境
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
、
特
定
行
政
庁
が
交
通

上
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
も
の 

７　

建
築
物
の
敷
地
が
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
の
容
積
率
に
関
す
る
制
限
を
受
け
る
地
域
、
地
区
又
は
区
域
の
二
以
上
に
わ
た
る
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
建
築
物
の
容
積
率
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
各
地
域
、
地
区
又
は
区
域
内
の
建
築
物
の
容
積
率
の
限
度
に
そ
の
敷
地
の
当
該
地
域
、
地
区
又
は

区
域
内
に
あ
る
各
部
分
の
面
積
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
も
の
の
合
計
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

８
～

　

（
略
） 

11

　

第
二
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
前
面
道
路
の
幅
員
の
メ
ー
ト
ル
の
数
値
に
乗
ず
る
数
値
が
十
分
の
四
と
さ
れ
て
い
る
建
築
物
で
、
前
面
道
路
の
境
界
線
か
ら
後
退
し
て
壁

12
面
線
の
指
定
が
あ
る
場
合
又
は
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で
定
め
る
壁
面
の
位
置
の
制
限
（
道
路
に
面
す
る
建
築
物
の
壁
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
柱

の
位
置
及
び
道
路
に
面
す
る
高
さ
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
門
又
は
塀
の
位
置
を
制
限
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
当
該
壁
面
線
又
は
当
該
壁
面
の
位
置

の
制
限
と
し
て
定
め
ら
れ
た
限
度
の
線
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
壁
面
線
等
」
と
い
う
。
）
を
越
え
な
い
も
の
（
ひ
さ
し
そ
の
他
の
建
築
物
の
部
分
で
政
令
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で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
前
面
道
路
の
境
界
線
は
、
当
該
壁
面
線
等
に
あ
る
も
の
と
み
な
し
て
、
第
二
項
か
ら
第
七
項
ま
で
及
び
第
九
項
の
規
定

を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
建
築
物
の
容
積
率
は
、
当
該
前
面
道
路
の
幅
員
の
メ
ー
ト
ル
の
数
値
に
十
分
の
六
を
乗
じ
た
も
の
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 。
　

（
略
） 

13　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
築
物
で
、
特
定
行
政
庁
が
交
通
上
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
て
許
可
し
た
も
の
の
容
積
率
は
、
第

14

 

一
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
許
可
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
限
度
を
超
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

同
一
敷
地
内
の
建
築
物
の
機
械
室
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
の
建
築
物
の
延
べ
面
積
に
対
す
る
割
合
が
著
し
く
大
き
い
場
合
に
お
け
る
そ
の
敷

 

地
内
の
建
築
物

 

二　

そ
の
敷
地
の
周
囲
に
広
い
公
園
、
広
場
、
道
路
そ
の
他
の
空
地
を
有
す
る
建
築
物

三　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に

規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
い
う
。
次
条
第
五
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
向
上
の
た
め
必
要
な
外
壁
に
関
す
る
工
事
そ
の
他
の
屋
外
に
面
す
る
建
築
物

の
部
分
に
関
す
る
工
事
を
行
う
建
築
物
で
構
造
上
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の 

　

（
略
） 

15

 

（
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
等
内
に
お
け
る
建
築
物
の
高
さ
の
限
度
） 

第
五
十
五
条　

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
又
は
田
園
住
居
地
域
内
に
お
い
て
は
、
建
築
物
の
高
さ
は
、
十
メ
ー
ト
ル
又
は
十
二
メ
ー
ト
ル

の
う
ち
当
該
地
域
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
建
築
物
の
高
さ
の
限
度
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 

２　

前
項
の
都
市
計
画
に
お
い
て
建
築
物
の
高
さ
の
限
度
が
十
メ
ー
ト
ル
と
定
め
ら
れ
た
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
又
は
田
園
住
居
地
域

内
に
お
い
て
は
、
そ
の
敷
地
内
に
政
令
で
定
め
る
空
地
を
有
し
、
か
つ
、
そ
の
敷
地
面
積
が
政
令
で
定
め
る
規
模
以
上
で
あ
る
建
築
物
で
あ
つ
て
、
特
定
行
政
庁
が
低
層

 

住
宅
に
係
る
良
好
な
住
居
の
環
境
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
も
の
の
高
さ
の
限
度
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
十
二
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

３　

（
略
） 

４　

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

一　

（
略
） 

二　

学
校
そ
の
他
の
建
築
物
で
あ
つ
て
、
そ
の
用
途
に
よ
つ
て
や
む
を
得
な
い
と
認
め
て
特
定
行
政
庁
が
許
可
し
た
も
の 

５　

（
略
） 

 

 

（
建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
）

 

第
五
十
六
条　

建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
下
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

一　

（
略
）

二　

当
該
部
分
か
ら
隣
地
境
界
線
ま
で
の
水
平
距
離
に
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
イ
若
し
く
は
ニ
に
定
め
る
数
値
が
一
・
二
五
と
さ
れ
て
い
る
建
築
物
で
高
さ
が
二
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十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
部
分
を
有
す
る
も
の
又
は
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
数
値
が
二
・
五
と
さ
れ
て
い
る
建
築
物
（
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
建
築
物
で
、
特
定
行
政
庁

が
都
道
府
県
都
市
計
画
審
議
会
の
議
を
経
て
指
定
す
る
区
域
内
に
あ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
七
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
高
さ
が
三
十
一
メ
ー

ト
ル
を
超
え
る
部
分
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
部
分
か
ら
隣
地
境
界
線
ま
で
の
水
平
距
離
の
う
ち
最
小
の
も
の
に
相
当
す
る
距
離
を
加
え
た
も
の

に
、
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
数
値
を
乗
じ
て
得
た
も
の
に
、
イ
又
は
ニ
に
定
め
る
数
値
が
一
・
二
五
と
さ
れ
て
い
る
建
築
物
に
あ
つ
て
は
二
十
メ
ー
ト
ル
を
、
イ
か

 

ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
数
値
が
二
・
五
と
さ
れ
て
い
る
建
築
物
に
あ
つ
て
は
三
十
一
メ
ー
ト
ル
を
加
え
た
も
の

 

イ
・
ロ　

（
略
）

ハ　

高
層
住
居
誘
導
地
区
内
の
建
築
物
で
あ
つ
て
、
そ
の
住
宅
の
用
途

二
・
五

に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
そ
の
延
べ
面
積
の
三
分
の
二
以

上
で
あ
る
も
の

 

ニ　

（
略
）

 

三　

（
略
）

 

２
～
７　

（
略
）

 

（
特
例
容
積
率
適
用
地
区
内
に
お
け
る
建
築
物
の
容
積
率
の
特
例
） 

第
五
十
七
条
の
二　

（
略
） 

 

２　

（
略
）

３　

特
定
行
政
庁
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
申
請
に
基
づ
き
、
特
例
敷
地
の
そ
れ

ぞ
れ
に
適
用
さ
れ
る
特
例
容
積
率
の
限
度
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

一　

（
略
） 

二　

申
請
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
特
例
容
積
率
の
限
度
が
、
申
請
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
特
例
敷
地
内
に
現
に
存
す
る
建
築
物
の
容
積
率
又
は
現
に
建
築
の
工
事
中
の
建
築
物

の
計
画
上
の
容
積
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

三　

（
略
） 

４
～
７　

（
略
） 

 

（
指
定
の
取
消
し
） 

第
五
十
七
条
の
三　

（
略
） 

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
受
け
た
特
定
行
政
庁
は
、
当
該
申
請
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
特
例
敷
地
内
に
現
に
存
す
る
建
築
物
の
容
積
率
又
は
現
に
建
築
の
工
事
中
の
建

築
物
の
計
画
上
の
容
積
率
が
第
五
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
限
度
以
下
で
あ
る
と
き
、
そ
の
他
当
該
建
築
物
の
構
造
が
交
通
上
、
安
全
上
、
防
火

上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
指
定
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。 

３
～
５　

（
略
） 
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（
高
度
利
用
地
区
） 

第
五
十
九
条　

高
度
利
用
地
区
内
に
お
い
て
は
、
建
築
物
の
容
積
率
及
び
建
蔽
率
並
び
に
建
築
物
の
建
築
面
積
（
同
一
敷
地
内
に
二
以
上
の
建
築
物
が
あ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
建
築
面
積
）
は
、
高
度
利
用
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
内
容
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一　

主
要
構
造
部
が
木
造
、
鉄
骨
造
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
構
造
で
あ
つ
て
、
階
数
が
二
以
下
で
、
か
つ
、
地
階
を
有
し
な
い
建
築
物

で
、
容
易
に
移
転
し
、
又
は
除
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の 

二　

公
衆
便
所
、
巡
査
派
出
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
建
築
物
で
、
公
益
上
必
要
な
も
の 

三　

学
校
、
駅
舎
、
卸
売
市
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
公
益
上
必
要
な
建
築
物
で
、
特
定
行
政
庁
が
用
途
上
又
は
構
造
上
や
む
を
得
な
い
と
認
め
て
許
可
し
た
も
の 

２　

（
略
） 

３　

高
度
利
用
地
区
内
の
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
当
該
高
度
利
用
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度
を
第
五
十
二
条
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
数
値
と
み
な
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

４
・
５　

（
略
） 

 

（
敷
地
内
に
広
い
空
地
を
有
す
る
建
築
物
の
容
積
率
等
の
特
例
） 

第
五
十
九
条
の
二　

そ
の
敷
地
内
に
政
令
で
定
め
る
空
地
を
有
し
、
か
つ
、
そ
の
敷
地
面
積
が
政
令
で
定
め
る
規
模
以
上
で
あ
る
建
築
物
で
、
特
定
行
政
庁
が
交
通
上
、
安

全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
く
、
か
つ
、
そ
の
建
蔽
率
、
容
積
率
及
び
各
部
分
の
高
さ
に
つ
い
て
総
合
的
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
市
街
地
の
環

境
の
整
備
改
善
に
資
す
る
と
認
め
て
許
可
し
た
も
の
の
容
積
率
又
は
各
部
分
の
高
さ
は
、
そ
の
許
可
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
第
五
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
九
項
ま
で
、
第

五
十
五
条
第
一
項
、
第
五
十
六
条
又
は
第
五
十
七
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
限
度
を
超
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２　

（
略
）　

 

 

（
特
定
街
区
） 

第
六
十
条　

特
定
街
区
内
に
お
い
て
は
、
建
築
物
の
容
積
率
及
び
高
さ
は
、
特
定
街
区
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
限
度
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
・
３　

（
略
） 

 

（
都
市
再
生
特
別
地
区
） 

第
六
十
条
の
二　

都
市
再
生
特
別
地
区
内
に
お
い
て
は
、
建
築
物
の
容
積
率
及
び
建
蔽
率
、
建
築
物
の
建
築
面
積
（
同
一
敷
地
内
に
二
以
上
の
建
築
物
が
あ
る
場
合
に
お
い

て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
建
築
面
積
）
並
び
に
建
築
物
の
高
さ
は
、
都
市
再
生
特
別
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
内
容
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一　

主
要
構
造
部
が
木
造
、
鉄
骨
造
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
構
造
で
あ
つ
て
、
階
数
が
二
以
下
で
、
か
つ
、
地
階
を
有
し
な
い
建
築
物
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で
、
容
易
に
移
転
し
、
又
は
除
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の 

二　

公
衆
便
所
、
巡
査
派
出
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
建
築
物
で
、
公
益
上
必
要
な
も
の 

三　

学
校
、
駅
舎
、
卸
売
市
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
公
益
上
必
要
な
建
築
物
で
、
特
定
行
政
庁
が
用
途
上
又
は
構
造
上
や
む
を
得
な
い
と
認
め
て
許
可
し
た
も
の 

２
・
３　

（
略
） 

４　

都
市
再
生
特
別
地
区
内
の
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
当
該
都
市
再
生
特
別
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度
を
第
五
十
二

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
数
値
（
第
五
十
七
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
数
値
と
み
な
さ
れ
る
特
例
容
積
率
の
限
度
の
数
値
を
含
む
。
）
と
み
な
し
て
、
第
五
十

二
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

５
～
７　

（
略
） 

 

（
再
開
発
等
促
進
区
等
内
の
制
限
の
緩
和
等
） 

第
六
十
八
条
の
三　

地
区
計
画
又
は
沿
道
地
区
計
画
の
区
域
の
う
ち
再
開
発
等
促
進
区
（
都
市
計
画
法
第
十
二
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
再
開
発
等
促
進
区
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
又
は
沿
道
再
開
発
等
促
進
区
（
沿
道
整
備
法
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
沿
道
再
開
発
等
促
進
区
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
地
区
整
備
計
画
又
は
沿
道
地

区
整
備
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
る
区
域
の
う
ち
建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度
が
定
め
ら
れ
て
い
る
区
域
内
に
お
い
て
は
、
当
該
地
区
計
画
又
は
沿
道
地
区
計
画
の
内
容

に
適
合
す
る
建
築
物
で
、
特
定
行
政
庁
が
交
通
上
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
二
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い

。 

２
～
９　

（
略
） 

 

（
建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度
を
区
域
の
特
性
に
応
じ
た
も
の
と
公
共
施
設
の
整
備
の
状
況
に
応
じ
た
も
の
と
に
区
分
し
て
定
め
る
地
区
計
画
等
の
区
域
内
に
お
け
る

建
築
物
の
容
積
率
の
特
例
） 

第
六
十
八
条
の
四　

次
に
掲
げ
る
条
件
に
該
当
す
る
地
区
計
画
、
防
災
街
区
整
備
地
区
計
画
又
は
沿
道
地
区
計
画
（
防
災
街
区
整
備
地
区
計
画
に
あ
つ
て
は
、
密
集
市
街
地

整
備
法
第
三
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
地
区
防
災
施
設
（
以
下
単
に
「
地
区
防
災
施
設
」
と
い
う
。
）
の
区
域
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
域
内
に
あ
る
建
築
物
で
、
当
該
地
区
計
画
、
防
災
街
区
整
備
地
区
計
画
又
は
沿
道
地
区
計
画
の
内
容
（
都
市
計
画
法
第
十
二
条
の
六
第
二
号

、
密
集
市
街
地
整
備
法
第
三
十
二
条
の
二
第
二
号
又
は
沿
道
整
備
法
第
九
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
公
共
施
設
の
整
備
の
状
況
に
応
じ
た
建
築
物
の
容
積
率
の
最
高

限
度
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
共
施
設
の
整
備
の
状
況
に
応
じ
た
建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
に
適
合
し
、
か
つ
、
特
定
行
政
庁
が

交
通
上
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
公
共
施
設
の
整
備
の
状
況
に
応
じ
た
建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度
に
関
す
る
第

二
号
の
条
例
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

一　

地
区
整
備
計
画
、
特
定
建
築
物
地
区
整
備
計
画
、
防
災
街
区
整
備
地
区
整
備
計
画
又
は
沿
道
地
区
整
備
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
る
区
域
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
項

が
定
め
ら
れ
て
い
る
区
域
で
あ
る
こ
と
。 

イ　

都
市
計
画
法
第
十
二
条
の
六
、
密
集
市
街
地
整
備
法
第
三
十
二
条
の
二
又
は
沿
道
整
備
法
第
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
区
域
の
特
性
に
応
じ
た
も
の
と
公
共
施
設

の
整
備
の
状
況
に
応
じ
た
も
の
と
に
区
分
し
た
建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度 



- 40 -

ロ　

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
区
域
の
区
分
に
従
い
、
当
該

か
ら

ま
で
に
定
め
る
施
設
の
配
置
及
び
規
模 

（１）

（３）

（１）

（３）

　

地
区
整
備
計
画
の
区
域　

都
市
計
画
法
第
十
二
条
の
五
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
地
区
施
設
又
は
同
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
施
設 

（１）　

防
災
街
区
整
備
地
区
整
備
計
画
の
区
域　

密
集
市
街
地
整
備
法
第
三
十
二
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
地
区
施
設 

（２）　

沿
道
地
区
整
備
計
画
の
区
域　

沿
道
整
備
法
第
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
沿
道
地
区
施
設
又
は
同
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
施
設 

（３）

二　

第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で
、
前
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
制
限
が
定
め
ら
れ
て
い
る
区
域
で
あ
る
こ
と
。 

 

（
区
域
を
区
分
し
て
建
築
物
の
容
積
を
適
正
に
配
分
す
る
地
区
計
画
等
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
容
積
率
の
特
例
） 

第
六
十
八
条
の
五　

次
に
掲
げ
る
条
件
に
該
当
す
る
地
区
計
画
又
は
沿
道
地
区
計
画
の
区
域
内
に
あ
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
区
計
画
又
は
沿
道
地
区
計
画
に
お
い

て
定
め
ら
れ
た
建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度
を
第
五
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
定
め
る
数
値
と
み
な
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

一　

地
区
整
備
計
画
又
は
沿
道
地
区
整
備
計
画
（
都
市
計
画
法
第
十
二
条
の
七
又
は
沿
道
整
備
法
第
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
地
区
整
備
計
画
又
は
沿
道
地
区
整
備
計

画
の
区
域
を
区
分
し
て
建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
区
域
で
あ
る
こ
と
。 

二　

前
号
の
建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度
が
当
該
区
域
に
係
る
用
途
地
域
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
建
築
物
の
容
積
率
を
超
え
る
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
区
域
に

あ
つ
て
は
、
地
区
整
備
計
画
又
は
沿
道
地
区
整
備
計
画
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例

で
こ
れ
ら
の
事
項
に
関
す
る
制
限
が
定
め
ら
れ
て
い
る
区
域
で
あ
る
こ
と
。 

イ　

建
築
物
の
容
積
率
の
最
低
限
度 

ロ　

建
築
物
の
敷
地
面
積
の
最
低
限
度 

ハ　

壁
面
の
位
置
の
制
限
（
道
路
に
面
す
る
壁
面
の
位
置
を
制
限
す
る
も
の
を
含
む
も
の
に
限
る
。
） 

 

（
区
域
を
区
分
し
て
建
築
物
の
容
積
を
適
正
に
配
分
す
る
特
定
建
築
物
地
区
整
備
計
画
等
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
容
積
率
の
特
例
） 

第
六
十
八
条
の
五
の
二　

次
に
掲
げ
る
条
件
に
該
当
す
る
防
災
街
区
整
備
地
区
計
画
の
区
域
内
に
あ
る
建
築
物
（
第
二
号
に
規
定
す
る
区
域
内
の
建
築
物
に
あ
つ
て
は
、
防

災
街
区
整
備
地
区
計
画
の
内
容
に
適
合
す
る
建
築
物
で
、
特
定
行
政
庁
が
交
通
上
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て

は
、
当
該
防
災
街
区
整
備
地
区
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度
を
第
五
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
定
め
る
数
値
と
み
な
し

て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

一　

特
定
建
築
物
地
区
整
備
計
画
及
び
防
災
街
区
整
備
地
区
整
備
計
画
（
い
ず
れ
も
密
集
市
街
地
整
備
法
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
区
域
を
そ
れ

ぞ
れ
区
分
し
、
又
は
区
分
し
な
い
で
建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
区
域
で
あ
る
こ
と
。 

二　

前
号
の
建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度
が
当
該
区
域
に
係
る
用
途
地
域
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
建
築
物
の
容
積
率
を
超
え
る
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
区
域
に

あ
つ
て
は
、
特
定
建
築
物
地
区
整
備
計
画
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で
こ
れ
ら
の

事
項
に
関
す
る
制
限
が
定
め
ら
れ
て
い
る
区
域
で
あ
る
こ
と
。 

イ　

建
築
物
の
容
積
率
の
最
低
限
度 

ロ　

建
築
物
の
敷
地
面
積
の
最
低
限
度 
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ハ　

壁
面
の
位
置
の
制
限
（
道
路
に
面
す
る
壁
面
の
位
置
を
制
限
す
る
も
の
を
含
む
も
の
に
限
る
。
） 

 
（
高
度
利
用
と
都
市
機
能
の
更
新
と
を
図
る
地
区
計
画
等
の
区
域
内
に
お
け
る
制
限
の
特
例
） 

第
六
十
八
条
の
五
の
三　

次
に
掲
げ
る
条
件
に
該
当
す
る
地
区
計
画
又
は
沿
道
地
区
計
画
の
区
域
内
に
あ
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
区
計
画
又
は
沿
道
地
区
計
画
に

お
い
て
定
め
ら
れ
た
建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度
を
第
五
十
二
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
定
め
る
数
値
と
み
な
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

一　

都
市
計
画
法
第
十
二
条
の
八
又
は
沿
道
整
備
法
第
九
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
地
区
整
備
計
画
又
は
沿
道
地
区
整
備
計
画
の

区
域
で
あ
る
こ
と
。 

イ　

建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度 

ロ　

建
築
物
の
容
積
率
の
最
低
限
度
（
沿
道
地
区
整
備
計
画
に
お
い
て
沿
道
整
備
法
第
九
条
第
六
項
第
二
号
の
建
築
物
の
沿
道
整
備
道
路
に
係
る
間
口
率
の
最
低
限
度

及
び
建
築
物
の
高
さ
の
最
低
限
度
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
最
低
限
度
）
、
建
築
物
の
建
蔽
率
の
最
高
限
度
、
建
築
物
の
建
築
面
積
の
最

低
限
度
及
び
壁
面
の
位
置
の
制
限
（
壁
面
の
位
置
の
制
限
に
あ
つ
て
は
、
市
街
地
の
環
境
の
向
上
を
図
る
た
め
必
要
な
場
合
に
限
る
。
） 

二　

第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で
、
前
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
（
壁
面
の
位
置
の
制
限
に
あ
つ
て
は
、
地
区
整
備
計
画
又
は
沿
道
地
区
整
備
計
画
に

定
め
ら
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
制
限
が
定
め
ら
れ
て
い
る
区
域
で
あ
る
こ
と
。 

２
・
３　

（
略
） 

 

（
住
居
と
住
居
以
外
の
用
途
と
を
区
分
し
て
定
め
る
地
区
計
画
等
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
容
積
率
の
特
例
） 

第
六
十
八
条
の
五
の
四　

次
に
掲
げ
る
条
件
に
該
当
す
る
地
区
計
画
、
防
災
街
区
整
備
地
区
計
画
又
は
沿
道
地
区
計
画
の
区
域
内
に
あ
る
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
住
宅
の
用

途
に
供
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
区
計
画
、
防
災
街
区
整
備
地
区
計
画
又
は
沿
道
地
区
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度
を
第
五
十

二
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る
数
値
と
み
な
し
て
、
同
条
（
第
八
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
建
築
物
が
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
建
築
物
の
延
べ
面
積
の
算
定
に
当
た
り
そ
の
床
面
積
が
当
該
建
築
物
の
延
べ
面
積
に
算
入
さ
れ
な
い
部
分
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
部
分
の
床
面
積
を
含
む
当
該
建

築
物
の
容
積
率
は
、
当
該
建
築
物
が
あ
る
地
域
に
関
す
る
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
同
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る
数
値
の
一
・
五
倍
以
下
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

一　

次
に
掲
げ
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
地
区
整
備
計
画
、
特
定
建
築
物
地
区
整
備
計
画
、
防
災
街
区
整
備
地
区
整
備
計
画
又
は
沿
道
地
区
整
備
計
画
の
区
域
で
あ
る

こ
と
。 

イ　

建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度
（
都
市
計
画
法
第
十
二
条
の
九
、
密
集
市
街
地
整
備
法
第
三
十
二
条
の
四
又
は
沿
道
整
備
法
第
九
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
都
市
計
画
法
第
十
二
条
の
九
第
一
号
、
密
集
市
街
地
整
備
法
第
三
十
二
条
の
四
第
一
号
又
は
沿
道
整
備
法
第
九
条
の
五
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
の
数
値
が
第
五

十
二
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る
数
値
以
上
そ
の
一
・
五
倍
以
下
で
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
） 

ロ　

建
築
物
の
容
積
率
の
最
低
限
度 

ハ　

建
築
物
の
敷
地
面
積
の
最
低
限
度 

ニ　

壁
面
の
位
置
の
制
限
（
道
路
に
面
す
る
壁
面
の
位
置
を
制
限
す
る
も
の
を
含
む
も
の
に
限
る
。
） 
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二　

第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で
、
前
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
制
限
が
定
め
ら
れ
て
い
る
区
域
で
あ
る
こ
と
。 

三　

当
該
区
域
が
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二
種
住
居
地
域
、
準
住
居
地
域
、
近
隣
商
業
地
域
、
商
業
地
域
又
は
準
工
業
地
域
内
に
あ
る
こ
と
。 

 

（
区
域
の
特
性
に
応
じ
た
高
さ
、
配
列
及
び
形
態
を
備
え
た
建
築
物
の
整
備
を
誘
導
す
る
地
区
計
画
等
の
区
域
内
に
お
け
る
制
限
の
特
例
） 

第
六
十
八
条
の
五
の
五　

次
に
掲
げ
る
条
件
に
該
当
す
る
地
区
計
画
等
（
集
落
地
区
計
画
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
域
内
の
建
築
物
で
、
当
該
地
区

計
画
等
の
内
容
に
適
合
し
、
か
つ
、
特
定
行
政
庁
が
交
通
上
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定

は
、
適
用
し
な
い
。 

一　

次
に
掲
げ
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
地
区
整
備
計
画
等
（
集
落
地
区
整
備
計
画
を
除
く
。
）
の
区
域
で
あ
る
こ
と
。 

イ　

（
略
） 

ロ　

建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度 

ハ　

（
略
） 

二　

（
略
） 

２　

（
略
） 

 

（
建
築
物
の
敷
地
が
地
区
計
画
等
の
区
域
の
内
外
に
わ
た
る
場
合
の
措
置
） 

第
六
十
八
条
の
八　

第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で
建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度
又
は
建
築
物
の
建
蔽
率
の
最
高
限
度
が
定
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い

て
、
建
築
物
の
敷
地
が
当
該
条
例
に
よ
る
制
限
を
受
け
る
区
域
の
内
外
に
わ
た
る
と
き
は
、
当
該
条
例
で
定
め
ら
れ
た
建
築
物
の
容
積
率
の
最
高
限
度
又
は
建
築
物
の
建

蔽
率
の
最
高
限
度
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
建
築
物
の
当
該
条
例
に
よ
る
制
限
を
受
け
る
区
域
内
に
あ
る
部
分
に
係
る
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
建
築

物
の
容
積
率
の
限
度
又
は
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
の
建
蔽
率
の
限
度
と
み
な
し
て
、
第
五
十
二
条
第
七
項
、
第
十
四
項
及
び
第
十
五
項
又
は
第
五
十

三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

 

第
六
十
八
条
の
九　

第
六
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
知
事
が
関
係
市
町
村
の
意
見
を
聴
い
て
指
定
す
る
区
域
内
に
お
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
は
、

当
該
区
域
内
に
お
け
る
土
地
利
用
の
状
況
等
を
考
慮
し
、
適
正
か
つ
合
理
的
な
土
地
利
用
を
図
る
た
め
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
条
例
で

、
建
築
物
又
は
そ
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
、
建
築
物
の
容
積
率
、
建
築
物
の
高
さ
そ
の
他
の
建
築
物
の
敷
地
又
は
構
造
に
関
し
て
必
要
な
制
限
を
定
め
る
こ
と
が
で
き

る
。 

２　

（
略
） 

 

（
建
築
審
査
会
） 

第
七
十
八
条　

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
同
意
及
び
第
九
十
四
条
第
一
項
前
段
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
に
つ
い
て
の
議
決
を
行
わ
せ
る
と
と
も
に
、
特
定
行
政
庁
の
諮
問

に
応
じ
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
に
、
建
築
主
事
を
置
く
市
町
村
及
び
都
道
府
県
に
、
建
築
審
査
会
を
置
く
。 
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２　

（
略
） 

 
（
一
の
敷
地
と
み
な
す
こ
と
等
に
よ
る
制
限
の
緩
和
） 

第
八
十
六
条　

（
略
） 

 

２　

（
略
）

３　

建
築
物
の
敷
地
又
は
建
築
物
の
敷
地
以
外
の
土
地
で
二
以
上
の
も
の
が
、
政
令
で
定
め
る
空
地
を
有
し
、
か
つ
、
面
積
が
政
令
で
定
め
る
規
模
以
上
で
あ
る
一
団
地
を

形
成
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
一
団
地
（
そ
の
内
に
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
現
に
公
告
さ
れ
て
い
る
他
の
対
象
区
域
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
他
の
対
象
区
域
の
全

部
を
含
む
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
、
第
六
項
、
第
七
項
及
び
次
条
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
内
に
お
い
て
建
築
等
を
す
る
一
又
は
二
以
上
の
建
築
物
に
つ
い
て
、

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
定
行
政
庁
が
、
当
該
一
又
は
二
以
上
の
建
築
物
の
位
置
及
び
建
蔽
率
、
容
積
率
、
各
部
分
の
高
さ
そ
の
他
の
構
造
に
つ
い

て
、
交
通
上
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
く
、
か
つ
、
総
合
的
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
市
街
地
の
環
境
の
整
備
改
善
に
資
す
る
と
認
め
て

許
可
し
た
と
き
は
、
当
該
一
又
は
二
以
上
の
建
築
物
に
対
す
る
特
例
対
象
規
定
（
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
を
除
く
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
、
当
該
一
団
地
を
当
該
一
又

は
二
以
上
の
建
築
物
の
一
の
敷
地
と
み
な
す
と
と
も
に
、
当
該
一
又
は
二
以
上
の
建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
又
は
容
積
率
を
、
そ
の
許
可
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
第
五
十

五
条
第
一
項
の
規
定
又
は
当
該
一
団
地
を
一
の
敷
地
と
み
な
し
て
適
用
す
る
第
五
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
九
項
ま
で
、
第
五
十
六
条
若
し
く
は
第
五
十
七
条
の
二
第
六
項

の
規
定
に
よ
る
限
度
を
超
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４　

そ
の
面
積
が
政
令
で
定
め
る
規
模
以
上
で
あ
る
一
定
の
一
団
の
土
地
の
区
域
（
そ
の
内
に
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
現
に
公
告
さ
れ
て
い
る
他
の
対
象
区
域
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
他
の
対
象
区
域
の
全
部
を
含
む
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
、
第
六
項
及
び
次
条
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
内
に
現
に
存
す
る
建
築
物
の
位
置
及
び
建
蔽
率

、
容
積
率
、
各
部
分
の
高
さ
そ
の
他
の
構
造
を
前
提
と
し
て
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
必
要
な
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
総
合
的
見
地
か
ら
し
た
設

計
に
よ
つ
て
当
該
区
域
内
に
お
い
て
建
築
物
の
建
築
等
を
し
、
か
つ
、
当
該
区
域
内
に
政
令
で
定
め
る
空
地
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
特
定
行
政
庁
が
、
そ
の
建
築
物
の
位
置
及
び
建
蔽
率
、
容
積
率
、
各
部
分
の
高
さ
そ
の
他
の
構
造
に
つ
い
て
、
交
通
上
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支

障
が
な
く
、
か
つ
、
総
合
的
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
市
街
地
の
環
境
の
整
備
改
善
に
資
す
る
と
認
め
て
許
可
し
た
と
き
は
、
当
該
区
域
内
に
お
け
る
各
建

築
物
に
対
す
る
特
例
対
象
規
定
（
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
を
除
く
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
、
当
該
一
定
の
一
団
の
土
地
の
区
域
を
こ
れ
ら
の
建
築
物
の
一
の
敷
地
と
み

な
す
と
と
も
に
、
当
該
建
築
等
を
す
る
建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
又
は
容
積
率
を
、
そ
の
許
可
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
又
は
当
該
一
定
の
一

団
の
土
地
の
区
域
を
一
の
敷
地
と
み
な
し
て
適
用
す
る
第
五
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
九
項
ま
で
、
第
五
十
六
条
若
し
く
は
第
五
十
七
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
限
度

を
超
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５
～

 
 

（
略
） 

10

 

（
公
告
認
定
対
象
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
位
置
及
び
構
造
の
認
定
等
） 

第
八
十
六
条
の
二　

（
略
） 

２　

面
積
が
政
令
で
定
め
る
規
模
以
上
で
あ
る
公
告
認
定
対
象
区
域
内
に
お
い
て
、
一
敷
地
内
認
定
建
築
物
以
外
の
建
築
物
を
新
築
し
、
又
は
一
敷
地
内
認
定
建
築
物
に
つ

い
て
増
築
等
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
当
該
区
域
内
に
政
令
で
定
め
る
空
地
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
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よ
り
、
特
定
行
政
庁
が
、
当
該
新
築
又
は
増
築
等
に
係
る
建
築
物
の
位
置
及
び
建
蔽
率
、
容
積
率
、
各
部
分
の
高
さ
そ
の
他
の
構
造
に
つ
い
て
、
他
の
一
敷
地
内
認
定
建

築
物
の
位
置
及
び
建
蔽
率
、
容
積
率
、
各
部
分
の
高
さ
そ
の
他
の
構
造
と
の
関
係
に
お
い
て
、
交
通
上
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
く
、
か
つ
、
市
街
地

の
環
境
の
整
備
改
善
に
資
す
る
と
認
め
て
許
可
し
た
と
き
は
、
当
該
新
築
又
は
増
築
等
に
係
る
建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
又
は
容
積
率
を
、
そ
の
許
可
の
範
囲
内
に
お
い

て
、
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
又
は
当
該
公
告
認
定
対
象
区
域
を
一
の
敷
地
と
み
な
し
て
適
用
さ
れ
る
第
五
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
九
項
ま
で
、
第
五
十
六
条
若
し
く

は
第
五
十
七
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
限
度
を
超
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

３　

公
告
許
可
対
象
区
域
（
前
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係
る
公
告
対
象
区
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
内
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
一
の
敷
地
内
に
あ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
建
築
物
（
以
下
「
一
敷
地
内
許
可
建
築
物
」
と
い
う
。
）
以
外
の
建
築
物
を
新
築
し
、
又
は
一
敷
地
内
許
可
建
築

物
に
つ
い
て
増
築
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
定
行
政
庁
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

特
定
行
政
庁
は
、
当
該
新
築
又
は
増
築
等
に
係
る
建
築
物
が
、
そ
の
位
置
及
び
建
蔽
率
、
容
積
率
、
各
部
分
の
高
さ
そ
の
他
の
構
造
に
つ
い
て
、
他
の
一
敷
地
内
許
可
建

築
物
の
位
置
及
び
建
蔽
率
、
容
積
率
、
各
部
分
の
高
さ
そ
の
他
の
構
造
と
の
関
係
に
お
い
て
、
交
通
上
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
く
、
か
つ
、
市
街
地

の
環
境
の
整
備
改
善
を
阻
害
す
る
こ
と
が
な
い
と
認
め
る
と
と
も
に
、
当
該
区
域
内
に
同
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
空
地
を
維
持
す
る
こ
と
と
な
る
と
認

め
る
場
合
に
限
り
、
許
可
す
る
も
の
と
す
る
。 

４
～

　

（
略
） 

12

 

（
一
の
敷
地
と
み
な
す
こ
と
等
の
認
定
又
は
許
可
の
取
消
し
） 

第
八
十
六
条
の
五　

（
略
） 

２　

（
略
） 

３　

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し
の
申
請
を
受
け
た
特
定
行
政
庁
は
、
当
該
申
請
に
係
る
公
告
許
可
対
象
区
域
内
の
建
築
物
の
位
置
及
び
建
蔽
率
、
容
積
率
、
各

部
分
の
高
さ
そ
の
他
の
構
造
に
つ
い
て
、
交
通
上
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
く
、
か
つ
、
市
街
地
の
環
境
の
整
備
改
善
を
阻
害
す
る
こ
と
が
な
い
と
認

め
る
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
許
可
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。 

４
～
６　

（
略
） 

 

（
総
合
的
設
計
に
よ
る
一
団
地
の
住
宅
施
設
に
つ
い
て
の
制
限
の
特
例
） 

第
八
十
六
条
の
六　

一
団
地
の
住
宅
施
設
に
関
す
る
都
市
計
画
を
定
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
又
は
田
園
住
居

地
域
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
容
積
率
、
第
五
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
建
蔽
率
、
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
外
壁
の

後
退
距
離
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
の
高
さ
と
異
な
る
容
積
率
、
建
蔽
率
、
距
離
及
び
高
さ
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２　

（
略
） 

 

 

（
不
服
申
立
て
）

第
九
十
四
条　

建
築
基
準
法
令
の
規
定
に
よ
る
特
定
行
政
庁
、
建
築
主
事
等
若
し
く
は
建
築
監
視
員
、
都
道
府
県
知
事
、
指
定
確
認
検
査
機
関
又
は
指
定
構
造
計
算
適
合
性
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判
定
機
関
の
処
分
又
は
そ
の
不
作
為
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
は
、
行
政
不
服
審
査
法
第
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
処
分
庁
又
は
不
作
為
庁
が
、
特
定
行
政
庁
、
建
築
主
事

等
若
し
く
は
建
築
監
視
員
又
は
都
道
府
県
知
事
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
市
町
村
又
は
都
道
府
県
の
建
築
審
査
会
に
、
指
定
確
認
検
査
機
関
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
当
該
処
分
又
は
不
作
為
に
係
る
建
築
物
又
は
工
作
物
に
つ
い
て
第
六
条
第
一
項
（
第
八
十
七
条
第
一
項
、
第
八
十
七
条
の
四
又
は
第
八
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
す
る
権
限
を
有
す
る
建
築
主
事
等
が
置
か
れ
た
市
町
村
又
は
都
道
府
県
の
建
築
審
査
会
に
、
指
定
構
造

計
算
適
合
性
判
定
機
関
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
に
そ
の
構
造
計
算
適
合
性
判
定
を
行
わ

せ
た
都
道
府
県
知
事
が
統
括
す
る
都
道
府
県
の
建
築
審
査
会
に
対
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
不
作
為
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
は
、
建
築
審
査
会
に

代
え
て
、
当
該
不
作
為
庁
が
、
特
定
行
政
庁
、
建
築
主
事
等
、
建
築
監
視
員
又
は
都
道
府
県
知
事
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
市
町
村
の
長
又
は
都
道
府
県
知
事
に
、

指
定
確
認
検
査
機
関
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
指
定
確
認
検
査
機
関
に
、
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
指
定
構
造
計
算
適
合
性

判
定
機
関
に
対
し
て
す
る
こ
と
も
で
き
る
。 

 

２
～
４　

（
略
）

 

 

○　

地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
九
号
）
（
抄
）

 

 

（
地
域
公
共
交
通
計
画
）

第
五
条　

地
方
公
共
団
体
は
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
に
あ
っ
て
は
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
都
道
府
県
に
あ
っ
て
は

当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
市
町
村
と
共
同
し
て
、
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
つ
い
て
、
地
域
旅
客
運
送
サ
ー
ビ
ス
の
持
続
可
能
な
提
供
の
確
保
に
資
す
る
地
域
公
共
交

 

通
の
活
性
化
及
び
再
生
を
推
進
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
地
域
公
共
交
通
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
～

　

（
略
）

13

 

 

○　

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
（
抄
）

 

 

（
課
税
の
範
囲
）

第
二
条　

登
録
免
許
税
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
登
記
、
登
録
、
特
許
、
免
許
、
許
可
、
認
可
、
認
定
、
指
定
及
び
技
能
証
明
（
以
下
「
登
記
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

 

課
す
る
。

 

別
表
第
一　

課
税
範
囲
、
課
税
標
準
及
び
税
率
の
表
（
第
二
条
、
第
五
条
、
第
九
条
、
第
十
条
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
―
第
十
七
条
、
第
十
七
条
の
三
―
第
十
九
条
、
第

二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
三
十
四
条
―

 

第
三
十
四
条
の
五
関
係
）

登
記
、
登
録
、
特
許
、
免
許
、
許
可
、
認
可
、
認
定
、
指
定
又
は
技
能
証
明
の
事
項

課
税
標
準

税
率
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一
～
百
二
十
四　

（
略
）

 

百
二
十
五　

道
路
運
送
事
業
の
許
可
又
は
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可

（
注
）
地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
四
十
五
（
道
路
運
送
法
の
特
例
）
、
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律

第
十
五
条
（
道
路
運
送
法
の
特
例
）
、
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
（
道
路
運
送
法
の
特
例
）
、
第
二
十
七
条
の
十
（
道
路
運
送
法
の
特
例
）
、
第
二
十
七
条

の
十
八
第
一
項
（
道
路
運
送
法
の
特
例
）
（
同
法
第
二
十
九
条
の
九
（
鉄
道
事
業
再
構
築
事
業
等
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
二
十
九
条
の
七
第
一
項
（
道
路
運
送
法
の
特
例
）
若
し
く
は
第
三
十
四
条
第
一
項
（
道
路
運
送
法
の
特
例
）
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に

関
す
る
法
律
第
三
十
条
（
道
路
運
送
法
の
特
例
）
の
規
定
に
よ
り
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
又
は
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
を
受
け
た
も
の
と
み

な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
四
十
四
第
三
項
（
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
）
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
住
宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
、
地
域
公
共
交
通
の
活

性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
三
項
（
道
路
運
送
高
度
化
実
施
計
画
の
認
定
）
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
道
路
運
送
高
度
化
実
施
計
画
の
認
定
、
同
法
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項
（
地
域
旅
客
運
送
サ
ー
ビ
ス
継
続
実
施
計
画
の
認
定
）
（
同
条
第
七
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
地
域
旅
客
運
送
サ
ー
ビ
ス
継
続
実
施
計
画
の
認
定
、
同
法
第
二
十
七
条
の
七
第
三
項
（
貨
客
運
送
効
率
化

実
施
計
画
の
認
定
）
（
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
貨
客
運
送
効
率
化
実
施
計
画
の

認
定
、
同
法
第
二
十
七
条
の
十
五
第
二
項
（
地
域
公
共
交
通
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
）
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
こ
れ
ら
の
規
定

を
同
法
第
二
十
九
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
地
域
公
共
交
通
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
、
同
法
第
二
十
九
条
の
四
第

六
項
（
交
通
手
段
再
構
築
実
証
事
業
計
画
の
作
成
）
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
交
通
手
段
再
構
築
実
証
事
業
計

画
の
公
表
若
し
く
は
同
法
第
三
十
条
第
三
項
（
新
地
域
旅
客
運
送
事
業
計
画
の
認
定
）
の
規
定
に
よ
る
新
地
域
旅
客
運
送
事
業
計
画
の
認
定
又
は
都
市
の
低

炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
十
九
条
第
三
項
（
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
）
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
は
当
該
許
可
又
は
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
と
、
地
域
公
共
交
通
の
活

性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
第
三
十
四
条
第
二
項
又
は
特
定
地
域
及
び
準
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化

に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
八
条
の
八
第
一
項
（
道
路
運
送
法
の
特
例
）
若
し
く
は
第
十
三
条
第
一
項
（
道
路
運
送
法

の
特
例
）
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
第

三
十
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
新
地
域
旅
客
運
送
事
業
計
画
の
変
更
の
認
定
又
は
特
定
地
域
及
び
準
特
定
地
域
に
お
け
る

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
八
条
の
七
第
一
項
（
事
業
者
計
画
の
認
可
）
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
計

画
の
認
可
若
し
く
は
同
法
第
十
一
条
第
四
項
（
活
性
化
事
業
計
画
の
認
定
）
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
活
性
化

事
業
計
画
の
認
定
は
当
該
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
と
、
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
四
十
五
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
十
条
の
規

定
に
よ
り
特
定
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
四
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
住

宅
団
地
再
生
道
路
運
送
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
運
送
利
便
増

進
実
施
計
画
の
認
定
は
当
該
許
可
と
、
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
五
十
（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
特
例
）
、
流
通
業
務
総
合
効
率
化
促
進
法
第
十
条
第
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一
項
（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
特
例
）
、
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七
条
の
十
一
（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
特

例
）
、
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
七
十
一
条
第
一
項
（
流
通
機
能
向
上
事
業
に
係
る
許
認
可
等
の
特
例
）
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法

律
第
三
十
六
条
（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
特
例
）
の
規
定
に
よ
り
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る

地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
四
十
七
第
三
項
（
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
認
定
）
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
認
定
、
流
通
業
務
総
合
効
率
化
促
進
法
第
四
条
第
一
項
（
総
合
効
率
化
計
画
の
認
定
）
の
規

定
に
よ
る
総
合
効
率
化
計
画
の
認
定
、
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
貨
客
運
送
効
率
化
実

施
計
画
の
認
定
、
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
七
条
第
十
四
項
（
福
島
復
興
再
生
計
画
の
認
定
）
の
規
定
に
よ
る
福
島
復
興
再
生
計
画
の
認
定
若
し
く
は

同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
（
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
の
準
用
）
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
六
条
第
一

項
（
認
定
復
興
推
進
計
画
の
変
更
）
の
規
定
に
よ
る
福
島
復
興
再
生
計
画
の
変
更
の
認
定
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
十
三
条
第
三

項
（
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
認
定
）
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
認
定
は

当
該
許
可
と
み
な
す
。

　

道
路
運
送
法
第
四
条
第
一
項
（
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
）
の
一
般
旅

（一）
客
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可

イ　

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
又
は
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事

許
可
件
数

一
件
に
つ
き
九
万
円

業
の
許
可
（
更
新
の
許
可
を
除
く
。
）

ロ　

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可

許
可
件
数

一
件
に
つ
き
三
万
円
（
個
人
の

受
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車

運
送
事
業
の
許
可
で
政
令
で
定

め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
一
万

五
千
円
）

 
 

　

道
路
運
送
法
第
十
五
条
第
一
項
（
事
業
計
画
の
変
更
）
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画

（二）
の
変
更
の
認
可

イ　

イ
に
掲
げ
る
許
可
を
受
け
て
い
る
者
が
道
路
運
送
法
第
五
条
第
一
項
第
三
号

認
可
件
数

一
件
に
つ
き
一
万
五
千
円

（一）
（
許
可
申
請
）
の
路
線
又
は
営
業
区
域
を
増
加
す
る
こ
と
に
係
る
事
業
計
画
の
変

更
の
認
可
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の

ロ　

ロ
に
掲
げ
る
許
可
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）

認
可
件
数

一
件
に
つ
き
五
千
円

（一）
を
受
け
て
い
る
者
が
道
路
運
送
法
第
五
条
第
一
項
第
三
号
の
営
業
区
域
を
増
加
す

る
こ
と
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の

ハ　

ロ
に
掲
げ
る
許
可
を
受
け
て
い
る
者
が
特
定
地
域
及
び
準
特
定
地
域
に
お
け

認
可
件
数

一
件
に
つ
き
五
千
円

（一）
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る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
特
別
措
置

法
第
二
条
第
六
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
準
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客

自
動
車
運
送
事
業
の
供
給
輸
送
力
を
増
加
さ
せ
る
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
で
財

務
省
令
で
定
め
る
も
の

　

道
路
運
送
法
第
四
十
三
条
第
一
項
（
特
定
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
）
の
特
定
旅
客

許
可
件
数

一
件
に
つ
き
三
万
円

（三）
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可

　

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
第
三
条
（
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
）
の
一

許
可
件
数

一
件
に
つ
き
十
二
万
円

（四）
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可

　

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
第
三
十
五
条
第
一
項
（
特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
）

許
可
件
数

一
件
に
つ
き
六
万
円

（五）
の
特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可

百
二
十
五
の
二　

（
略
）

 

百
二
十
五
の
三　

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
の
登
録

（
注
）　

地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七
条
の
十
八
第
一
項
（
道
路
運
送
法
の
特
例
）
（
同
法
第
二
十
九
条
の
九
（
鉄
道
事
業
再

構
築
事
業
等
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
九
条
の
七
第
一
項
（
道
路
運
送
法
の
特
例
）
の
規
定
に
よ
り
自

家
用
有
償
旅
客
運
送
者
の
登
録
又
は
変
更
登
録
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
法
第
二
十
七
条
の
十
五
第
二
項
（
地
域
公
共
交
通
利
便
増

進
実
施
計
画
の
認
定
）
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
二
十
九
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
地
域
公
共
交
通
利
便
増
進
実
施
計
画
の
認
定
又
は
同
法
第
二
十
九
条
の
四
第
六
項
（
交
通
手
段
再
構
築
実
証
事
業
計
画
の
作
成
）
（
同
条
第
七

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
交
通
手
段
再
構
築
実
証
事
業
計
画
の
公
表
は
、
当
該
登
録
又
は
変
更
登
録
と
み
な
す
。

　

道
路
運
送
法
第
七
十
九
条
（
登
録
）
の
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
の
登
録
（
政
令

登
録
件
数

一
件
に
つ
き
一
万
五
千
円

（一）
で
定
め
る
も
の
に
限
り
、
更
新
の
登
録
を
除
く
。
）

　

道
路
運
送
法
第
七
十
九
条
の
七
第
一
項
（
変
更
登
録
等
）
の
変
更
登
録
（
政
令
で

登
録
件
数

一
件
に
つ
き
三
千
円

（二）
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

百
二
十
六
～
百
三
十
八
の
二　

（
略
）

 

百
三
十
九　

貨
物
利
用
運
送
事
業
の
登
録
若
し
く
は
許
可
又
は
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可

（
注
）
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
五
十
七
条
第
一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の



- 49 -

特
例
）
、
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
四
十
八
第
一
項
（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の
特
例
）
、
流
通
業
務
総
合
効
率
化
促
進
法
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の
特
例
）
、
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七
条
の
十
二
第
一
項
（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の
特

例
）
、
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
七
十
一
条
第
一
項
（
流
通
機
能
向
上
事
業
に
係
る
許
認
可
等
の
特
例
）
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法

律
第
三
十
四
条
第
一
項
（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の
特
例
）
の
規
定
に
よ
り
第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
登
録
又
は
変
更
登
録
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ

れ
る
場
合
に
お
け
る
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第
四
十
八
条
第
一
項
（
特
定
民
間
中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
計
画
の
認
定
）
の
規
定
に
よ
る
特

定
民
間
中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
計
画
の
認
定
若
し
く
は
同
法
第
四
十
九
条
第
一
項
（
認
定
特
定
民
間
中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
計
画
の
変
更
等
）
の
規
定

に
よ
る
認
定
特
定
民
間
中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
計
画
の
変
更
の
認
定
、
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
四
十
七
第
三
項
（
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実

施
計
画
の
認
定
）
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化

実
施
計
画
の
認
定
、
流
通
業
務
総
合
効
率
化
促
進
法
第
四
条
第
一
項
（
総
合
効
率
化
計
画
の
認
定
）
の
規
定
に
よ
る
総
合
効
率
化
計
画
の
認
定
若
し
く
は
流

通
業
務
総
合
効
率
化
促
進
法
第
五
条
第
一
項
（
総
合
効
率
化
計
画
の
変
更
の
認
定
）
の
規
定
に
よ
る
総
合
効
率
化
計
画
の
変
更
の
認
定
、
地
域
公
共
交
通
の

活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七
条
の
七
第
三
項
（
貨
客
運
送
効
率
化
実
施
計
画
の
認
定
）
（
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
貨
客
運
送
効
率
化
実
施
計
画
の
認
定
、
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
七
条
第
十
四
項
（
福
島
復
興
再
生

計
画
の
認
定
）
の
規
定
に
よ
る
福
島
復
興
再
生
計
画
の
認
定
若
し
く
は
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
（
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
の
準
用
）
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
六
条
第
一
項
（
認
定
復
興
推
進
計
画
の
変
更
）
の
規
定
に
よ
る
福
島
復
興
再
生
計
画
の
変
更
の

認
定
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
十
三
条
第
三
項
（
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
認
定
）
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
認
定
は
当
該
登
録
又
は
変
更
登
録
と
み
な
し
、
地
域
再
生
法

第
十
七
条
の
四
十
九
第
一
項
（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の
特
例
）
、
流
通
業
務
総
合
効
率
化
促
進
法
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
貨
物
利
用
運
送
事

業
法
の
特
例
）
、
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七
条
の
十
三
第
一
項
（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の
特
例
）
、
福
島
復
興
再
生

特
別
措
置
法
第
七
十
一
条
第
一
項
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
十
五
条
第
一
項
（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
の
特
例
）
の
規
定
に
よ
り

第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
許
可
又
は
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
四
十
七
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
認
定
、
流
通
業
務
総
合
効
率
化
促
進
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
総
合
効
率
化
計
画

の
認
定
若
し
く
は
流
通
業
務
総
合
効
率
化
促
進
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
総
合
効
率
化
計
画
の
変
更
の
認
定
、
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生

に
関
す
る
法
律
第
二
十
七
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
貨
客
運
送
効
率
化
実
施
計
画
の
認
定
、
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
七
条
第
十
四
項
の
規
定
に

よ
る
福
島
復
興
再
生
計
画
の
認
定
若
し
く
は
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
福
島
復
興
再
生
計
画
の
変
更
の
認
定
又
は
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
貨
物
運
送
共
同
化

実
施
計
画
の
認
定
は
当
該
許
可
又
は
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
と
み
な
す
。

　

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
三
条
第
一
項
（
登
録
）
の
第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業

登
録
件
数

一
件
に
つ
き
九
万
円

（一）
の
登
録

　

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
七
条
第
一
項
（
変
更
登
録
等
）
の
変
更
登
録
（
同
法
第

登
録
件
数

一
件
に
つ
き
一
万
五
千
円

（二）
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四
条
第
一
項
第
四
号
（
登
録
の
申
請
）
の
利
用
運
送
に
係
る
運
送
機
関
の
種
類
若
し

く
は
利
用
運
送
の
区
域
若
し
く
は
区
間
の
増
加
に
係
る
も
の
（
財
務
省
令
で
定
め
る

も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
号
の
業
務
の
範
囲
の
増
加
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

　

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
二
十
条
（
許
可
）
の
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
許

許
可
件
数

一
件
に
つ
き
十
二
万
円

（三）
可

　

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
二
十
五
条
第
一
項
（
事
業
計
画
及
び
集
配
事
業
計
画
）

認
可
件
数

一
件
に
つ
き
二
万
円

（四）
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
（
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

　

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
三
十
五
条
第
一
項
（
登
録
）
の
船
舶
運
航
事
業
者
又
は

登
録
件
数

一
件
に
つ
き
九
万
円

（五）
航
空
運
送
事
業
者
の
行
う
国
際
貨
物
運
送
に
係
る
第
一
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
登

録
　

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
三
十
九
条
第
一
項
（
変
更
登
録
等
）
の
変
更
登
録
（
同

登
録
件
数

一
件
に
つ
き
一
万
五
千
円

（六）
法
第
四
条
第
一
項
第
四
号
の
利
用
運
送
の
区
間
又
は
業
務
の
範
囲
の
増
加
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）

　

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
四
十
五
条
第
一
項
（
許
可
）
の
船
舶
運
航
事
業
者
又
は

許
可
件
数

一
件
に
つ
き
十
二
万
円

（七）
航
空
運
送
事
業
者
の
行
う
国
際
貨
物
運
送
に
係
る
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事
業
の
許

可
　

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
第
四
十
六
条
第
二
項
（
事
業
計
画
）
の
事
業
計
画
の
変
更

認
可
件
数

一
件
に
つ
き
二
万
円

（八）
の
認
可
（
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

百
四
十
～
百
六
十　

（
略
）

 

 

○　

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
号
）
（
抄
）

 

 

第
十
一
条　

機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一　

既
に
市
街
地
を
形
成
し
て
い
る
区
域
に
お
い
て
、
市
街
地
の
整
備
改
善
を
図
る
た
め
の
建
築
物
の
敷
地
の
整
備
（
当
該
敷
地
の
周
囲
に
十
分
な
公
共
の
用
に
供
す
る

施
設
が
な
い
場
合
に
お
い
て
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
を
併
せ
て
整
備
す
る
も
の
又
は
当
該
敷
地
内
の
土
地
の
利
用
が
細
分
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
当
該
細
分
さ

れ
た
土
地
を
一
団
の
土
地
と
し
て
有
効
か
つ
適
切
に
利
用
で
き
る
よ
う
整
備
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
宅
地
の
造
成
並
び
に
整
備
し
た
敷
地
又
は
造
成
し
た
宅
地
の

 

管
理
及
び
譲
渡
を
行
う
こ
と
。

二　

既
に
市
街
地
を
形
成
し
て
い
る
区
域
に
お
い
て
、
良
好
な
居
住
性
能
及
び
居
住
環
境
を
有
す
る
利
便
性
の
高
い
中
高
層
の
賃
貸
住
宅
そ
の
他
の
国
の
施
策
上
特
に
そ
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の
供
給
を
支
援
す
べ
き
賃
貸
住
宅
の
敷
地
の
整
備
、
管
理
及
び
譲
渡
を
行
う
こ
と
。

三　

既
に
市
街
地
を
形
成
し
て
い
る
区
域
に
お
い
て
、
市
街
地
再
開
発
事
業
（
都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
に
よ
る
市
街
地
再
開
発
事
業
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
、
防
災
街
区
整
備
事
業
（
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
九
号
。
以
下
「
密
集
市
街

地
整
備
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
防
災
街
区
整
備
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
土
地
区
画
整
理
事
業
（
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）

に
よ
る
土
地
区
画
整
理
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
住
宅
街
区
整
備
事
業
（
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（

昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
七
号
）
に
よ
る
住
宅
街
区
整
備
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
流
通
業
務
団
地
造
成
事
業
（
流
通
業
務
市
街
地
の
整
備
に
関
す
る
法
律

 

（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
十
号
）
に
よ
る
流
通
業
務
団
地
造
成
事
業
を
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
。

四　

既
に
市
街
地
を
形
成
し
て
い
る
区
域
に
お
い
て
、
市
街
地
再
開
発
事
業
、
防
災
街
区
整
備
事
業
、
土
地
区
画
整
理
事
業
又
は
住
宅
街
区
整
備
事
業
に
参
加
組
合
員
（

市
街
地
再
開
発
事
業
に
あ
っ
て
は
都
市
再
開
発
法
第
七
十
三
条
第
一
項
第
二
十
一
号
に
規
定
す
る
特
定
事
業
参
加
者
を
、
防
災
街
区
整
備
事
業
に
あ
っ
て
は
密
集
市
街 

地
整
備
法
第
二
百
五
条
第
一
項
第
二
十
号
に
規
定
す
る
特
定
事
業
参
加
者
を
含
む
。
）
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
（
第
六
号
の
業
務
を
併
せ
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
。

五　

特
定
建
築
者
（
都
市
再
開
発
法
第
九
十
九
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
建
築
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
防
災
特
定
建
築
者
（
密
集
市

街
地
整
備
法
第
二
百
三
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
建
築
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
特
定
施
設
建
築
物
（
都
市
再
開
発
法
第
九
十
九
条
の

二
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
建
築
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
特
定
防
災
施
設
建
築
物
（
密
集
市
街
地
整
備
法
第
二
百
三
十
五
条
第
三
項

に
規
定
す
る
特
定
防
災
施
設
建
築
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
建
設
を
行
わ
せ
る
市
街
地
再
開
発
事
業
又
は
防
災
街
区
整
備
事
業
に
、
他
に
特
定

建
築
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
（
都
市
再
開
発
法
第
九
十
九
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
建
築
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
防
災
特
定
建
築

者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
（
密
集
市
街
地
整
備
法
第
二
百
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
防
災
特
定
建
築
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
が
い
な
い
場
合

に
お
い
て
、
当
該
市
街
地
再
開
発
事
業
の
特
定
建
築
者
又
は
当
該
防
災
街
区
整
備
事
業
の
防
災
特
定
建
築
者
と
し
て
特
定
施
設
建
築
物
又
は
特
定
防
災
施
設
建
築
物
の

 

建
設
を
行
い
、
並
び
に
そ
れ
ら
の
管
理
、
増
築
又
は
改
築
（
以
下
「
増
改
築
」
と
い
う
。
）
及
び
譲
渡
を
行
う
こ
と
。

 

六　

既
に
市
街
地
を
形
成
し
て
い
る
区
域
に
お
け
る
市
街
地
の
整
備
改
善
に
必
要
な
調
査
、
調
整
及
び
技
術
の
提
供
を
行
う
こ
と
。

七　

既
に
市
街
地
を
形
成
し
て
い
る
区
域
に
お
い
て
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
業
務
の
実
施
と
併
せ
て
整
備
さ
れ
る
べ
き
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
の
整
備
、
管
理

 

及
び
譲
渡
を
行
う
こ
と
。

八　

既
に
市
街
地
を
形
成
し
て
い
る
区
域
に
お
い
て
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
委
託
に
基
づ
き
、
民
間
事
業
者
に
よ
る
次
に
掲
げ
る
事
業
の
施
行
と
併
せ
て
整
備
さ
れ
る

 

べ
き
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
の
整
備
、
管
理
及
び
譲
渡
を
行
う
こ
と
。

 

イ　

市
街
地
再
開
発
事
業 

ロ　

防
災
街
区
整
備
事
業 

ハ　

土
地
区
画
整
理
事
業 

ニ　

住
宅
街
区
整
備
事
業

ホ　

大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
百
一
条
の
八
の
認
定
計
画
に
基
づ
く
同
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
都
心

 

共
同
住
宅
供
給
事
業

 

ヘ　

都
市
再
開
発
法
第
百
二
十
九
条
の
六
の
認
定
再
開
発
事
業
計
画
に
基
づ
く
同
法
第
百
二
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
再
開
発
事
業
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ト　

都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
二
十
五
条
の
認
定
計
画
に
基
づ
く
同
法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
再
生
事
業

 
チ　

そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
業

九　

第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
整
備
敷
地
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
単
に
「
整
備
敷
地
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
同
項
及
び
同
条
第
二
項
本
文
の
規
定
に
基

づ
き
公
募
の
方
法
に
よ
り
譲
渡
し
、
又
は
賃
貸
し
よ
う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
条
件
を
備
え
た
応
募
者
が
い
な
か
っ
た
場
合
に
お
い

て
、
次
に
掲
げ
る
住
宅
又
は
施
設
（
賃
貸
住
宅
の
敷
地
と
し
て
整
備
し
た
整
備
敷
地
等
に
あ
っ
て
は
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
建
設
を
行
い
、

 

並
び
に
そ
れ
ら
の
管
理
、
増
改
築
及
び
譲
渡
を
行
う
こ
と
。

 

イ　

第
二
号
に
規
定
す
る
賃
貸
住
宅

 

ロ　

イ
の
賃
貸
住
宅
の
建
設
と
一
体
と
し
て
事
務
所
、
店
舗
等
の
用
に
供
す
る
施
設
の
建
設
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
用
に
供
す
る
施
設

 

ハ　

整
備
敷
地
等
の
利
用
者
の
利
便
に
供
す
る
施
設

ニ　

整
備
敷
地
等
の
合
理
的
か
つ
健
全
な
高
度
利
用
と
都
市
機
能
の
高
度
化
を
図
る
た
め
住
宅
又
は
事
務
所
、
店
舗
等
の
用
に
供
す
る
施
設
を
建
設
す
る
必
要
が
あ
る

 

場
合
に
お
け
る
当
該
住
宅
又
は
施
設

十　

土
地
等
の
取
得
を
要
す
る
業
務
（
委
託
に
基
づ
き
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
実
施
に
必
要
な
土
地
等
を
提
供
し
た
者
又
は
当
該
業
務
が
実
施
さ
れ
る
土
地
の
区
域
内

に
居
住
し
、
若
し
く
は
当
該
区
域
内
で
事
業
を
営
ん
で
い
た
者
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
「
土
地
提
供
者
等
」
と
い
う
。
）
の
申
出
に
応
じ
て

、
当
該
土
地
提
供
者
等
に
譲
渡
し
、
又
は
賃
貸
す
る
た
め
の
住
宅
又
は
事
務
所
、
店
舗
等
の
用
に
供
す
る
施
設
（
市
街
地
の
土
地
の
合
理
的
か
つ
健
全
な
高
度
利
用
と

都
市
機
能
の
高
度
化
を
図
る
た
め
当
該
住
宅
又
は
施
設
と
一
体
と
し
て
住
宅
又
は
事
務
所
、
店
舗
等
の
用
に
供
す
る
施
設
を
建
設
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当

 

該
住
宅
又
は
施
設
を
含
む
。
）
の
建
設
を
行
い
、
並
び
に
そ
れ
ら
の
管
理
、
増
改
築
及
び
譲
渡
を
行
う
こ
と
。

十
一　

地
方
公
共
団
体
か
ら
の
委
託
に
基
づ
き
、
根
幹
的
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
規
模
以
上
の
都
市
公
園
（
都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）

 

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
公
園
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
建
設
、
設
計
及
び
工
事
の
監
督
管
理
を
行
う
こ
と
。

十
二　

附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
都
市
公
団
か
ら
承
継
し
た
賃
貸
住
宅
、
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
及
び
事
務
所
、
店
舗
等
の
用
に
供
す
る
施
設
並
び

に
附
則
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
建
設
し
、
及
び
整
備
し
た
賃
貸
住
宅
、
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
及
び
事
務
所
、
店
舗
等
の
用
に
供
す
る
施

 

設
の
管
理
、
増
改
築
及
び
譲
渡
を
行
う
こ
と
。

十
三　

第
九
号
の
業
務
に
係
る
同
号
イ
の
賃
貸
住
宅
及
び
前
号
の
賃
貸
住
宅
に
つ
い
て
賃
貸
住
宅
の
建
替
え
（
現
に
存
す
る
賃
貸
住
宅
の
除
却
を
行
う
と
と
も
に
、
こ
れ

ら
の
存
し
て
い
た
土
地
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
新
た
な
賃
貸
住
宅
の
建
設
（
新
た
に
建
設
す
る
賃
貸
住
宅
と
一
体
の
賃
貸
住
宅
を
当
該
区
域
内
の
土
地
に
隣
接
す
る

土
地
に
新
た
に
建
設
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
存
し
て
い
た
土
地
に
近
接
す
る
土
地
に
新
た
に
こ
れ
ら
に
代
わ
る
べ
き
賃
貸
住
宅
の
建
設
（
複
数
の
賃
貸

住
宅
の
機
能
を
集
約
す
る
た
め
に
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
い
、
並
び
に
こ
れ
に
よ
り
新
た
に
建
設
し
た
賃
貸
住
宅
の
管
理

 

、
増
改
築
及
び
譲
渡
を
行
う
こ
と
。

 

十
四　

前
二
号
の
業
務
に
係
る
賃
貸
住
宅
の
居
住
者
の
利
便
に
供
す
る
施
設
の
整
備
、
管
理
及
び
譲
渡
を
行
う
こ
と
。

 

十
五　

第
十
三
号
の
業
務
に
よ
る
賃
貸
住
宅
の
建
替
え
に
併
せ
て
、
次
の
業
務
を
行
う
こ
と
。

 

イ　

当
該
賃
貸
住
宅
の
建
替
え
と
併
せ
て
整
備
さ
れ
る
べ
き
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
の
整
備
、
管
理
及
び
譲
渡
を
行
う
こ
と
。

ロ　

当
該
賃
貸
住
宅
の
建
替
え
と
併
せ
て
こ
れ
と
一
体
と
し
て
事
務
所
、
店
舗
等
の
用
に
供
す
る
施
設
の
建
設
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
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の
用
に
供
す
る
施
設
の
建
設
を
行
い
、
並
び
に
そ
の
管
理
、
増
改
築
及
び
譲
渡
を
行
う
こ
と
。

ハ　

当
該
賃
貸
住
宅
の
建
替
え
に
よ
り
除
却
す
べ
き
賃
貸
住
宅
の
居
住
者
の
申
出
に
応
じ
て
、
当
該
居
住
者
に
譲
渡
す
る
た
め
の
住
宅
の
建
設
を
行
い
、
並
び
に
そ
の

 
管
理
及
び
譲
渡
を
行
う
こ
と
。

十
六　

災
害
の
発
生
に
よ
り
緊
急
に
賃
貸
住
宅
を
建
設
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
求
め
又
は
第
十
四
条
第
三

 

項
に
規
定
す
る
地
方
公
共
団
体
の
要
請
に
基
づ
き
、
当
該
賃
貸
住
宅
の
建
設
を
行
い
、
並
び
に
そ
の
管
理
、
増
改
築
及
び
譲
渡
を
行
う
こ
と
。

 

十
七　

前
各
号
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

 

２　

機
構
は
、
前
項
の
業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

 

一
～
四　

（
略
）

 

五　

地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
五
十
二
に
規
定
す
る
業
務

 

六
～
十　

（
略
）

 

３　

（
略
）




